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評価書（案）

様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要

１．評価対象に関する事項

法人名 年金積立金管理運用独立行政法人

評価対象中期目

標期間

中期目標期間実績評価 第２期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。）

中期目標期間 平成２２年度～２６年度

２．評価の実施者に関する事項

主務大臣 厚生労働大臣

法人所管部局 年金局 担当課、責任者 大臣官房参事官（資金運用担当） 森 浩太郎 大臣官房参事官

評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官室 大地 直美 政策評価官

３．評価の実施に関する事項

４．その他評価に関する重要事項

○ 厚生労働省独立行政法人評価委員会の「年金積立金管理運用独立行政法人の中期目標期間の業務実績の暫定評価結果」（平成 26 年 8 月 18 日、以下「暫定評価結果」という。）では、総合評定は A

評定されている。

○ 本法人の業務実績等の総合的な評定については、年金積立金管理運用独立行政法人法第 28 条第 2 項の読替規定により、中期計画の実施状況の調査及び分析のほか、同条第 1 項に規定する年金積立

金の運用が年金財政に与える影響についての検証の結果を踏まえて実施することとされている。

○ 本法人については、「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定）において、以下の閣議決定がなされている。

ii）公的・準公的資金の運用等の見直し

GPIF をはじめとする公的・準公的資金の運用等の在り方については、引き続き、有識者会議の提言を踏まえ、各資金の規模・性格に応じ、長期的な健全性の確保に留意しつつ、必要な施策を迅

速かつ着実に実施すべく所要の対応を行う。

GPIF の基本ポートフォリオについては、本年６月に公表された「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し－平成 26 年財政検証結果－」を踏まえ、デフレからの脱却、適度なインフレ

環境への移行など長期的な経済･運用環境の変化に即し、年金財政の長期的な健全性を確保するために、適切な見直しをできるだけ速やかに実施するとともに、GPIF は、受入れを表明した日本版ス

チュワードシップ・コードを踏まえた対応を速やかに実施する（※）。

また、基本ポートフォリオ見直しとあわせ、ガバナンス体制の強化を図る必要があり、まずはフォーワードルッキングな観点からリスク管理体制の再構築等を行うことで、より機動的な運用を目

指す。さらに、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）」に基づき、運用委員会について、複数の常勤委員を配置し、資金運用の重要な方針等について実質的

に決定できる体制の整備や、報酬の見直し等による高度で専門的な人材の確保等の取組を速やかに進めるとともに、資金運用の観点から行われた有識者会議の提言を踏まえ、厚生労働省において、

当該資金の規模・性格に即して、長期的な健全性の確保に留意しつつ、主たる事務所の所在に関することに加え、年金制度、法人の組織論等の観点から今後の法改正の必要性も含めた検討を行うな

ど必要な施策の取組を加速すべく所要の対応を行う。

※運用の改革は、専ら被保険者の利益のために行うものである。こうした運用が結果的に成長への投資、ひいては日本経済に貢献し、経済の好循環実現にもつながる。
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定

１．全体の評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

Ａ

評定に至った理由 暫定評価結果も踏まえ、閣議決定等において法人が取組むべきとされた事項に関する実施状況、年金財政に与えた影響の評定等に基づき、所期の目標を上回る成果が得られてい

ると認められるため。

２．法人全体に対する評価

法人全体の評価 前記閣議決定に則し、基本ポートフォリオの迅速な見直しとそれに伴うガバナンスの強化を適切に実施した。また、年金積立金の評価は中長期的に行うべきであるものの、第２

期中期目標期間の平均で名目賃金上昇率を６．１３％と大きく上回る利回り（法人運用分。長期的な目標は名目賃金上昇率＋1.7％）を達成した。

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項

○ 「日本再興戦略」改訂 2014

○ 年金積立金管理運用独立行政法人法第 28 条第 1 項に規定する年金積立金の運用が年金財政に与える影響についての検証結果

３．課題、改善事項など

項目別評定で指摘した

課題、改善事項

運用改善等とガバナンス強化は不断の課題であり、引き続き鋭意取り組むことが求められる。

その他改善事項

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項

４．その他事項

監事等からの意見

その他特記事項
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表

中期目標 年度評価 中期目標期間評

価

項目別

調書№

備考欄 中期目標 年度評価 中期目標期間

評価

項目別

調書№

備考欄

２２

年度

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度

期間実績評価 ２２

年度

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度

期間実績評価

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

管理・運用の基本的な

方針、運用の目標

A A A A A A Ⅰ－１ 効率的な業務運営体

制の確立

A A A A A A Ⅱ－１

リスク管理 A A A A B B Ⅰ－２ 業務運営の効率化に

伴う経費節減

S A A S B B Ⅱ－２

運用手法、財投債の管

理・運用

A A A A A A Ⅰ－３

透明性の向上 A A A A A A Ⅰ－４

基本ポートフォリオ B A A B S S Ⅰ－５

市場及び民間の活動

への影響に対する配

慮

A A A A A A Ⅰ－６

年金給付のための流

動性の確保

A S S A B S Ⅰ－７

内部統制の一層の強

化に向けた体制整備

等

A A A A S 又

は A

S 又は A Ⅰ－８

調査・分析の充実等 A A A A B B Ⅰ－９

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

財務内容の改善に関

する事項

A A B B B B Ⅲ－１

Ⅳ．その他の事項

その他の業務運営に

関する重要事項

A A B B B B Ⅳ－１

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－１ 管理運用の基本的な方針、運用の目標

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

各資産毎のベン

チマーク収益率

の確保

各資産毎のベ

ンチマーク収

益率の確保

国内債券±0.1％以上 ＋0.14％ －0.02％ ＋0.04％ ＋0.04％ －0.04％ 予算額（千円）

国内株式±0.1％以上 ＋0.19％ －0.02％ －0.42％ －0.47％ －0.21％ 決算額（千円）

外国債券±0.1％以上 ＋0.32％ －0.18％ ＋0.44％ －0.17％ ＋0.03％ 経常費用（千円）

外国株式±0.1％以上 －0.08％ ＋0.14％ ＋0.13％ －0.10％ －0.04％ 経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第２ 年金積立

金の管理及び運

用に関する主要

な事項

１．年金積立金の

管理及び運用の

基本的な方針

年金積立金の

運用は、年金積立

金が被保険者か

ら徴収された保

険料の一部であ

り、かつ、将来の

年金給付の貴重

な財源となるも

第１ 年金積立

金の管理及び運

用に関する主要

な事項

１．年金積立金の

管理及び運用の

基本的な方針

年金積立金の

運用は、年金積立

金が被保険者か

ら徴収された保

険料の一部であ

り、かつ、将来の

年金給付の貴重

な財源となるも

＜主要な業務実績＞

第１ 年金積立金の管理及び運用に関する主要な事項

１．年金積立金の管理及び運用の基本的な方針

平成２２年３月に厚生労働大臣から示された第２期中期目標において、「今

後年金制度の抜本的な見直しを予定しているとともに、年金積立金管理運用

独立行政法人の運営の在り方について検討を進めていることから、この運用

目標は、暫定的なものであることに留意し、安全・効率的かつ確実を旨とし

た資産構成割合を定め、これに基づき管理を行うこと。その際、市場に急激

な影響を与えないこと。」とされた。

この中期目標を踏まえ、第１期中期計画における基本ポートフォリオにつ

いて、更新したリスク・リターンデータを用い、引き続き安全・効率的かつ

確実であることを検証し、確認した上で当該基本ポートフォリオを第２期中

期計画における基本ポートフォリオとして策定しているところ年金積立金全

＜自己評価＞

評定：Ａ

以下の定量的指標及び評価

の視点ごとの自己評価で示す

とおり、中期目標期間において

は、運用受託機関の選定、管理

及び評価については、ベンチマ

ークを適切に設定し、概ねベン

チマーク並みの収益率を確保

した。これに加え、平成２６年

度は、目標設定時に想定してい

なかったモデルポートフォリ

オの策定を施行日（平成２７年

１０月）前に、適切に策定した。

これらのことから、第２期中期

評定 A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、国内株式に

ついてはマイナス0.15％とベンチマークを下ま

わるものの、運用資産全体の収益率と複合ベン

チマーク収益率との比較で、暫定評価期間にお

いてプラス１．７８％の超過収益率を得ること

ができたとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

なお、年金積立金の管理及び運用の基本的な

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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のであることに

特に留意し、専ら

被保険者の利益

のために、長期的

な観点から安全

かつ効率的に行

うことにより、将

来にわたって年

金事業の運営の

安定に資するこ

とを目的とし、年

金積立金の管理

及び運用の具体

的方針を策定し

て行うこと。

２．運用の目標、

リスク管理及び

運用手法

（１）運用の目標

年金積立金の

運用は、厚生年金

保険法第２条の

４第１項及び国

民年金法第４条

の３第１項に規

定する財政の現

況及び見通しを

踏まえ、保険給付

に必要な流動性

を確保しつつ、長

期的に積立金の

実質的な運用利

回り（積立金の運

用利回りから名

目賃金上昇率を

差し引いたもの

をいう。）１．７％

を最低限のリス

クで確保するこ

とを目標とし、こ

の運用利回りを

のであることに

特に留意し、専ら

被保険者の利益

のために長期的

な観点から安全

かつ効率的に行

うことにより、将

来にわたって年

金事業の運営の

安定に資するこ

とを目的として

行う。

このため、分散

投資を基本とし

て、長期的な観点

からの資産構成

割合（以下「基本

ポートフォリオ」

という。）を策定

し、年金積立金の

運用を行う。

なお、その際に

は、年金積立金の

管理及び運用に

関する具体的な

方針を定めた管

理運用方針を策

定し、公表すると

ともに、少なくと

も毎年１回検討

を加え、必要があ

ると認めるとき

は速やかに見直

しを行う。

２．運用の目標、

リスク管理及び

運用手法

（１）運用の目標

年金積立金の

運用は、厚生年金

保険法第２条の

＜主な定量的指標

＞

各資産毎のベンチ

マーク収益率の確

保

＜評価の視点＞

（１）運用受託機関

の選定、管理及び評

価は適切に行われ

ているか。特に、ア

クティブ運用につ

いては、投資方針、

銘柄選択の方法等

の運用手法及び運

用体制について、必

要な評価指標を設

け、定性評価が適切

に行われているか。

（２）中期目標期間

において各資産ご

とのベンチマーク

収益率が確保され

ているか。

（３）各年度におい

て、各資産ごとのベ

ンチマーク収益率

が確保されるよう、

運用受託機関の管

理等に努めている

か。また、各年度に

おける各資産の収

体として長期的な観点からの当該基本ポートフォリオに沿って運用を行っ

た。

なお、平成２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労働省より基本ポ

ートフォリオについて定期的に検証を行うよう要請があったことから、厚生

労働大臣から任命された金融・経済の専門家からなる運用委員会で審議を行

い、検証を行った結果、基本ポートフォリオの変更が必要との結論を得て、

基本ポートフォリオの変更を行った。

平成２６年度は、第２期中期計画の最終年度となることから、年度当初よ

り、第３期中期計画の策定に向けて準備を進めた。平成２６年６月には年金

制度について少なくとも５年に一度実施される財政の現況及び見通し（財政

検証）が公表され、併せて、厚生労働大臣から基本ポートフォリオの検討作

業を前倒しするよう要請があったことから、長期的な経済環境の変化に速や

かに対応する観点から、公表された財政検証の結果を踏まえ、基本ポートフ

ォリオの見直し作業を進め、厚生労働大臣が任命する金融・経済の専門家等

で構成される運用委員会で審議を行い、平成２６年１０月に基本ポートフォ

リオの変更を行った。第２期中期目標において、「年金積立金の運用は、年金

積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の年金給

付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら被保険者の利益の

ために、長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたっ

て年金事業の運営の安定に資することを目的とし、年金積立金の管理及び運

用の具体的方針を策定して行うこと。」とされており、この中期目標を踏まえ、

分散投資を基本として、長期的な観点から策定した変更後の基本ポートフォ

リオに沿って運用した。

年金積立金の管理及び運用に関する具体的な方針を定めた管理運用方針

（運用目標に関すること、資産構成並びに管理及び運用の手法に関すること、

運用受託機関の管理に関すること、資産管理機関の管理に関すること、運用

受託機関の選定及び評価等に関すること、自家運用に関すること等）につい

ては、年金積立金の管理及び運用の向上等の観点から、各年度ごとに見直し

を行い、運用委員会に報告後、以下の通り改正を行い、それぞれホームペー

ジにおいて公表した。

《主な改正事項》

【平成２２年度】

（平成２２年４月１日改正）

第２期中期計画を受けた所要の変更を行うとともに、外国株式のベンチマ

ークについて、配当課税の取扱いを「管理運用法人の配当課税要因考慮後」

としたものに改正を行った。

【平成２３年度】

（平成２３年４月１日改正）

運用受託機関の総合評価をより有効に活かす観点から、総合評価が一定水

準に満たない運用受託機関について、資金の一部回収を行うことができるよ

うにすること等を明示した改正を行った。

目標における所期の目標を上

回る成果を達成したと考えら

れることから、A と評価する。

【主な定量的指標】

第２期中期目標期間にお

いては、４資産中３資産につ

いて概ねベンチマーク並み

の収益率を確保し、所期の目

標を達成していると考える。

【評価の視点】

（１） 第２期中期目標期にお

いては、管理運用方針に

基づき、適切に運用受託

機関等の選定、管理及び

評価を行うことができ

たことから、所期の目標

を達成していると考え

る。

（２） 第２期中期目標期間に

おいては、４資産中３資

産について、概ねベンチ

マーク並みの収益率を

確保することができた

ことから、所期の目標を

達成していると考える。

（３） 各運用受託機関等の運

用状況については、各年

度、毎月１回、報告を受

けるとともに、ベンチマ

ーク収益率からの乖離

状況等を把握するなど、

適切に運用受託機関の

管理等を行うことがで

方針については、基本ポートフォリオの見直し

や日本版スチュワードシップ・コードの受け入

れ等に応じ、適宜迅速に改正を行っており、第

２期中期目標期間中に合計１３回の改正を行っ

ていることから（第１期中期目標期間では６

回）、定量的にも標準を相当程度上回っていると

認められる。

＜今後の課題＞

ベンチマーク並みの収益率のより一層の確保

に取り組むことが望まれる。

＜その他事項＞
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確保するよう、年

金積立金の管理

及び運用におけ

る長期的な観点

からの資産構成

割合（以下「基本

ポートフォリオ」

という。）を定め、

これに基づき管

理を行うこと。

その際、市場に

急激な影響を与

えないこと。

（２）ベンチマー

ク収益率の確保

各年度におい

て、各資産ごと

に、各々のベンチ

マーク収益率（市

場平均収益率）を

確保するよう努

めるとともに、中

期目標期間にお

いて、各々のベン

チマーク収益率

を確保すること。

ベンチマークに

ついては、市場を

反映した構成で

あること、投資可

能な有価証券に

より構成されて

いること、その指

標の詳細が開示

されていること

等を勘案しつつ

適切な市場指標

を用いること。

４第１項及び国

民年金法第４条

の３第１項に規

定する財政の現

況及び見通しを

踏まえ、保険給付

に必要な流動性

を確保しつつ、長

期的に積立金の

実質的な運用利

回り（積立金の運

用利回りから名

目賃金上昇率を

差し引いたもの

をいう。）１．７%

を最低限のリス

クで確保するこ

とを目標とし、こ

の運用利回りを

確保するよう、年

金積立金の管理

及び運用におけ

る長期的な観点

からの基本ポー

トフォリオを定

め、これを適切に

管理する。

その際、市場に急

激な影響を与え

ないこととする。

また、運用受託

機関の選定、管理

及び評価を適切

に実施すること

等により、各年度

における各資産

ごとのベンチマ

ーク収益率を確

保するよう努め

るとともに、中期

目標期間におい

益率とベンチマー

ク収益率が乖離し

た場合には、当該乖

離についての分析

が行われ、必要な対

応がとられている

か。

（４）ベンチマーク

については、市場を

反映した構成であ

ること等を勘案し

た適切な市場指標

を設定しているか。

（５）各資産のベン

チマークとは異な

るベンチマークを

各運用受託機関に

設定する場合は、当

該個々の運用受託

機関の運用行動が

各資産・資産全体の

リスクに与える影

響について配慮し

た上でリスクを適

切に管理している

か。

（６）管理運用方針

については、少なく

とも毎年 1回検討を

加え、必要に応じて

速やかに見直しを

行ったか。

（平成２３年８月１日改正）

年金給付に必要な流動性を確保するためのファンド（キャッシュ・アウト

対応ファンド）を自家運用することとし、併せて当該ファンドの導入を踏ま

え、国内債券のベンチマークを変更した改正を行った。

【平成２４年度】

（平成２４年４月１日改正）

トランジション・マネジャーの選定基準、選定方法及び総合評価方法につ

いて定めるとともに、自家運用における短期資産ファンドの運用対象資産を

追加すること等の改正を行った。

（平成２４年６月２９日改正）

エマージング株式運用の開始に伴い、外国株式のベンチマークについて、

MSCI EMERGING MARKETS を追加し、MSCI KOKUSAI との複合インデックス

とすることを定める改正を行った。

【平成２５年度】

（平成２５年４月１日改正）

運用受託機関構成の見直しのタイミングを明確化する等の改正を行った。

（平成２５年８月６日改正）

自家運用の運用対象について年金積立金管理運用独立行政法人法で定め

られている内容に変更するための改正を行った。

（平成２５年１２月６日改正）

外貨建て投資信託受益証券ファンドの運用開始に先立ち、売買取引先とし

ての証券会社の選定基準、運用ガイドライン、資金の配分及び回収等にかか

る規程を制定した。

（平成２６年３月２４日改正）

運用手法として、ベンチマークにとらわれず、銘柄を厳選する投資を認め

るための記載の追加、J-REIT が運用対象となっていることの明確化、物価

連動国債ファンドについての記載を追加した。

【平成２６年度】

（平成２６年５月１日改正）

基本ポートフォリオの見直しに着手するために乖離許容幅について運用委

員会の意見を聴きつつ、弾力的に適用することとの適合性を図るために改正を

行った。

（平成２６年５月３０日改正）

日本版スチュワードシップ・コードの取組に関する記載及び外国株式の貸付

運用についての改正を行った。

（平成２６年１０月３１日改正）

新しい基本ポートフォリオへ移行するまでの間の乖離許容幅について許容

すること及び機動的な運用についての記載を追加した。

（平成２６年１１月１１日改正）

トランジション・マネジャーの管理に関して記載を追加した。

きたことから、所期の目

標を達成していると考

える。

（４） ベンチマークについて

は、市場を反映した構成

であり、投資可能な有価

証券により構成され、か

つ、その指標の詳細が開

示されていることを勘

案しつつ、適切な市場指

標を各年度ごとに用い

たことから、所期の目標

を達成していると考え

る。

（５） 国内株式については、

評価ベンチマークと異

なるベンチマークを一

部の運用受託機関に対

し設定しているが、各年

度ごとに適切なモニタ

リングを実施しており、

所期の目標を達成して

いると考える。

（６） 管理運用方針につい

て、各年度ごとに随時見

直しを実施し、必要に応

じて改正が行われてお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。
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ても各資産ごと

のベンチマーク

収益率を確保す

る。

ベンチマークに

ついては、市場を

反映した構成で

あること、投資可

能な有価証券に

より構成されて

いること、その指

標の詳細が開示

されていること

等を勘案しつつ

適切な市場指標

を用いる。

平成２６年度においては、更に、厚生労働大臣から示された「積立金の管理及

び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本指

針」に沿って、関係機関との連絡会議を５回開催し、平成２７年３月にモデルポ

ートフォリオを策定し、公表した。

２．運用の目標、リスク管理及び運用手法

（１）運用の目標

① 年金積立金全体の資産構成割合が基本ポートフォリオの乖離許容幅を超

えて乖離している場合には、その範囲内に収まるようにリバランスを行い、

適切に管理することとしている。乖離許容幅内にある場合においても、定

期的にリバランスについて検討を行うとともに、市場が大きく変動した場

合においてもリバランスを検討することとしている。

【平成２２年度】

乖離許容幅を超えて乖離することはなかったことから、資産の回収及び

再配分によるリバランスの必要は生じなかった。

【平成２３年度】

乖離許容幅内にある場合においても、定期的にリバランスについて検討

を行うとともに、市場が大きく変動した場合等においてもリバランスを検

討することとし、リバランスを実施した。

【平成２４年度】

国内債券が１月末及び２月末に基本ポートフォリオの乖離許容幅を超

過したものの、その範囲内に収まるようにリバランスを実施し、３月末に

は乖離許容幅の範囲内に収まった。

【平成２５年度】

国内債券が基本ポートフォリオの乖離許容幅を超過したため、リバラン

スを実施した。なお、基本ポートフォリオの見直しを行い、その後は乖離

許容幅を超過することはなかった。

【平成２６年度】

平成２６年１０月の変更前の基本ポートフォリオの乖離許容幅の範囲

内で機動的な対応を行った。また、基本ポートフォリオ変更後は当該基本

ポートフォリオの乖離許容幅の範囲内に収まるように資金の回収及び配

分を行った。

② 運用受託機関の選定

運用受託機関の選定に当たっては、年金積立金の運用を受託するために必

要な認可や年金資産の運用残高等満たすべき要件を定めて公募を実施する

こととしている。

【平成２２年度】

外国債券パッシブ運用及び外国株式パッシブ運用に係る運用受託機関

構成の見直しのための選定を実施するとともにエマージング株式運用機

関の選定を開始し、公募を実施した。

【平成２３年度】

エマージング株式市場については、近年、世界の株式市場に占める割合

<課題と対応＞

国内株式において、ベンチマ

ーク並みの収益率を確保する

ことができなかったことから、

その要因である伝統的アクテ

ィブ運用の運用受託機関につ

いて注視する。
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が急増してきており、収益機会の拡大を図るため、運用委員会で議論の上、

エマージング株式運用を行うこととし、平成２３年度において第２次審査

及び第３次審査を行った上で、運用受託機関を選定した。また、国内債券

のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関構成を一体的に見直

すこととし、公募を開始し、平成２３年度中に第１次審査及び第２次審査

を実施した。

【平成２４年度】

国内債券のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関構成を一

体的に見直すこととし、平成２４年度において第３次審査を行った上で、

運用受託機関を選定した。外国株式のアクティブ運用について、運用受託

機関構成を見直すこととし、公募を開始し、平成２４年度中に第１次審査

及び第２審査を実施した。

【平成２５年度】

国内株式アクティブ運用及びパッシブ運用について、運用受託機関構成

を一体的に見直すこととし、公募を開始し、第３次審査まで行った上で、

運用受託機関を選定した。

外国株式のアクティブ運用について、第３次審査を行った上で、運用受

託機関を選定した。

【平成２６年度】

外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用について、運用受託機関構成

を一体的に見直すこととし、公募を開始し、第２次審査まで行った上で、

第３次審査における現地調査を実施した。

③ 運用受託機関の管理及び評価

ア 運用受託機関の管理は、毎月１回、運用実績やリスクの状況について

報告を求め、適宜必要な措置を取ることにより行うこととしている。

選定時の投資方針等の維持、法令遵守の確保等のため、各運用受託機

関ごとに運用方法等に係るガイドラインを提示し、その遵守が確保され

ているかを定期ミーティング等において報告を受けるなどの方法によ

り行っている。

なお、各事業年度ごとに定期ミーティング及びリスク管理ミーティン

グを実施したほか、毎月１回各運用受託機関の運用状況、リスク管理状

況を取りまとめ、問題点の有無を確認し、必要に応じ運用受託機関と協

議するなど適切に対応をした。

このうち、リスク管理ミーティングについては、総合評価が一定水準

以下の運用受託機関について、運用状況、リスク管理状況等の確認を以

下のとおり行った。（本ミーティングを実施しないファンドについても、

同一の様式により報告書を求め、運用状況及びリスク管理状況を確認し

た。）

○定期ミーティング

２２

年度

○パッシブ運用受託機関（２６ファンド）：6/25～7/6、11/16～11/17

○外国株式アクティブ運用受託機関（１３ファンド）：7/14～7/21
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○外国債券アクティブ運用受託機関（７ファンド）：7/22～7/26

○国内株式アクティブ運用受託機関（１９ファンド）：7/27～8/4

○国内債券アクティブ運用受託機関（１０ファンド）：11/11～11/19

２３

年度

○国内株式アクティブ運用受託機関（１８ファンド）：10/3～10/7

○外国株式アクティブ運用受託機関（１３ファンド）：10/12～10/20

○外国債券アクティブ運用受託機関（７ファンド）：10/21～10/25

○国内株式・外国債券・外国株式パッシブ運用受託機関（１５ファン

ド）：10/26～10/27

２４

年度

○国内株式アクティブ運用受託機関（１７ファンド）：7/5～7/18

○外国債券アクティブ運用受託機関（７ファンド）：7/23～7/30

○国内株式・外国債券・外国株式パッシブ運用受託機関(１９ファン

ド）：7/19～7/23

２５

年度

○外国株式アクティブ運用受託機関（７ファンド）：10/22～10/25

○外国債券アクティブ運用受託機関（７ファンド）：10/28～10/31

○国内債券アクティブ運用受託機関（９ファンド）：11/1～11/8

○国内債券・外国債券・外国株式パッシブ運用受託機関（１８ファン

ド）：11/11～11/14

２６

年度

○国内株式アクティブ運用受託機関（１４ファンド）：10/15～10/29

○国内債券・国内株式・外国株式パッシブ運用受託機関（２２ファ

ンド）：10/22～11/5

○外国株式アクティブ運用受託機関（１５ファンド）：10/23～11/20

○国内債券アクティブ運用受託機関（９ファンド）：11/10～11/27

○リスク管理ミーティング

（単位：ファンド）

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

国内

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － － －

国内

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ ６ ４ ８ － －

外国

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － １ －

外国

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ ３ ３ － ３ １

イ 運用受託機関の評価については、定性評価（運用スタイルの根拠等の

投資方針、戦略決定等の運用プロセス、組織・人材等）及び定量評価（パ

ッシブ運用については超過収益率とトラッキングエラー、アクティブ運

用については超過収益率とインフォメーション・レシオ）に基づき総合

評価を行った。
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評価に当たっては、事前に運用実績や運用受託機関の管理状況等を取

りまとめ、各運用受託機関の問題点を確認した上で実施した。

ウ 総合評価結果により、以下の運用受託機関について解約、並びに資金

配分停止及び資金の一部回収、又は追加配分を行った。

〈解約〉

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

国内

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － － －

国内

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － － －

外国

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － － －

外国

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － １ﾌｧﾝﾄﾞ １ﾌｧﾝﾄﾞ

〈資金配分停止及び資金の一部回収〉

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

国内

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ 6 社 － － － －

国内

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ 6 社 4 ファンド 8ファンド － －

外国

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － 1ファンド －

外国

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ 3 社 3 ファンド － 3ファンド 1ファンド

〈追加配分〉

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

国内

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － － －

国内

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ － － 9 ファンド － －

外国

債券

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － 6ファンド －

外国

株式

パッシブ － － － － －

アクティブ － － － 3ファンド 4ファンド

エ 自家運用に係る取引先の評価については、債券の売買の取引先として

の証券会社並びに短期資産の運用先としての銀行、証券会社及び短資業
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者に係る取引執行能力、事務処理能力等について総合的な評価をし、以

下のとおり決定を行った。

債券の売買の取引先

短期資産の運用先と

しての銀行、証券会社

及び短資業者

外貨建て投資信託

受益証券の売買

取引先

22 年度 全社を継続（20 社） 全社を継続（16 社） －

23 年度 全社を継続（20 社） 全社を継続（17 社） －

24 年度 全社を継続（20 社） 全社を継続（17 社） －

25 年度 全社を継続（20 社） 全社を継続（16 社） 1 社を選定

26 年度 全社を継続（19 社） 全社を継続（16 社） －

④ 各資産ごとの対ベンチマーク超過収益率］

平成２２年度～平成２６年度の市場運用分の資産ごとのベンチマークに

対する超過収益率は、次のとおりである。

【国内債券】 （単位：％）

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

第 2期

中期目標期間

22～26（※）

時価加重収益率 1.95 2.92 3.68 0.60 2.76 2.38

ﾊﾟｯｼﾌﾞ 1.90 2.90 3.64 0.58 2.71

ｱｸﾃｨﾌﾞ 2.14 3.03 3.92 0.78 3.10

ベンチマーク収益率 1.81 2.94 3.63 0.56 2.80 2.34

ﾊﾟｯｼﾌﾞ ― 2.94 3.62 0.56 2.77

ｱｸﾃｨﾌﾞ ― 2.94 3.72 0.58 2.98

超過収益率 +0.14 -0.02 +0.04 +0.04 -0.04 +0.03

ﾊﾟｯｼﾌﾞ +0.10 -0.04 +0.02 +0.03 -0.06

ｱｸﾃｨﾌﾞ +0.33 +0.09 +0.20 +0.20 +0.11

※年率換算

【国内株式】 （単位：％）

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

第 2期

中期目標期間

22～26

（※）

時価加重収益率 -9.04 0.57 23.40 18.09 30.48 11.71

ﾊﾟｯｼﾌﾞ -9.20 0.71 23.77 18.08 30.61

ｱｸﾃｨﾌﾞ -8.54 0.31 22.19 18.48 29.56

ベンチマーク収益率 -9.23 0.59 23.82 18.56 30.69 11.87

ﾊﾟｯｼﾌﾞ ― ― ― ― ―
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ｱｸﾃｨﾌﾞ ― ― ― ― ―

超過収益率 +0.19 -0.02 -0.42 -0.47 -0.21 -0.16

ﾊﾟｯｼﾌﾞ +0.03 +0.11 -0.06 -0.49 -0.08

ｱｸﾃｨﾌﾞ +0.69 -0.28 -1.63 -0.09 -1.13

【外国債券】 （単位：％）

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

第 2期

中期目標期間

22～26

（※）

時価加重収益率 -7.06 4.77 18.30 14.93 12.70 8.33

ﾊﾟｯｼﾌﾞ -7.46 4.91 17.85 15.21 12.20

ｱｸﾃｨﾌﾞ -6.09 4.45 19.41 14.25 13.89

ベンチマーク収益率 -7.38 4.96 17.86 15.09 12.67 8.24

ﾊﾟｯｼﾌﾞ -7.54 4.99 17.73 15.28 12.28

ｱｸﾃｨﾌﾞ -6.98 4.89 18.19 14.63 13.58

超過収益率 +0.32 -0.18 +0.44 -0.17 +0.03 +0.09

ﾊﾟｯｼﾌﾞ +0.09 -0.08 +0.12 -0.07 -0.09

ｱｸﾃｨﾌﾞ +0.89 -0.44 +1.22 -0.38 +0.32

※年率換算

【外国株式】 （単位：％）

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

26

年度

第 2期

中期目標期間

22～26

（※）

時価加重収益率 2.18 0.49 28.91 32.00 22.27 16.39

ﾊﾟｯｼﾌﾞ 2.27 0.39 28.83 32.34 22.22

ｱｸﾃｨﾌﾞ 1.65 1.11 29.39 29.61 22.59

ベンチマーク収益率 2.27 0.34 28.78 32.09 22.31 16.38

ﾊﾟｯｼﾌﾞ ― ― 28.83 32.30 22.22

ｱｸﾃｨﾌﾞ ― ― 28.41 30.64 23.03

超過収益率 -0.08 +0.14 +0.13 -0.10 -0.04 +0.01

ﾊﾟｯｼﾌﾞ +0.01 +0.04 -0.00 +0.04 -0.00

ｱｸﾃｨﾌﾞ -0.62 +0.76 +0.98 -1.03 -0.44

※年率換算

【短期資金】 （単位：％）

22

年度

23

年度

24

年度

25

年度

第 2期

中期目標期間

22～25（※）
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時間加重収益率 0.10 0.10 0.10 0.07 0.09

ベンチマーク収益率 0.09 0.08 0.07 0.04 0.07

超過収益率 +0.01 +0.01 +0.02 +0.03 +0.02

※年率換算

なお、平成２２年度～平成２６年度の資産ごとのベンチマークに対する超過収

益率の要因分析は、次のとおりである。

【平成２２年度】

要因分析

国内債券

アクティブ運用については、国債及び事業債セクターにおいて銘柄選択

がプラスに寄与した。また、パッシブ運用については、管理運用法人のフ

ァンドとベンチマークにおける債券の評価時価の差異により、プラスの超

過収益となり、国内債券全体では＋０.１４％の超過収益率となった。

国内株式

アクティブ運用については、ベンチマーク収益率を下回った電気・ガス

業等の時価構成割合がベンチマークに比べて低めとなっていたこと、及び

保険業及び銀行業セクターにおける銘柄選択がプラスに寄与した。また、

パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収益となり、国内株式

全体では＋０.１９％の超過収益率となった。

外国債券

アクティブ運用については、ベンチマーク収益率を上回った社債セクタ

ーの時価構成割合がベンチマークに比べて高めとなっていたこと、及び国

債・政府保証債等のセクターにおける銘柄選択がプラスに寄与した。また、

パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国債

券全体では＋０.３２％の超過収益率となった。

外国株式

アクティブ運用については、ベンチマーク収益率を上回ったエネルギー

セクターの時価構成割合がベンチマークに比べて低めになっていたこと、

及びテクノロジー・ハードウェア等のセクターにおける銘柄選択がマイナ

スに寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの

収益率となり、外国株式全体では－０.０８％の超過収益率となった。

短期資産

短期資産ファンドにおいて国庫短期証券（ＴＤＢ）買切、ＴＤＢ現先取

引及び譲渡性預金（ＮＣＤ）による運用を行った結果、概ねベンチマーク

並みの＋０．０１％の超過収益率となった。

【平成２３年度】

要因分析

国内債券

アクティブ運用については、国債セクターにおいて銘柄選択がプラスに

寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収益

率となり、国内債券全体では、概ねベンチマーク並みの－０.０２％の超

過収益率となった。

国内株式

アクティブ運用については、化学及び小売業セクター等における銘柄選

択がマイナスに寄与した。また、パッシブ運用については、ＴＯＰＩＸ構

成割合の変更に伴う効率的な売買執行等がプラスに寄与した結果、国内株
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式全体では、概ねベンチマーク並みの－０．０２％の超過収益率となった。

外国債券

アクティブ運用については、国債・政府保証債のセクターにおける銘柄

選択等がマイナスに寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベン

チマーク並みの収益率となり、外国債券全体では－０．１８％の超過収益

率となった。

外国株式

アクティブ運用については、ベンチマーク収益率を下回った銀行及びエ

ネルギーセクターの時価構成割合がベンチマークに比べて低めになって

いたこと、及び素材及び各種金融のセクターにおける銘柄選択等がプラス

に寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収

益率となり、外国株式全体では＋０．１４％の超過収益率となった。

短期資産

短期資産ファンドにおいて国庫短期証券（ＴＤＢ）買切、ＴＤＢ現先取

引及び譲渡性預金（ＮＣＤ）による運用を行った結果、概ねベンチマーク

並みの＋０．０１％の超過収益率となった。

【平成２４年度】

要因分析

国内債券

アクティブ運用については、国債セクターにおいて残存期間構成の選択

がプラスに寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク

並みの収益率となり、国内債券全体では、概ねベンチマーク並みの＋０．

０４％の超過収益率となった。

国内株式

アクティブ運用については、一部の運用受託機関において、中長期的な

観点から割安株及び輸出関連企業の銘柄をベンチマークの時価構成割合

に比べて高めに保有していたことがマイナスに寄与した。また、パッシブ

運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、国内株式全体で

は、－０．４２％の超過収益率となった。

外国債券

アクティブ運用については、ベンチマーク収益率を上回った社債セクタ

ーの時価構成割合が高めとなっていたこと、また、国債・政府保証債及び

社債のセクターにおける通貨選択がプラスに寄与した。また、パッシブ運

用については、管理運用法人のファンドとベンチマークにおける債券の評

価時価の差異によりプラスの超過収益となり、外国債券全体では＋０．４

４％の超過収益率となった。

外国株式

アクティブ運用については、素材及び医薬品・バイオテクノロジー・ラ

イフサイエンスのセクターにおける銘柄選択がプラスに寄与した。また、

パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国株

式全体では＋０．１３％の超過収益率となった。

短期資産

短期資産ファンドにおいて国庫短期証券（ＴＤＢ）買切、ＴＤＢ現先取

引及び譲渡性預金（ＮＣＤ）による運用を行った結果、概ねベンチマーク

並みの＋０．０２％の超過収益率となった。

【平成２５年度】

要因分析
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国内債券

アクティブ運用については、事業債セクターの時価構成割合がベンチマー

クに比べて高めになっていたことがプラスに寄与した。また、パッシブ運用

については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、国内債券全体では、概

ねベンチマーク並みの＋０．０４％の超過収益率となった。

国内株式

アクティブ運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となった。ま

た、パッシブ運用については、マネジャー・ストラクチャーの見直しに伴う

銘柄入替の売買等による影響がマイナスに寄与し、国内株式全体では、－０．

４７％の超過収益率となった。（注）

外国債券

アクティブ運用については、ユーロ建て債券の時価構成割合がベンチマー

クに比べて低めになっていたことがマイナスに寄与した。また、パッシブ運

用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国債券全体では－

０．１７％の超過収益率となった。

外国株式

アクティブ運用については、先進国市場においては、銀行、食品・飲料・

タバコ及び資本財セクター等における銘柄選択がマイナスに寄与した。エマ

ージング市場においては、ソフトウエア・サービスセクター等における銘柄

選択がマイナスに寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマ

ーク並みの収益率となり、外国株式全体では－０．１０％の超過収益率とな

った。

短期資産

短期資産ファンドにおいて国庫短期証券（ＴＤＢ）買切、ＴＤＢ現先取引

及び譲渡性預金（ＮＣＤ）による運用を行った結果、概ねベンチマーク並み

の＋０．０３％の超過収益率となった。

（注）国内株式パッシブ運用及びアクティブ運用のマネジャー・ストラクチャーの見直しに伴う

銘柄入替の売買等による影響を除いた超過収益率は、アクティブ運用－０．４１％、パッ

シブ運用－０．０４％となる。

【平成２６年度】

要因分析

国内債券

アクティブ運用については、長期債セクターの時価構成割合がベンチマ

ークに比べて高めになっていたことがプラスに寄与した。また、パッシブ

運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、国内債券全体で

は、概ねベンチマーク並みの－０．０４％の超過収益率となった。

国内株式

アクティブ運用については、伝統的アクティブ運用における運用受託機

関の投資行動において、銀行セクターの時価構成割合がベンチマークに比

べて高めになっていたこと及び医薬品セクターの銘柄選択等がマイナス

に寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの収

益率となり、国内株式全体では、－０．２１％の超過収益率となった。

外国債券

アクティブ運用については、ユーロ建て債券の時価構成割合がベンチマ

ークに比べて低めになっていたことがプラスに寄与した。また、パッシブ

運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国債券全体で

は、概ねベンチマーク並みの＋０．０３％の超過収益率となった。
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外国株式

アクティブ運用については、先進国市場においては、テクノロジー・ハ

ードウェア及び機器、食品・飲料・タバコセクター等における銘柄選択が

マイナスに寄与した。エマージング市場においては、テクノロジー・ハー

ドウェア及び機器セクターの時価構成割合がベンチマークに比べて低め

になっていたこと、エネルギーセクターの時価構成割合がベンチマークに

比べて高めになっていたこと等がマイナスに寄与した。また、パッシブ運

用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国株式全体では、

概ねベンチマーク並みの－０．０４％の超過収益率となった。

⑤ ベンチマーク

ベンチマークについては、市場を反映した構成であり、投資可能な有

価証券により構成され、かつ、その指標の詳細が開示されていることを

勘案しつつ、適切な市場指標を用いた。

国内債券

【平成２２年度】

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ「除くＡＢＳ」

【平成２３年度～平成２６年度】

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ「除くＡＢＳ」、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債及びＮＯ

ＭＵＲＡ－ＢＰＩ／ＧＰＩＦ Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅｄの複合インデックス

（それぞれの運用金額による構成比で加重平均したもの）

国内株式
【平成２２年度～平成２６年度】

ＴＯＰＩＸ（配当込み）

外国債券

【平成２２年度～平成２６年度】

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース。以下同じ。）

及びシティ世界ＢＩＧ債券インデックス(除く日本円、ヘッジなし・円ベース。

以下同じ。)の複合インデックス（パッシブ運用部分については世界国債イン

デックス及びアクティブ運用部分については世界ＢＩＧ債券インデックスの

それぞれの運用金額による構成比で加重平均したもの）

外国株式

【平成２２年度、平成２３年度】

ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、配当込み、管理運用法人の配当課税要

因考慮後）

【平成２４年度、平成２５年度】

ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、配当込み、管理運用法人の配当課税要

因考慮後）、及びＭＳＣＩ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ（円ベース、

配当込み、税引き後）の複合インデックス（それぞれの運用金額による構成比

で加重平均したもの）

【平成２６年度】

ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、配当込み、管理運用法人の配当課税要

因考慮後）、ＭＳＣＩ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ（円ベース、配当

込み、税引き後）及びＭＳＣＩ ＡＣＷＩ（除く日本、円ベース、配当込み、

管理運用法人の配当課税要因考慮後）の複合インデックス（それぞれの運用金
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※ 国内株式については、評価ベンチマークと異なるベンチマークを一部の運用

受託機関に対し設定しており、このことが国内株式全体のリスクに与える影響

について注視している。

具体的には、運用スタイルに適応したベンチマークを設定していることから国内株式

全体の運用スタイルに偏りが生じないように、モニタリングを実施した。

額による構成比で加重平均したもの）

短期資産
【平成２２年度～平成２５年度】

ＴＤＢ現先１ヶ月

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－２ リスク管理

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

（３）年金積立金

の管理及び運用

におけるリスク

管理

年金積立金に

ついては、分散投

資による運用管

理を行い、また、

資産全体、各資

産、各運用受託機

関及び各資産管

理機関等の各種

リスク管理を行

（２）年金積立金

の管理及び運用

におけるリスク

管理

リターン・リスク

等の特性が異な

る複数の資産に

分散投資するこ

とをリスク管理

の基本とし、年金

積立金の管理及

び運用に伴う各

種リスクの管理

＜主要な業務実績＞

（２）年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理

資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国内債券、国内株

式、外国債券及び外国株式に分散投資を行うことにより、リスクの低減に努め

た。

また、各資産ごとに、ベンチマークの相対リスクの推移等を把握・分析し、

リスク管理を行った。

さらに、運用受託機関及び資産管理機関への委託並びに自家運用により管理

及び運用を行うとともに、運用受託機関及び資産管理機関からの報告等を求

め、必要に応じ運用受託機関とのミーティング等を通じ問題点がないかを確認

し、適正な管理に努めた。

【平成２２年度】

企画部に資金業務課を新設し年金特別会計へのキャッシュ・アウト対応等

の機能強化を図るとともに、市場動向の把握分析に必要な機能強化を図る観

点から、調査室の体制強化（増員等）を行い、これにより市場動向に関する

＜自己評価＞

評定：Ｂ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、リスク管

理については、分散投資によ

る運用管理を行い、資産全体、

各資産、各運用受託機関等の

各種リスク管理を適切に行っ

た。特に、平成２２年度に市

場動向の把握分析に必要な機

能強化を図る観点から調査室

（現投資戦略部）の増員によ

る体制強化を図ったことや平

成２６年度に、従来、月次で

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、市場に影響

を与えること無くリバランスを実施し、適切な

管理が行われたとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

＜今後の課題＞

リスク管理の一層の強化に鋭意取り組むこと

が望まれる。

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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うこと。

適切かつ円滑

なリバランスの

実施に必要な機

能の強化を図る

とともに、複合ベ

ンチマーク収益

率（各資産のベン

チマーク収益率

をポートフォリ

オで加重したも

の）によるリスク

管理を行うこと。

を適切に行う。

また、厚生労働

大臣から寄託さ

れた年金積立金

について、運用受

託機関及び資産

管理機関への委

託並びに自家運

用により管理及

び運用を行うと

ともに、運用受託

機関及び資産管

理機関からの報

告等に基づき、資

産全体、各資産、

各運用受託機関

及び各資産管理

機関並びに自家

運用について、以

下の方法により

リスク管理を行

う。

① 資産全体

基本ポートフ

ォリオを適切に

管理するため、年

金積立金の資産

構成割合と基本

ポートフォリオ

との乖離状況を

少なくとも毎月

１回把握すると

ともに、必要な措

置を講じる。

また、適切かつ

円滑なリバラン

スを実施するた

め、市場動向の把

握・分析等必要な

機能の強化を図

る。

＜評価の視点＞

(1)資産全体の資産

構成割合とポートフ

ォリオとの乖離状況

を少なくとも毎月１

回把握し、必要な措

置を講じているか。

(2)適切かつ円滑な

リバランスを実施す

るために、市場動向

の把握・分析等必要

な機能の強化を行っ

たか。

(3)毎年度、各資産の

収益率とベンチマー

ク収益率、資産全体

の収益率と複合ベン

チマーク収益率を比

較し、その乖離要因

を分析し、必要な措

置が講じられている

か。

(4)資産全体のリス

クの確認、分析及び

評価を適切な体制及

び方法により行って

いるか。また、問題

調査が充実強化され、月次のタイミングで足元及び翌月の市場動向に関する

分析を実施した。

【平成２３年度】

リバランスについては、乖離許容幅内にある場合においても、定期的にリ

バランスについて検討を行うとともに、市場が大きく変動した場合 等にお

いてもリバランスを検討することとし、リバランスを実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足下の市場動

向等の分析を実施した。この結果、市場に特段の影響を与えることなく、適

切かつ円滑にリバランスを実施することができた。

【平成２４年度】

リバランスについては、国内債券が基本ポートフォリオの乖離許容幅を超

過したものの、その範囲内に収まるようにリバランスを実施した。

また、定期的にリバランスについて検討を行い、リバランスを実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足元の市場動

向等の分析を実施した。この結果、市場に特段の影響を与えることなく、適

切かつ円滑にリバランスを実施することができた。

【平成２５年度】

リバランスについては、国内債券が基本ポートフォリオの乖離許容幅を超

過したため、リバランスを実施した。なお、基本ポートフォリオの見直しを

行い、その後は乖離許容幅を超過することはなかった。

また、定期的にリバランスについて検討を行い、リバランスを実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足元の市場動

向等の分析を実施した。この結果、市場に特段の影響を与えることなく、適

切かつ円滑にリバランスを実施することができた。

【平成２６年度】

リバランスについては、変更前の基本ポートフォリオの乖離許容幅の範囲

内で機動的な対応を行った。また、基本ポートフォリオ変更後は当該基本ポ

ートフォリオの乖離許容幅の範囲内に収まるように資金の回収及び配分を

行った。

［乖離状況の把握等］

【平成２２年度】

乖離状況は毎月あらかじめ定めた乖離許容幅内に収まっており問題がな

いことを確認した。

●基本ポートフォリオとの乖離状況 （単位：％）

4 月 5 月 6月 7月 8月 9月

国内債券（67.00） -1.89 0.33 1.14 0.63 1.60 0.44

国内株式（11.00） 0.64 -0.27 -0.58 -0.56 -0.99 -0.68

外国債券（8.00） -0.06 -0.26 -0.30 -0.23 -0.27 -0.14

外国株式（9.00） 1.30 0.20 -0.26 0.16 -0.35 0.38

実施していた市場動向分析を

経済環境コンサルタントの採

用に伴い、週次で、かつ、よ

り詳細に行ったことなどの機

能強化を踏まえれば、第２期

中期目標における所期の目標

を達成したと考えられること

から、Ｂと評価する。

【評価の視点】

（１） 年金積立金全体と基

本ポートフォリオとの

乖離状況の把握等につ

いては、各年度ごとに

適切に実施しており、

所期の目標を達成して

いると考える。

（２） 第２期中期目標期間

においては、適切な市

場動向の把握、分析等

の機能強化や体制強化

を図っており、所期の

目標を達成していると

考える。

（３） 各年度ごとで適切に

各資産の収益率とベン

チマーク収益率、資産

全体の収益率と複合ベ

ンチマーク収益率の乖

離要因を分析してお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（４） 資産全体のリスクの

確認、分析及び評価に

ついては、毎月運用リ

スク管理委員会を開催

し、各年度ごとに適切

＜その他事項＞
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さらに、資産全

体のリスクを確

認し、リスク負担

の程度について

の分析及び評価

並びに各年度の

複合ベンチマー

ク収益率（各資産

のベンチマーク

収益率をポート

フォリオで加重

したもの）との乖

離要因の分析等

を行う。

② 各資産

市場リスク、流

動性リスク、信用

リスク等を管理

する。また、外国

資産については、

カントリーリス

クも注視する。

③各運用受託機

関

運用受託機関

に対し運用ガイ

ドライン及びベ

ンチマークを示

し、各社の運用状

況及びリスク負

担の状況を把握

し、適切に管理す

る。

また、運用体制

の変更等に注意

する。

④ 各資産管理

機関

資産管理機関

に対し資産管理

ガイドラインを

がある場合、必要な

措置を講じたか。

(5)各資産ごとに管

理すべきリスクを明

確にし、定期的に確

認し、問題がある場

合、必要な措置をと

っているか。

(6)運用受託機関に

対し、運用ガイドラ

インを示している

か。運用スタイルの

異なる運用受託機関

を適切に組み合わせ

るとともに、各運用

受託機関に期待する

運用スタイルに対応

した適切なベンチマ

ークを示している

か。また、各社の運

用状況及びリスク負

担の状況について、

定期的に把握・分析

し、問題がある場合、

必要な措置をとった

か。

(7)資産管理機関に

対し、資産管理ガイ

ドラインを示してい

るか。また、各社の

資産管理状況を把握

し、問題がある場合、

必要な措置をとった

か。

(8)資産管理機関の

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月

国内債券（67.00） 0.51 -0.27 -0.90 -1.47 -2.19 -2.11

国内株式（11.00） -0.76 -0.10 0.38 0.50 0.95 0.24

外国債券（8.00） -0.28 -0.31 -0.51 -0.40 -0.40 -0.10

外国株式（9.00） 0.53 0.68 1.04 1.37 1.65 1.97

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（注）（ ）内の数値は基本ポートフォリオ

【平成２３年度】

乖離状況は毎月あらかじめ定めた乖離許容幅内に収まっており問題がな

いことを確認した。

●基本ポートフォリオとの乖離状況 （単位：％）

4 月 5 月 6月 7月 8月 9月

国内債券（67.00） -2.28 -2.03 -2.37 -1.63 -0.57 -0.35

国内株式（11.00） 0.03 -0.08 0.25 0.29 -0.33 0.15

外国債券（8.00） 0.01 0.07 0.15 -0.03 0.19 0.17

外国株式（9.00） 2.25 2.05 1.96 1.37 0.70 0.03

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月

国内債券（67.00） -1.40 -0.78 -0.99 -1.56 -3.54 -4.36

国内株式（11.00） 0.06 -0.30 -0.14 0.14 0.95 1.37

外国債券（8.00） 0.28 0.15 0.21 0.19 0.55 0.65

外国株式（9.00） 1.06 0.92 0.92 1.23 2.04 2.34

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（注）（ ）内の数値は基本ポートフォリオ

【平成２４年度】

国内債券の乖離状況について、１月末及び２月末にあらかじめ定めた乖離

状況幅を超過したものの、年度末には乖離許容幅に収まったことを確認し

た。その他の資産の乖離状況については、年度を通じてすべて乖離許容幅の

中に収まっており問題がないことを確認した。

●基本ポートフォリオとの乖離状況 （単位：％）

4 月 5 月 6月 7月 8月 9月

国内債券（67.00） -3.45 -1.69 -3.25 -2.74 -3.03 -3.65

国内株式（11.00） 0.81 -0.10 0.61 0.17 0.05 0.28

外国債券（8.00） 0.57 0.52 0.70 0.60 0.71 0.81

外国株式（9.00） 2.08 1.27 1.94 1.96 2.27 2.55

に行われており、所期

の目標を達成している

と考える。

（５） 第２期中期目標期間

においては、適切に各

資産ごとに管理すべき

リスクを明確にし、定

期的に確認しており、

所期の目標を達成して

いると考える。

（６） 運用受託機関に対し、

運用ガイドラインを示

すなど、各年度ごと適

切にリスク管理を実施

しており、所期の目標

を達成していると考え

る。

（７） 資産管理機関に対し、

資産管理ガイドライン

を示すなど、適切にリ

スク管理を実施してお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（８） 適切に資産管理機関
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示し、各機関の資

産管理状況を把

握し、適切に管理

する。

また、資産管理

機関の信用リス

クを管理するほ

か、資産管理体制

の変更等に注意

する。

⑤ 自家運用

運用ガイドラ

インを定め、運用

状況及びリスク

負担の状況を確

認し、適切に管理

する。

信用リスクを管理し

ているか。また、資

産管理体制の変更に

ついて、注意してい

るか。

(9)自家運用におい

て、運用ガイドライ

ンを定めているか。

また、運用状況及び

リスク負担の状況に

ついて、定期的に確

認し、問題がある場

合、必要な対応を行

ったか。

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月

国内債券（67.00） -4.26 -5.35 -7.35 -8.90 -8.45 -7.40

国内株式（11.00） 0.37 0.81 1.81 2.43 2.68 3.05

外国債券（8.00） 1.09 1.35 1.74 1.87 1.65 1.44

外国株式（9.00） 2.80 3.18 3.79 4.60 4.12 2.91

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（注）（ ）内の数値は基本ポートフォリオ

【平成２５年度】

国内債券の乖離状況について、基本ポートフォリオ変更前にあらかじめ定

めた乖離許容幅を超過したものの、基本ポートフォリオ変更後は乖離許容幅

内に収まったことを確認した。

その他の資産の乖離状況については、年度を通じてすべて乖離許容幅の中

に収まっており問題がないことを確認した。

●基本ポートフォリオとの乖離状況

<基本ポートフォリオ変更前>（単位：％）

4 月 5 月

国内債券（67.00） -9.39 -9.54

国内株式（11.00） 4.34 3.93

外国債券（8.00） 1.76 1.82

外国株式（9.00） 3.28 3.80

短期資産（5.00） 0.00 0.00

<基本ポートフォリオ変更後> （単位：％）

6 月 7 月 8月 9月 10 月

国内債券（60.00） -2.28 -2.70 -2.25 -3.72 -4.12

国内株式（12.00） 3.17 3.01 2.79 3.80 3.71

外国債券（11.00） -1.33 -1.22 -1.25 -1.18 -1.14

外国株式（12.00） 0.44 0.91 0.70 1.09 1.55

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 月 12 月 1 月 2月 3月

国内債券（60.00） -5.32 -6.60 -5.21 -5.69 -6.57

国内株式（12.00） 4.19 4.66 3.94 3.66 3.88

外国債券（11.00） -0.94 -0.74 -0.72 -0.61 -0.34

外国株式（12.00） 2.08 2.68 1.99 2.64 3.03

短期資産（5.00） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（注）（ ）内の数値は基本ポートフォリオ

の信用リスクを管理し

ており、所期の目標を

達成していると考え

る。

（９） 自家運用において運

用ガイドラインを定め

るなど、適切にリスク

管理を行っており、所

期の目標を達成してい

ると考える。

＜課題と対応＞

特になし
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【平成２６年度】

運用委員会での議論を踏まえ、基本ポートフォリオの円滑な変更に向けて

調整した結果、国内債券の乖離状況について、基本ポートフォリオ変更前の

６月末から９月末及び基本ポートフォリオ変更時の１０月末にあらかじめ

定めた乖離許容幅を超過したものの、１１月末以降は乖離許容幅内に収まっ

たことを確認した。

その他の資産の乖離状況については、年度を通じてすべて乖離許容幅の中

に収まっており問題がないことを確認した。
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［市場動向の把握・分析等］

【平成２２年度】

企画部に資金業務課を新設し年金特別会計へのキャッシュ・アウト対応等

の機能強化を図るとともに、市場動向の把握・分析に必要な機能強化を図る

観点から、調査室の体制強化（増員等）を行った。これにより、月次のタイ

ミングで足元及び翌月の市場動向に関する分析を実施する等、更なる市場動

向に関する分析・調査の充実強化が図られた。

【平成２３年度】

キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場動向の把握のた

め、月次のタイミングで足元及び翌月の市場動向分析を実施した。この結果、

市場に特段の影響を与えることなく、適切かつ円滑にリバランスを実施する

ことができた。

リバランスについては、乖離許容幅内にある場合においても、定期的にリ

バランスについて検討を行うとともに、市場が大きく変動した場合等におい

てもリバランスを検討することとし、リバランスを実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足元の市場動

向等の分析を実施した。

【平成２４年度】

キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場動向の把握のた

め、月次のタイミングで足元及び翌月の市場動向分析を実施した。この結果、

市場に特段の影響を与えることなく、適切かつ円滑にリバランスを実施する

ことができた。

リバランスについては、国内債券の乖離が一時的に基本ポートフォリオの

乖離許容幅の下限を越えたことから、その範囲内に収まるようにリバランス

を実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足元の市場動

向等の分析を実施した。

【平成２５年度】

キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場動向の把握のた

め、月次のタイミングで足元及び翌月の市場動向分析を実施した。この結果、

市場に特段の影響を与えることなく、適切かつ円滑にリバランスを実施する
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ことができた。

リバランスについては、国内債券の乖離が一時的に基本ポートフォリオの

乖離許容幅の下限を越えたことから、リバランスを実施した。

なお、リバランスの検討時に必要な市場動向の把握のため、足元の市場動

向等の分析を実施した。

【平成２６年度】

キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場動向の把握のた

め、月次のタイミングで足元及び翌月の市場動向分析を実施した。

リバランスについては、変更前の基本ポートフォリオの乖離許容幅の範囲

内で機動的な対応を行った。また、基本ポートフォリオ変更後は当該基本ポ

ートフォリオの乖離許容幅の範囲内に収まるように資金の回収及び配分を

行った。

この結果、市場の特段の影響を与えることなく、適切かつ円滑にリバラン

スを実施することができた。

従来、月次で市場動向分析を実施していたが、フォワード・ルッキングな

観点からのリスク管理に向けて、平成２６年１０月に経済環境コンサルタン

トを採用し、より詳細な経済・市場動向分析を行うとともに、週次での情報

提供も開始した。また、資産と財政を統合したリスクモデルについて委託調

査研究を実施し、プロトタイプを開発した。

［資産全体のリスク管理］

リスク管理においては、資産配分に係るリスク及びトラッキングエラーの値の

推移の変化要因を分析し把握することで、問題発生の有無や対応措置の必要があ

るかについて判断している。

《平成２２年度～平成２５年度》

平成２３年度より、バリューアットリスクのモニタリングを開始することと

した。

ア 運用資産全体のリスク

参照ポートフォリ

オの推定総リスク

基本ポートフォリオから年金特別会計分の短期資産を除

いた参照ポートフォリオのウェイトで、各資産はベンチマ

ークどおりに運用した場合の推定リスク量。

実績ポートフォリ

オの推定総リスク

基本ポートフォリオから年金特別会計分の短期資産を除

いた部分の実際の保有ウェイトで、各資産はベンチマーク

どおりに運用した場合の推定リスク量。

推定相対リスク
参照ポートフォリオと実際のポートフォリオのウェイト

の差から生じるリスク量。

イ 市場運用資産全体のリスク

参照ポートフォリ

オの推定総リスク

基本ポートフォリオから年金特別会計分の短期資産と財

投債を除いた市場運用資産の参照ポートフォリオのウェイ
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トで、各資産はベンチマークどおりに運用した場合の推定

リスク量。

実績ポートフォリ

オの推定総リスク

基本ポートフォリオから年金特別会計分の短期資産と財

投債を除いた部分の実際の保有ウェイトで、各資産はベン

チマークどおりに運用した場合の推定リスク量（アクティ

ブリスク（トラッキングエラー）の推定リスク量を含む）。

推定相対リスク

市場運用資産の参照ポートフォリオと実際のポートフォ

リオのウェイトの差から生じるリスク量（アクティブリス

ク（トラッキングエラー）の推定リスクを含む）。

《平成２６年度》

平成２６年度は、バリューアットリスクのモニタリングを行うとともに、

次のようなリスク管理数値により、資産全体のリスク管理を行っている。

〈年金積立金全体のリスク〉

資産全体のリスクを分析した結果、「実績ポートフォリオの推定総リスク」

の変化は、実績ポートフォリオにおける各資産の構成割合の変化により生じて

いた。また、推定相対リスクの変化は、基本ポートフォリオと実績ポートフォ

リオの構成割合の乖離から生じていることを確認した。

［対複合ベンチマークの超過収益率の要因分析］

運用資産全体の収益率と複合ベンチマーク収益率（各運用資産のベンチマーク

収益率を、基準となる資産構成割合の参照値で加重したもの）との差である超過

収益率について、①資産配分要因、②個別資産要因及び③その他要因（誤差含む）

基本ポートフォリオの
推定総リスク

基本ポートフォリオのウェイトで各資産はベンチマークどおりに運用した場合
の推定リスク量

実績ポートフォリオの
推定総リスク

年金積立金全体（運用資産全体に年金特別会計の短期資産を加えたもの。）の
実際の保有ウェイトで各資産はベンチマークどおりに運用した場合の推定リス
ク量

推定相対リスク 基本ポートフォリオと年金積立金全体のウェイトの差から生じるリスク量
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の３つの要因に分解すると、次のとおりである。

各年度とも、運用資産全体に係る収益率と複合ベンチマーク収益率を比較した

場合の主な乖離要因は、管理運用法人が目標とする資産構成割合と実際のポート

フォリオの資産構成割合との乖離による資産配分要因であった。

【平成２２年度】 （単位：％）

資産配分

要因①

個別資産

要因②

その他要因

（誤差含む）

③

①+②+③

国内債券 -0.07 0.07 0.00 0.00

国内株式 -0.13 0.03 0.00 -0.11

外国債券 0.00 0.03 0.00 0.03

外国株式 -0.06 -0.01 0.00 -0.07

短期資産 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 -0.26 0.12 -0.09 -0.23

① 資産配分要因：－０．２６％

国内債券

ベンチマーク収益率（１．６９％）が複合ベンチマ

ーク収益率（－０．０２％）を上回った資産であった

が、資産構成割合が参照値を平均的に下回ったことか

ら、０．０７％のマイナス寄与となった。

国内株式

ベンチマーク収益率（－９．２３％）が複合ベンチ

マーク収益率（－０．０２％）を下回った資産であっ

たが、株価の下落した第１四半期及び第４四半期にお

いて、資産構成割合が参照値を平均的に上回ったこと

から、０．１３％のマイナス寄与となった。

外国債券

ベンチマーク収益率（－７．３８％）が複合ベンチ

マーク収益率（－０．０２％）を下回った資産であっ

たが、期を通じて資産構成割合と参照値との乖離があ

まりなかったことから、寄与はほぼゼロとなった。

外国株式

ベンチマーク収益率（２．２７％）が複合ベンチマ

ーク収益率（－０．０２％）を上回った資産であった

が、株価の下落した第１四半期において、資産構成割

合が平均的に参照値を上回ったことから、０．０６％

のマイナス寄与となった。

② 個別資産要因：＋０．１２％

個別資産要因は、外国株式で０．０１％のマイナス寄与となったが、国内

債券、国内株式及び外国債券でそれぞれ０．０７％、０．０３％、０．０３％

のプラス寄与となったことから、全体では０．１２％のプラス寄与となった。



27

③ その他要因（誤差含む）： －０．０９％

その他要因に計算上の誤差を加えた要因は、０．０９％のマイナス寄与と

なった。

【平成２３年度】 （単位：％）

資産配分

要因①

個別資産

要因②

その他要因

（誤差含む）

③

①+②+③

国内債券 -0.01 -0.01 0.00 -0.02

国内株式 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01

外国債券 -0.00 -0.01 -0.00 -0.02

外国株式 -0.17 0.01 0.00 -0.16

短期資産 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 -0.19 -0.01 -0.07 -0.27

① 資産配分要因：－０．１９％

国内債券

ベンチマーク収益率（２．６０％）が複合ベンチマーク

収益率（２．５９％）を上回った資産であったが、資産構

成割合が参照値を平均的に下回ったことから、０．０１％

のマイナス寄与となった。

国内株式

ベンチマーク収益率（０．５９％）が複合ベンチマーク

収益率（２．５９％）を下回った資産であったが、期を通

じて資産構成割合と参照値との乖離があまりなかったこ

とから、寄与はほぼゼロとなった。

外国債券

ベンチマーク収益率（４．９６％）が複合ベンチマーク

収益率（２．５９％）を上回った資産であったが、期を通

じて資産構成割合と参照値との乖離があまりなかったこ

とから、寄与はほぼゼロとなった。

外国株式

ベンチマーク収益率（０．３４％）が複合ベンチマーク

収益率（２．５９％）を下回った資産であったが、資産構

成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．１７％

のマイナス寄与となった。

② 個別資産要因： －０．０１％

個別資産要因は、全資産において、期を通じて、寄与はほぼゼロとなった。

③ その他要因（誤差含む）： －０．０７％

その他要因に計算上の誤差を加えた要因は、０．０７％のマイナス寄与と

なった。
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【平成２４年度】 （単位：％）

資産配分

要因①

個別資産

要因②

その他要因

（誤差含む）

③

①+②+③

国内債券 0.38 0.03 -0.00 0.41

国内株式 0.26 -0.04 -0.00 0.21

外国債券 0.12 0.03 0.00 0.16

外国株式 0.63 0.01 0.00 0.65

短期資産 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 1.40 0.03 -0.19 1.24

① 資産配分要因：１．４０％

国内債券

ベンチマーク収益率（３．２７％）が複合ベンチマー

ク収益率（９．００％）を下回った資産であったが、資

産構成割合が参照値を平均的に下回ったことから、０．

３８％のプラス寄与となった。

国内株式

ベンチマーク収益率（２３．８２％）が複合ベンチマ

ーク収益率（９．００％）を上回った資産であり、資産

構成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．２

６％のプラス寄与となった。

外国債券

ベンチマーク収益率（１７．８６％）が複合ベンチマ

ーク収益率（９．００％）を上回った資産であり、資産

構成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．１

２％のプラス寄与となった。

外国株式

ベンチマーク収益率（２８．７８％）が複合ベンチマ

ーク収益率（９．００％）を上回った資産であり、資産

構成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．６

３％のプラス寄与となった。

② 個別資産要因： ０．０３％

個別資産要因は、国内株式で０．０４％のマイナス寄与となったが、国内

債券、外国債券及び外国株式でそれぞれ０．０３％、０．０３％、０．０１％

のプラス寄与となったことから、全体では０．０３％のプラス寄与となった。

③ その他要因（誤差含む）： －０．１９％

その他要因に計算上の誤差を加えた要因は０．１９％のマイナス寄与とな

った。
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【平成２５年度】 （単位：％）

資産配分

要因①

個別資産

要因②

その他要因

（誤差含む）

③

①+②+③

国内債券 0.29 0.03 -0.00 0.31

国内株式 0.18 -0.06 -0.01 0.10

外国債券 0.06 -0.02 -0.00 0.05

外国株式 0.40 -0.01 -0.00 0.38

短期資産 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 0.92 -0.06 0.04 0.90

① 資産配分要因：０．９２％

国内債券

ベンチマーク収益率（０．７２％）が複合ベンチマー

ク収益率（７．７４％）を下回った資産であったが、資

産構成割合が参照値を平均的に下回ったことから、０．

２９％のプラス寄与となった。

国内株式

ベンチマーク収益率（１８．５６％）が複合ベンチマ

ーク収益率（７．７４％）を上回った資産であり、資産

構成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．１

８％のプラス寄与となった。

外国債券

ベンチマーク収益率（１５．０９％）が複合ベンチマ

ーク収益率（７．７４％）を上回った資産であり、基本

ポートフォリオ変更前の４月及び５月において、資産構

成割合が参照値を上回ったことから、０．０６％のプラ

ス寄与となった。

外国株式

ベンチマーク収益率（３２．０９％）が複合ベンチマ

ーク収益率（７．７４％）を上回った資産であり、資産

構成割合が参照値を平均的に上回ったことから、０．４

０％のプラス寄与となった。

② 個別資産要因： －０．０６％

個別資産要因は、国内債券で０．０３％のプラス寄与となったが、国内株

式、外国債券及び外国株式でそれぞれ０．０６％、０．０２％、０．０１％

のマイナス寄与となったことから、全体では０．０６％のマイナス寄与とな

った。

③ その他要因（誤差含む）： ０．０４％

その他要因に計算上の誤差を加えた要因は０．０４％のプラス寄与となっ

た。
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【平成２６年度】

ア 基本ポートフォリオ変更前（平成２６年４月１日～１０月３０日）

運用資産全体に係る収益率（３.９７％）と複合ベンチマーク収益率（３.５

０％）を比較した場合の主な乖離要因は、資産配分要因において、複合ベンチ

マーク収益率よりも、ベンチマーク収益率の低かった国内債券が基本ポートフ

ォリオに対して平均的にアンダーウェイトとなったこと、また、ベンチマーク

収益率の高かった国内株式及び外国株式が平均的にオーバーウェイトとなっ

たこと等がプラスに寄与した。

イ 基本ポートフォリオ変更後（平成２６年１０月３１日～２７年３月３１

日）

資産配分要因
①

個別資産要因
②

その他要因
（誤差含む）

③
①＋②＋③

国内債券 0.17% 0.01% -0.00% 0.17%

国内株式 0.13% -0.01% -0.00% 0.11%

外国債券 0.01% -0.00% -0.00% 0.01%

外国株式 0.17% -0.02% -0.01% 0.13%

短期資産 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

合 計 0.47% -0.03% 0.02% 0.46%

（参考）ベンチマーク収益率

各資産の
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率

複合ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
収益率

国内債券 1.43%

国内株式 7.29%

外国債券 5.98% 3.50%

外国株式 8.13%

短期資産 0.01%

資産配分要因
①

個別資産要因
②

その他要因
（誤差含む）

③
①＋②＋③

国内債券 -1.06% -0.02% -0.01% -1.09%

国内株式 -0.51% -0.02% 0.00% -0.52%

外国債券 0.04% 0.01% -0.00% 0.05%

外国株式 -0.26% 0.04% -0.01% -0.23%

短期資産 -0.21% 0.00% 0.00% -0.21%

合 計 -1.99% 0.01% 0.19% -1.78%
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運用資産全体に係る収益率（８.１９％）と複合ベンチマーク収益率（９.９

８％）を比較した場合の主な乖離要因は、資産配分要因において、複合ベンチ

マーク収益率よりも、ベンチマーク収益率の低かった国内債券が基本ポートフ

ォリオに対して平均的にオーバーウェイトとなったこと、また、ベンチマーク

収益率の高かった国内株式及び外国株式が平均的にアンダーウェイトとなっ

たこと等がマイナスに寄与した。

［各資産のリスク管理］

市場リスクについては、毎月、国内株式及び外国株式は、トラッキングエラー

やベータ値により、国内債券及び外国債券は、トラッキングエラーやデュレーシ

ョンにより、それぞれリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認す

るとともに、問題発生の有無や対応措置の必要についても確認している。

【平成２２年度】

平成２２年度においては問題のないことを確認した。

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.25 0.22 0.17

5 月 0.09 0.25 0.21 0.13

6 月 0.09 0.26 0.33 0.14

7 月 0.10 0.26 0.21 0.15

8 月 0.11 0.26 0.20 0.14

9 月 0.10 0.25 0.24 0.14

10 月 0.09 0.24 0.21 0.15

11 月 0.09 0.24 0.22 0.15

12 月 0.09 0.24 0.23 0.15

1 月 0.09 0.24 0.23 0.13

2 月 0.09 0.23 0.25 0.12

3 月 0.09 0.27 0.26 0.12

●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

（参考）ベンチマーク収益率

各資産の
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率

複合ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
収益率

国内債券 1.22%

国内株式 21.81%

外国債券 6.31% 9.98%

外国株式 13.11%

短期資産 0.02%
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4 月 0.05 0.54 0.22 0.23

5 月 0.05 0.54 0.22 0.23

6 月 0.05 0.54 0.22 0.23

7 月 0.05 0.54 0.21 0.23

8 月 0.05 0.54 0.21 0.23

9 月 0.05 0.46 0.21 0.23

10 月 0.05 0.46 0.21 0.23

11 月 0.05 0.46 0.21 0.23

12 月 0.05 0.45 0.21 0.23

1 月 0.05 0.45 0.21 0.23

2 月 0.05 0.44 0.21 0.23

3 月 0.06 0.44 0.21 0.23

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益率の感応度）

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

4 月 1.02 0.99

5 月 1.02 0.99

6 月 1.02 0.99

7 月 1.03 0.99

8 月 1.03 0.99

9 月 1.03 0.99

10 月 1.02 0.98

11 月 1.03 0.98

12 月 1.03 0.98

1 月 1.03 0.99

2 月 1.03 0.99

3 月 1.02 0.99

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率）

国内債券修正デュレーション 外国債券実効デュレーション

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 6.53 6.50 0.03 5.81 5.75 0.06

5 月 6.58 6.49 0.09 5.81 5.77 0.04

6 月 6.72 6.66 0.06 5.81 5.74 0.06

7 月 6.77 6.67 0.09 5.81 5.74 0.07

8 月 6.82 6.68 0.14 6.01 5.94 0.08

9 月 6.88 6.77 0.11 5.99 5.89 0.10

10 月 6.77 6.71 0.07 5.88 5.85 0.03

11 月 6.74 6.62 0.11 5.81 5.77 0.05

12 月 6.82 6.76 0.06 5.80 5.75 0.05
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1 月 6.73 6.69 0.04 5.72 5.72 0.00

2 月 6.76 6.68 0.09 5.73 5.76 -0.03

3 月 6.80 6.75 0.06 5.70 5.72 -0.03

流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対する管理運用法人の

時価総額ウェイトの状況を、また、信用リスクについては、内外債券に係る格

付基準が定められている銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、カ

ントリーリスクについても国別等の債券スプレッドの推移等クレジットリス

クのモニタリングを行い、問題ないことを確認した。

【平成２３年度】

平成２３年度においては問題のないことを確認した。

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益率の標準

偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.22 0.17 0.12

5 月 0.08 0.22 0.22 0.12

6 月 0.05 0.22 0.17 0.11

7 月 0.06 0.23 0.16 0.11

8 月 0.05 0.27 0.18 0.12

9 月 0.04 0.28 0.19 0.12

10 月 0.04 0.28 0.27 0.12

11 月 0.05 0.28 0.30 0.12

12 月 0.05 0.29 0.26 0.11

1 月 0.05 0.29 0.40 0.11

2 月 0.05 0.28 0.20 0.11

3 月 0.06 0.29 0.19 0.11

●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.44 0.21 0.24

5 月 0.07 0.44 0.21 0.24

6 月 0.07 0.43 0.21 0.24

7 月 0.07 0.43 0.21 0.24

8 月 0.07 0.44 0.21 0.24

9 月 0.07 0.44 0.23 0.24

10 月 0.08 0.44 0.22 0.24

11 月 0.08 0.44 0.22 0.24
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12 月 0.08 0.44 0.23 0.24

1 月 0.07 0.44 0.23 0.24

2 月 0.07 0.44 0.23 0.24

3 月 0.07 0.44 0.23 0.24

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益率の感応度）

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

4 月 1.01 0.99

5 月 1.01 0.99

6 月 1.00 0.99

7 月 1.01 0.99

8 月 1.03 0.98

9 月 1.03 0.98

10 月 1.03 0.98

11 月 1.02 0.98

12 月 1.03 0.99

1 月 1.03 0.99

2 月 1.03 0.99

3 月 1.04 0.99

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率）

国内債券修正デュレーション 外国債券実効デュレーション

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 6.81 6.74 0.07 5.75 5.82 -0.07

5 月 6.87 6.74 0.13 5.81 5.90 -0.09

6 月 6.90 6.85 0.05 5.78 5.83 -0.04

7 月 6.91 6.84 0.08 5.96 5.92 0.03

8 月 6.92 6.84 0.08 6.05 6.04 0.01

9 月 7.01 6.98 0.03 6.17 6.10 0.06

10 月 6.95 6.91 0.04 6.13 6.08 0.05

11 月 6.92 6.89 0.03 6.12 6.06 0.06

12 月 7.01 6.99 0.02 6.15 6.10 0.05

1 月 7.00 6.95 0.05 6.13 6.06 0.07

2 月 6.94 6.92 0.03 6.08 6.05 0.02

3 月 6.99 7.00 -0.01 6.07 6.00 0.07

流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対する管理運用法人の

時価総額ウェイトの状況等を、また、信用リスクについては、内外債券に係る

格付基準が定められている銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、

カントリーリスクについても国別等の債券スプレッドの推移等クレジットリ
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スクのモニタリングを行い、問題ないことを確認した。

【平成２４年度】

平成２４年度においては問題のないことを確認した。

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.06 0.28 0.21 0.11

5 月 0.06 0.30 0.21 0.11

6 月 0.05 0.30 0.17 0.13

7 月 0.04 0.32 0.20 0.12

8 月 0.05 0.26 0.13 0.12

9 月 0.04 0.27 0.18 0.10

10 月 0.02 0.26 0.12 0.10

11 月 0.03 0.25 0.14 0.10

12 月 0.02 0.26 0.12 0.10

1 月 0.02 0.26 0.17 0.10

2 月 0.03 0.26 0.18 0.09

3 月 0.05 0.27 0.13 0.09

●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.44 0.23 0.24

5 月 0.07 0.43 0.23 0.24

6 月 0.07 0.42 0.23 0.24

7 月 0.07 0.41 0.23 0.24

8 月 0.07 0.42 0.23 0.24

9 月 0.07 0.41 0.23 0.23

10 月 0.07 0.40 0.23 0.23

11 月 0.07 0.39 0.23 0.23

12 月 0.07 0.39 0.23 0.23

1 月 0.07 0.38 0.22 0.23

2 月 0.07 0.38 0.22 0.23

3 月 0.07 0.37 0.22 0.23

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益率の感応度）

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

4 月 1.03 0.99

5 月 1.04 0.99



36

6 月 1.03 0.98

7 月 1.04 0.98

8 月 1.03 0.98

9 月 1.03 0.99

10 月 1.03 0.99

11 月 1.03 0.99

12 月 1.03 0.99

1 月 1.03 0.99

2 月 1.02 0.98

3 月 1.02 0.98

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率）

国内債券修正デュレーション 外国債券実効デュレーション

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 7.01 6.98 0.03 6.09 6.04 0.05

5 月 7.04 6.98 0.06 6.21 6.15 0.05

6 月 7.02 7.02 0.00 6.15 6.06 0.08

7 月 7.02 7.01 0.01 6.19 6.11 0.09

8 月 6.95 6.95 0.00 6.18 6.09 0.09

9 月 7.03 7.06 -0.03 6.12 6.04 0.09

10 月 6.96 6.99 -0.02 6.12 6.03 0.09

11 月 7.03 6.96 0.07 6.16 6.04 0.12

12 月 7.01 7.03 -0.02 6.14 6.05 0.09

1 月 7.01 7.01 0.00 6.05 5.95 0.10

2 月 7.12 7.06 0.06 5.95 5.97 -0.03

3 月 7.01 7.26 -0.26 6.02 6.00 0.02

流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対する管理運用法人の

時価総額ウェイトの状況等を、また、信用リスクについては、内外債券に係る

格付基準が定められている銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、

カントリーリスクについても国別等の債券スプレッドの推移等クレジットリ

スクのモニタリングを行い、問題ないことを確認した。

【平成２５年度】

平成２５年度においては問題のないことを確認した。

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.05 0.27 0.13 0.09

5 月 0.04 0.26 0.12 0.09
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6 月 0.03 0.24 0.11 0.09

7 月 0.02 0.24 0.14 0.11

8 月 0.02 0.23 0.11 0.12

9 月 0.02 0.22 0.12 0.12

10 月 0.02 0.21 0.14 0.11

11 月 0.03 0.22 0.14 0.11

12 月 0.02 0.22 0.12 0.12

1 月 0.03 0.23 0.15 0.12

2 月 0.03 0.23 0.12 0.11

3 月 0.02 0.11 0.13 0.11

●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.38 0.23 0.22

5 月 0.08 0.37 0.23 0.23

6 月 0.08 0.37 0.23 0.23

7 月 0.08 0.37 0.23 0.23

8 月 0.08 0.37 0.22 0.22

9 月 0.08 0.36 0.22 0.23

10 月 0.08 0.33 0.21 0.22

11 月 0.08 0.32 0.20 0.22

12 月 0.08 0.33 0.20 0.21

1 月 0.07 0.32 0.20 0.21

2 月 0.07 0.32 0.20 0.21

3 月 0.07 0.35 0.19 0.16

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益率の感応度）

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

4 月 1.02 0.99

5 月 1.01 0.99

6 月 1.01 0.99

7 月 1.01 0.91

8 月 1.01 0.99

9 月 1.01 0.99

10 月 1.01 0.99

11 月 1.01 0.99

12 月 1.01 1.00

1 月 1.01 1.00

2 月 1.02 1.00
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3 月 0.98 1.00

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率）

国内債券修正デュレーション 外国債券実効デュレーション

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 6.98 7.19 -0.22 6.13 6.09 0.04

5 月 6.94 7.08 -0.14 6.03 6.00 0.03

6 月 7.05 7.17 -0.12 5.93 5.94 -0.01

7 月 7.11 7.13 -0.02 5.94 5.93 0.01

8 月 7.18 7.11 0.08 5.92 5.92 0.00

9 月 7.26 7.25 0.01 5.91 5.95 -0.04

10 月 7.27 7.24 0.03 5.92 5.98 -0.05

11 月 7.27 7.20 0.07 5.90 5.97 -0.07

12 月 7.26 7.26 0.00 5.82 5.94 -0.12

1 月 7.27 7.26 0.01 5.92 5.98 -0.06

2 月 7.30 7.24 0.06 6.01 6.04 -0.03

3 月 7.33 7.33 0.00 6.00 6.10 -0.10

流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対する管理運用法人の

時価総額ウェイトの状況等を、また、信用リスクについては、内外債券に係る

格付基準が定められている銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、

カントリーリスクについても国別等の債券スプレッドの推移等クレジットリ

スクのモニタリングを行い、問題ないことを確認した。

【平成２６年度】

平成２６年度においては問題のないことを確認した。

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益率の標準偏差）

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4月 0.03 0.12 0.12 0.12

5月 0.03 0.11 0.13 0.11

6月 0.03 0.12 0.12 0.12

7月 0.05 0.10 0.11 0.16

8月 0.05 0.10 0.10 0.13

9月 0.05 0.10 0.10 0.13

10月 0.10 0.10 0.11 0.14

11月 0.11 0.10 0.09 0.13

12月 0.13 0.11 0.09 0.12

1月 0.18 0.12 0.15 0.14

2月 0.18 0.13 0.14 0.16

3月 0.18 0.13 0.13 0.16
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●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏差）

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益率の感応度）

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1.01

1.00

0.99

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

0.98

0.98

0.98

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.01

1.00

1.00

1.00

1.01

1.00

1.00

1.01

1.01

1.01

1.01

1.00

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4 月 0.07 0.34 0.19 0.13

5 月 0.07 0.34 0.19 0.12

6 月 0.07 0.33 0.19 0.12

7 月 0.07 0.33 0.19 0.12

8 月 0.07 0.32 0.18 0.12

9 月 0.07 0.32 0.18 0.12

10 月 0.07 0.32 0.18 0.12

11 月 0.07 0.32 0.18 0.13

12 月 0.08 0.31 0.18 0.13

1 月 0.08 0.31 0.18 0.13

2 月 0.08 0.31 0.18 0.14

3 月 0.08 0.31 0.18 0.14
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流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対する管理運用法人の

時価総額ウェイトの状況等を、また、信用リスクについては、資産を管理する

機関や与信の対象となる機関の格付状況及び内外債券に係る格付基準が定め

られている銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、カントリーリス

クについても国別等の債券スプレッドの推移等クレジットリスクのモニタリ

ングを行い、問題ないことを確認した。

［各運用受託機関］

ア 運用受託機関に対し、運用目標、運用手法、リスク指標及びベンチマーク等

に関する運用ガイドラインを提示している。

イ 運用受託機関に対してファンドごとに提示したリスク管理指標の目標値等

の遵守状況、投資行動及び運用結果の報告を月次及び必要に応じ随時求め、一

時的な要因等により管理目標値を超えたもの等について確認を行った。そのう

ち、平成２２年度に３ファンド（３案件）、平成２３年度に３ファンド（３案

件）、平成２４年度に１０ファンド（１１案件）、平成２５年度に３ファンド（３

案件）、平成２６年度に１ファンド（１案件）については、再発防止策の適正

な実施を求めるとともに口頭で厳重注意を行った。

株式アクティブ運用及び外国債券アクティブ運用において、同一銘柄等に対

する投資制限については、５％上限を基本とし、５％上限を超える銘柄の報告

を求めた。

また、すべての運用受託機関の個別銘柄の保有状況を随時把握し、分散投資

の観点から問題がないことを確認した。

ウ 総合評価のための定期ミーティング及び上半期の運用状況及びリスク管理

の遵守状況等の確認を目的とした定期ミーティングを実施し、ガイドラインの

遵守状況、運用状況及びリスク負担状況を把握した。平成２６年度については、

定期ミーティングの実施に合わせスチュワードシップ・コードの取組状況に係

るミーティングを実施し、対応状況を把握した。

【平成２２年度】

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 7.31 7.30 0.01 6.04 6.12 -0.08

5月 7.34 7.29 0.05 6.09 6.17 -0.08

6月 7.41 7.40 0.01 6.11 6.20 -0.09

7月 7.40 7.38 0.02 6.15 6.22 -0.07

8月 7.42 7.35 0.06 6.28 6.36 -0.08

9月 7.47 7.47 -0.01 6.22 6.32 -0.10

10月 7.37 7.44 -0.07 6.29 6.32 -0.03

11月 7.31 7.42 -0.12 6.40 6.42 -0.02

12月 7.18 7.38 -0.20 6.47 6.50 -0.03

1月 7.02 7.12 -0.10 6.65 6.62 0.04

2月 6.90 6.96 -0.06 6.62 6.57 0.04

3月 6.93 6.96 -0.03 6.68 6.64 0.04

外国債券実効デュレーション国内債券修正デュレーション
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○総合評価を目的とした定期ミーティング

パッシブ運用受託機関 26 ファンド 6月 25 日～7月 6日、

11 月 16 日～11 月 17 日

外国株式アクティブ運用受託機関 13 ファンド 7月 14 日～7月 21 日

外国債券アクティブ運用受託機関 7 ファンド 7月 22 日～7月 26 日

国内株式アクティブ運用受託機関 19 ファンド 7月 27 日～8月 4日

国内債券アクティブ運用受託機関 10 ファンド 11 月 11 日～11 月 19 日

総合評価結果により、以下の運用受託機関について資金配分停止とし、一

部資金回収を実施することとした。

国内債券アクティブ運用受託機関 6 社

国内株式アクティブ運用受託機関 6 社

外国株式アクティブ運用受託機関 3 社

○上半期の運用状況及びリスク管理の遵守状況等の確認を目的とした定期ミ

ーティング（平成２２年１１月中旬から１１月下旬に実施）

平成２２年度の総合評価において評価が一定水準以下の運用受託機関

・国内株式アクティブ ６社６ファンド

・外国株式アクティブ ３社３ファンド

なお、本ミーティングを実施しないファンドについても、同一の様式により

報告書を求め、運用状況及びリスク管理状況を確認した。

【平成２３年度】

○総合評価を目的とした定期ミーティング

国内株式アクティブ運用受託機関 18 ファンド 10 月 3日～10 月 7日

外国株式アクティブ運用受託機関 13 ファンド 10 月 12 日～10 月 20 日

外国債券アクティブ運用受託機関 7 ファンド 10 月 21 日～10 月 25 日

国内株式・外国債券・外国株式パッシ

ブ運用受託機関
15 ファンド 10 月 26 日～10 月 27 日

総合評価結果により、以下の運用受託機関について資金配分停止とし、一部

資金回収を実施することとした。

国内株式アクティブ運用受託機関 4 ファンド

外国株式アクティブ運用受託機関 3 ファンド

○上半期の運用状況及びリスク管理の遵守状況等の確認を目的とした定期ミ

ーティング（平成２４年２月中旬に実施）

平成２３年度の総合評価において評価が一定水準以下の運用受託機関

・国内株式アクティブ ４社４ファンド
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・外国株式アクティブ ３社３ファンド

なお、本ミーティングを実施しないファンドについても、同一の様式により

報告書を求め、運用状況及びリスク管理状況を確認した。

【平成２４年度】

○総合評価を目的とした定期ミーティング

国内株式アクティブ運用受託機関 17 ファンド 7月 5日～7月 18 日

外国債券アクティブ運用受託機関 7 ファンド 7月 23 日～7月 30 日

国内株式・外国債券・外国株式パッ

シブ運用受託機関
19 ファンド 7月 19 日～7月 23 日

総合評価結果により、以下の運用受託機関について資金の配分停止及び一部

回収、又は追加配分を実施することとした。

・資金の配分停止及び一部回収

国内株式アクティブ運用受託機関 8 ファンド

・資金の追加配分

国内株式アクティブ運用受託機関 9 ファンド

○上半期の運用状況及びリスク管理の遵守状況等の確認を目的とした定期ミ

ーティング（平成２５年２月中旬に実施）

平成２４年度の総合評価において評価が一定水準以下の運用受託機関

・国内株式アクティブ ８ファンド

なお、本ミーティングを実施しないファンドについても、同一の様式により

報告書を求め、運用状況及びリスク管理状況を確認した。

また、資金配分の追加に先駆けて、運用状況を確認するためのミーティング

を実施した。

【平成２５年度】

○総合評価を目的とした定期ミーティング

外国株式アクティブ運用受託機関 7 ファンド 10 月 22 日～10 月 25 日

外国債券アクティブ運用受託機関 7 ファンド 10 月 28 日～10 月 31 日

国内債券アクティブ運用受託機関 9 ファンド 11 月 1日～11 月 8日

国内債券・外国債券・外国株式パッ

シブ運用受託機関
18 ファンド 11 月 11 日～11 月 14 日

総合評価結果により、以下の運用受託機関について、解約、資金の配分停止

及び一部回収、又は追加配分を実施することとした。

・解約
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外国株式アクティブ運用受託機関 1 ファンド

・資金の配分停止及び一部回収

外国債券アクティブ運用受託機関 1 ファンド

外国株式アクティブ運用受託機関 3 ファンド

・資金の追加配分

外国債券アクティブ運用受託機関 6 ファンド

外国株式アクティブ運用受託機関 3 ファンド

○リスク管理ミーティング（平成２６年２月下旬に実施）

平成２５年度の総合評価において評価が一定水準以下の運用受託機関

・外国債券アクティブ １ファンド

・外国株式アクティブ ３ファンド

なお、本ミーティングを実施しないファンドについても、同一の様式により

報告書を求め、運用状況及びリスク管理状況を確認した。

【平成２６年度】

○総合評価を目的とした定期ミーティング

国内株式アクティブ運用受託機関 14 ファンド 10 月 15 日～10 月 29 日

国内債券・国内株式・外国株式パ

ッシブ運用受託機関

22 ファンド 10 月 22 日～11 月 5日

外国株式アクティブ運用受託機関 15 ファンド 10 月 23 日～11 月 20 日

国内債券アクティブ運用受託機関 9 ファンド 11 月 10 日～11 月 27 日

総合評価結果により、以下の運用受託機関について、解約、資金の配分停止

及び一部回収、又は追加配分を実施することとした。

・解約

外国株式アクティブ運用受託機関 1 ファンド

・資金の配分停止及び一部回収

外国株式アクティブ運用受託機関 1 ファンド

・資金の追加配分

外国株式アクティブ運用受託機関 4 ファンド

エ 運用体制の変更等については、運用に大きな影響を及ぼすものであるため、

迅速に把握の上、ミーティング等を実施し説明を求める等の適切な措置を講じ

ることとしている。

運用体制の変更等

うち、運用統括責任者の変

更等による重要な変更

22 年度 56 ファンド（108 件） 18 ファンド（22 件）
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23 年度 59 ファンド（91 件） 11 ファンド（16 件）

24 年度 43 ファンド（74 件） 4 ファンド（4件）

25 年度 32 ファンド（51 件） 3 ファンド（4件）

26 年度 12 ファンド（21 件） 2 ファンド（4件）

・運用体制の変更内容等を踏まえ解約したファンド

22 年度
国内株式アクティブ（1ファンド）

外国株式アクティブ（1ファンド）

23 年度 国内株式アクティブ（1ファンド）

24 年度 －

25 年度 －

26 年度 －

オ 平成２２年度については、震災発生直後、運用受託機関の状況について各社

に問い合わせを行い、概ね通常通りの業務を行っていることを確認した。また、

その後に改めて運用体制及びシステムのバックアップ体制等の状況について

詳細な報告を受け、概ね問題がないことを確認した。

［各資産管理機関］

ア 資産管理機関に対し、資産管理の目標、管理手法及び体制等に関する資産管

理ガイドラインを提示している。また、自家運用における資産管理機関に対し

ても、資産管理ガイドラインを提示している。

イ 各社の資産管理状況については資産管理状況に係るデータの提出を求める

とともに、ガイドラインにおける資産管理の目標、管理手法及び体制等につい

て随時必要な資料を求め、内容を確認した（２２年度４社、２３年度４社、２

４年度４社、２５年度４社、２６年度４社）。

なお、組織改正を伴うものについては、必要に応じてミーティングを実施し

た。定期ミーティング等においても状況を確認した。

ウ 総合評価のためのミーティングを全資産管理機関に対して現地において実

施し、ガイドラインの遵守状況、資産管理状況等を把握するとともに、問題が

ないことを確認した。

〈ミーティング実績〉

・平成２２年度 平成２２年１２月、平成２３年１月

・平成２３年度 平成２３年１２月

・平成２４年度 平成２４年１２月

・平成２５年度 平成２５年１２月

・平成２６年度 平成２６年１２月

エ 資産管理体制の変更等については、資産管理に大きな影響を及ぼすものであ

るため、迅速に把握の上、適切な措置を講じることとしている。各年度ごとに

資産管理体制の変更があったが、変更後の資産管理体制について、特に問題の
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ないことを確認した。

22 年度 4 社 25 件

23 年度 4 社 17 件

24 年度 2 社 4 件

25 年度 3 社 9 件

26 年度 3 社 11 件

オ 信用リスクの管理については、格付状況を月 1 回確認し、問題のないことを

確認した。

カ 平成２２年度については、震災発生直後、資産管理機関の状況について各社

に問い合わせを行い、概ね通常通りの業務を行っていることを確認した。また、

その後に改めて資産管理体制及びシステムのバックアップ体制等の状況につ

いて詳細な報告を受け、概ね問題がないことを確認した。

［自家運用］

運用部はインハウス運用室に対し運用ガイドラインを示し、月次でリスク管理

状況等の報告を受け、リスク管理指標にかかる目標値等の遵守状況について問題

のないことを確認した。

さらに、各事業年度ごとに運用状況の報告を受け、平成２２年１１月、平成２

３年１０月、平成２４年７月、平成２５年１１月、平成２６年１２月にそれぞれ

ミーティングを実施し、問題のないことを確認した。

なお、インハウス運用室では、月次でリスク管理を行っているほか、日次で国

内債券パッシブファンドのリスク特性値、保有債券及び購入予定債券の格付けの

状況による信用リスク並びに短期資産ファンドの与信先の格付けによる信用リ

スク、約定前後の運用対象資産及び与信限度額について、運用部から示された運

用ガイドライン等に基づき、遵守状況の確認を行っている。

また、物価連動国債ファンドに係る運用のガイドラインを新たに定めた。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－３ 運用手法、財投債の管理・運用

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

（４）運用手法に

ついて

長期保有を前

提としたインデ

ックス運用等の

パッシブ運用を

中心とする。例外

については、これ

までの運用実績

も勘案し、適切に

確たる根拠を説

明できる場合に

限るものとする

こと。

（３）運用手法に

ついて

年金積立金は

巨額であり、市場

への影響に配慮

する必要がある

こと、長期的には

市場は概ね効率

的であると考え

られること等か

ら、各資産ともパ

ッシブ運用を中

心とする。なお、

アクティブ運用

＜主要な業務実績＞

（３）運用手法

① 各資産ともパッシブ運用の割合を高めに維持することに留意しつつ運用

を行い、各事業年度ごとのパッシブ・アクティブの割合は、次のとおり資産

の約７～９割がパッシブ運用となっている。

●パッシブ運用及びアクティブ運用の割合 （単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 合計

22 年度
パッシブ 82.05 75.26 70.62 86.23 78.13

アクティブ 17.95 24.74 29.38 13.77 21.87

23 年度
パッシブ 81.61 76.23 70.87 86.01 76.65

アクティブ 18.39 23.77 29.13 13.99 23.35

24 年度
パッシブ 90.48 78.78 70.60 86.74 84.50

アクティブ 9.52 21.22 29.40 13.26 15.50

25 年度
パッシブ 90.13 87.69 71.70 89.37 86.00

アクティブ 9.87 12.31 28.30 10.63 14.00

＜自己評価＞

評定：Ａ

以下のとおり、評価の視点

ごとの自己評価で示すとお

り、中期目標期間においては、

各資産のパッシブ運用及びア

クティブ運用とも、その選定

及び見直しを適切に行った。

これに加え、運用手法の見直

しとして、インフラストラク

チャー共同投資の開始、キャ

ッシュ・アウト等対応ファン

ドの設置及び物価連動国債の

導入など、より効率的な運用

を図ったことは、目標策定時

評定 A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成２４年

度にエマージング株式運用を開始したことや、

平成２５年度にインフラストラクチャー共同投

資等を開始したこと等、収益確保や運用効率の

向上に取り組んだとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、所期の目標を達成していると認められる。

また、第２期中期目標期間に運用手法の見直

しの取組を 17 回（第１期中期目標期間は４回）

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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収益確保のため

の運用手法の見

直し及び運用受

託 機 関 等 の 選

定・管理の強化の

ための取組を進

めること。また、

運用実績等を勘

案しつつ、運用受

託機関等を適時

に見直すこと。

は、これまでの実

績を勘案し、運用

受託機関の選定

に際して運用の

手法、実績及び体

制等を精査し超

過収益確保の可

能性が高いと判

断される場合等

に限り行うもの

とする。

また、ベンチマ

ークをより適切

なものに見直す

など収益確保や

運用の効率化の

ための運用手法

の見直し及び的

確なパフォーマ

ンス管理を行う

など運用受託機

関等の選定・管理

の強化のための

取組を進めると

ともに、運用実績

等を勘案しつつ、

運用受託機関を

適時に見直す。

（４）財投債の管

理及び運用

平成１９年度ま

でに引き受けた

満期保有とする

財投債について、

年金積立金の適

正な管理に資す

るため、時価によ

る評価も併せて

行い、開示するこ

ととする。

＜評価の視点＞

(1)運用手法は、各資

産ともパッシブ運用

が中心となっている

か。

(2)アクティブ運用

の運用受託機関の選

定に際しては、これ

までの実績を勘案

し、運用体制及び投

資方針、銘柄選択の

方法論等の運用手法

を精査し、選定の可

否の判断が適切に行

われているか。

26 年度
パッシブ 86.10 86.71 69.85 88.05 83.91

アクティブ 13.90 13.29 30.15 11.95 16.09

② 収益確保や運用の効率化のための運用手法の見直し及び運用受託機関等

の選定・管理の強化のための取組については、以下のとおり各事業年度ごと

に実施した。

【平成２２年度】

ア 従来から総合評価が一定水準以下の運用受託機関に対し、資金の配分停

止を実施していたが、総合評価をより有効に活かす観点から、資金の配分

停止に加え、資金の一部回収を実施することとした。

イ 収益機会の拡大を図る観点から、エマージング株式運用について平成２

１年度に実施した調査研究を活用し、情報等を体系的に整理のうえ、運用

委員会における効率的な議論を行うとともに、公募を開始した。

ウ 自家運用における運用の効率化の観点から、債券の売買の取引先及び短

期資産の運用先を新たに追加した。

【平成２３年度】

ア エマージング株式市場については、近年、世界の株式市場に占める割合

が急増してきており、収益機会の拡大を図るため、運用委員会で議論の上、

エマージング株式運用を行うこととし、平成２３年度において第２次審査

及び第３次審査を行った上で、運用受託機関を選定した。また、国内債券

のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関構成を一体的に見直

すこととし、公募を開始し、平成２３年度中に第１次審査及び第２次審査

を実施した。

イ 国内債券運用について、運用委員会での議論を経て、キャッシュ・アウ

ト等対応ファンドを設置した。

ウ 自家運用における運用の効率化の観点から、債券の売買の取引先を新た

に追加した。

また、BPI 国債「除く ABS」ファンド、BPI 国債ファンド、キャッシュ・

アウト等対応ファンド及び短期資産ファンドの手元資金について、包括指

図による運用を実施するとともに、災害等における業務停止リスクに鑑

み、国債先物取引先について、追加した。

【平成２４年度】

ア 国内債券のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関構成を一

体的に見直す中で、以下について取組んだ。

・ 今後、財投債の残高が減少していく中で、安定的にキャッシュ・アウ

トのための資金を確保するため、市場で売却する必要のないキャッシ

ュ・アウト等対応ファンドを１０兆円（平成２３年度末）から２０兆円

（平成２４年度末）に増額した。

・ パッシブ運用受託機関が集約（８ファンド⇒６ファンド）されたこと

で、運用の効率化等が図られた。

・ アクティブ運用受託機関の見直しを図った。

に想定した以上の政策を実現

したと考える。これに加え、

平成２６年度は、中長期的な

リターンの拡大を図るため、

日本版スチュワードシップ・

コードを受け入れるなど、法

人の自主的な取組みによる創

意工夫を行ったほか、外国株

式におけるベンチマークの変

更や物価連動国債の導入な

ど、より効率的な運用を図っ

たことは、目標策定時に想定

した以上の政策を実現したと

考える。これらを踏まえれば、

第２期中期目標における所期

の目標を上回る成果を達成し

たと考えられることから、Ａ

と評価とする。

【評価の視点】

（１） 中期目標期間におけ

る各年度のパッシブ・

アクティブの割合は、

各資産とも、資産の約

７～９割がパッシブ運

用となっており、所期

の目標を達成している

と考える。

（２） アクティブ運用の運

用受託機関の選定につ

いては、中期目標期間

においては、国内債券、

国内株式、外国株式（先

進国、エマージング）

で選定を行い、それぞ

れ候補者の実績を勘案

し、運用体制及び投資

方針、銘柄選択の方法

論等の運用手法を精査

し、選定可否の判断を

適切に行っており、所

行っており、定量的にも過去を上回っていると

認められる。

＜今後の課題＞

引き続き、運用改善に取り組むことが望まれ

る。

＜その他事項＞
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なお、当該財投債

については、第１

の２の（１）に定

めるベンチマー

ク収益率に係る

規定を適用しな

い。

(3)収益確保や運用

の効率化のための運

用手法の見直しを行

っているか。

イ 外国株式アクティブの運用受託機関構成を見直すこととし、公募を開始

し、平成２４年度中に第１次審査及び第２次審査を実施した。

・ 多様な運用プロダクトについて幅広く募集

・ 新規応募５７ファンド、既存１３ファンドのうち、１６ファンドが第

２次審査を通過

ウ 平成２３年度に収益機会の拡大のため、選定を行った外国株式アクティ

ブ（エマージング）の７ファンドについて、平成２４年度中に実際に運用

を開始した。

［参考］

（平成２４年度末残高 １，１２０億円）

（平成２４年度超過収益率 ＋１．１４％）

【平成２５年度】

ア 国内外の機関投資家との共同投資協定に基づくインフラストラクチャ

ー投資の一環として、自家運用において、外貨建て投資信託受益証券ファ

ンドを設定し、投資信託受益証券を購入した。

イ 国内株式パッシブ運用及びアクティブ運用について、運用受託機関構成

を一体的に見直すこととし、公募を開始し、平成２５年度中に第３次審査

まで行った上で、運用受託機関を選定した。

・ パッシブ１０ファンド（新規５、既存５）、アクティブ１４ファンド

（新規１１、既存３）を選定し、運用を開始

・ パッシブ運用においては、「ＪＰＸ日経４００」を含む３つのインデ

ックスを新たに採用

・ アクティブ運用は、「スマートベータ型」を「伝統的」と別枠で位置

づけ

・ 「伝統的」で、多彩な運用手法（エンゲージメント運用を含む）を採

用

・ Ｊ－ＲＥＩＴの組み入れを開始

・ リザーブファンドを選定

・ 運用実績連動型報酬のファンドを採用

ウ 外国株式アクティブ運用（先進国）について、第３次審査を終了し、運

用を開始した。

・ ９ファンド（新規６、既存３）に厳選して選定し、運用を開始

・ 厳選投資等の多彩な運用手法を採用

・ リザーブファンドを選定

・ 運用実績連動型報酬のファンドを採用

エ 平成２５年１０月に物価連動国債の発行が再開されたことから、物価上

昇に対応するための運用対象として物価連動国債を導入することを検討

し、関係省庁との調整や運用委員会の審議を経て、平成２６年度より、発

行規模や市場状況を見ながら、購入することを決定した。また、管理運用

方針を改正し、自家運用のファンドとして物価連動国債ファンドの規定を

追加した。

期の目標を達成してい

ると考える。

（３） 収益確保や運用の効

率化のため、運用手法

の見直しを適時に行っ

た。その結果、主な見

直し内容として、

・ キャッシュ・ア

ウト等対応ファン

ドの設置（増額）

（２３、２４、２

６年度）

・ エマージング株

式運用の開始（２

４年度）

・ 国内外の機関投

資家と共同投資協

定に基づくインフ

ラストラクチャー

共同投資を開始

（２５年度）

・ 「ＪＰＸ日経４

００」を含む３つ

のインデックスを

新たに採用（２５

年度）

・ 「Ｊ―ＲＥＩＴ」

の組入れ開始（２

５年度）

・ リザーブファン

ドを選定（２５年

度）

・ 運用実績連動型

報酬のファンドを

採用（２５年度）

・ 中長期的なリタ

ーンの拡大を図る

ための日本版スチ

ュワードシップ・

コードの受入れ

（２６年度）
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(4)運用受託機関の

選定・管理の強化の

ための取組を進める

とともに、運用実績

等を勘案しつつ、運

用受託機関を適時見

直しているか。

(5)財投債の管理及

び運用は、適切に行

われているか。

(6)満期保有とする

財投債について、時

価による評価も併せ

て行い、開示してい

るか。

【平成２６年度】

ア 被保険者のために中長期的な投資リターンの拡大を図る上で適切と考

えられる、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れ、「スチュワー

ドシップ責任を果たすための方針」を策定し、公表するとともに、運用受

託機関におけるスチュワードシップ責任の行使状況等のヒアリングを通

じ、スチュワードシップ責任に関する知見の蓄積に努めた。

イ 外国株式パッシブ運用において、ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩからＭＳＣ

Ｉ ＡＣＷＩ（除く日本）へのベンチマーク変更に伴うエマージング株式

の組入及び外国株式の貸付運用の取組を順次行った。とりわけ、貸付運用

の実施により５１億円の収益を獲得することができた。

ウ トランジション・マネジャーのプール制を廃止し、国内株式、外国債券

及び外国株式のトランジション・マネジャーの公募を開始し、審査を行っ

た上で、それぞれのトランジション・マネジャーを選定した。

・ 国内株式については２社を、外国債券及び外国株式についてはそれぞ

れ１社ずつ選定

・リザーブ機関を資産毎に１社ずつ選定

エ 外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用について、運用受託機関構成

を一体的に見直すこととし、公募を開始し、第２次審査まで行った上で、

第３次審査における現地調査を実施した。

・ 多様な運用プロダクトについて幅広く公募

・ パッシブ運用については、シティ世界国債インデックス（除く日本、

ヘッジなし）以外のベンチマークを対象とする運用プロダクトの提案に

ついても審査

・ アクティブ運用については、総合型運用プロダクト以外に、エマージ

ング債券、ハイイールド債券及びインフレ連動国債をそれぞれ運用対象

とする運用プロダクトの提案についても審査

オ 国内株式及び外国株式アクティブ運用において選定しているリザーブ

ファンドについて、運用状況及び組織体制等の確認を行った上で正規契約

先とし、運用を開始した。

・ 国内株式アクティブ運用においては、３ファンドの運用を開始し、外

国株式アクティブ運用は、１ファンドの運用を開始

③ 運用実績等を勘案しつつ、運用受託機関を適時に見直すこととしており、

各資産ごとの取組は以下のとおり実施した。

○ 外国債券パッシブ運用・外国株式パッシブ運用

【平成２１年度】

公募を実施した。

【平成２２年度】

第 1 次審査、第２次審査、第３次審査を実施の上、選定を行った。

選定の際には、外部の専門家たる運用コンサルティング会社を活用する

とともに、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス及び

・ 収益機会の拡大

と効率的な資産運

用のためのベンチ

マークの変更及び

証券貸付運用の開

始（２６年度）

・ インフレリスク

軽減のための物価

連動国債の開始

（２６年度）

・ 資産移管の円滑

化のためのトラン

ジション・マネジ

ャーの選定（２６

年度）

・ 超過収益の確保

のためのマネジャ

ー・ストラクチャ

ーの見直し（２６

年度）

を実施しており、

所期の目標を上回

る成果が得られた

と考える。

（４） 中期目標期間におい

て、各資産のパッシブ及

びアクティブ運用に係る

運用受託機関の見直しを

適切に進めてきたことか

ら、所期の目標を達成し

ていると考える。

（５） 適切に財投債の管理

及び運用を行ってお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（６） 満期保有とする財投

債について、適切に時

価による評価・公表を

行っており、所期の目

標を達成していると考

える。



50

事務処理体制について精査し、運用委託手数料を含む総合評価の結果を踏

まえ、外国債券パッシブ運用においては、新規応募の運用機関３ファンド

及び既存の運用受託機関３ファンドを選定し、外国株式パッシブ運用にお

いては、新規応募の運用機関２ファンド及び既存の運用受託機関４ファン

ドを選定した。

公募

平成２２年３月２３日にホームページに公募要綱サ

イトを作成し、公告した。これを受けて期限である４月

２３日までに新規応募の運用機関として、外国債券パッ

シブ９ファンド、外国株式パッシブ９ファンドの応募が

あった。

第１次審査

応募のあった外国債券パッシブ９ファンド、外国株式

パッシブ９ファンドについて運用機関の提出書類に基

づき、応募資格要件及び過去の運用実績を中心に第１次

審査を行った。その結果、応募のあった全外国債券パッ

シブ及び全外国株式パッシブ運用機関を１次審査通過

とした。

第２次審査

第１次審査通過とした新規応募の運用機関（外国債券

パッシブ９ファンド、外国株式９ファンド）及び既存の

運用受託機関（外国債券パッシブ４ファンド、外国株式

パッシブ６ファンド）について第２次審査のためのヒア

リングを実施し、投資方針、運用プロセス、組織・人材、

コンプライアンス及び事務処理体制、株主議決権行使の

取組（外国株式のみ）の評価項目について審査基準に基

づき審査し、総合評価（運用委託手数料に係る部分を除

く）を行った。この結果、外国債券パッシブにおいては、

新規応募の４ファンドと既存の運用受託機関４ファン

ド、外国株式パッシブにおいては、新規応募の５ファン

ドと既存の運用受託機関６ファンドを第２次審査通過

とした

第３次審査

① 第２次審査通過とした外国債券パッシブ８ファン

ド（新規応募の運用機関４ファンドと既存の運用受託

機関４ファンド）、外国株式パッシブ１１ファンド（新

規応募の運用機関５ファンドと既存の運用受託機関

６ファンド）について国内外の拠点において現地ヒア

リングを実施し、投資方針及び運用哲学が投資判断を

行うファンド・マネージャー及びアナリストに共有さ

れ、十分に理解されているか、また、適切な人員の配

置、確立された運用体制があるか等について確認し

た。

② この結果を踏まえ、運用委託手数料を含む総合評価

＜課題と対応＞

特になし
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を実施し、運用委員会で審議の上、最終的に外国債券

パッシブにおいては新規応募の３ファンドと既存の

運用受託機関３ファンド、外国株式パッシブにおいて

は新規応募の２ファンドと既存の運用受託機関４フ

ァンドを選定した。

運用開始 平成２２年１２月より運用を開始した。

○エマージング株式運用

【平成２２年度】

公募を開始し、第１次審査を実施した。

【平成２３年度】

第２次審査、第３次審査を実施の上、選定を行った。

公募

平成２２年１０月８日にホームページに公募要綱サ

イトを作成し、公告した。これを受けて期限である１２

月１０日までに新規応募の運用機関として

パッシブ８ファンド、アクティブ３７ファンドの応募が

あった。

第 1次審査

応募のあったパッシブ８ファンド、アクティブ３７フ

ァンドについて運用機関の提出書類に基づき、応募資格

要件及び過去の運用実績を中心に第１次審査を行った。

その結果、パッシブ４ファンド、アクティブ３５ファン

ドを第１次審査通貨とした。

第２次審査

第１次審査通過としたパッシブ４ファンド、アクティ

ブ３５ファンドのうち、第２次審査を辞退したアクティ

ブ１ファンドを除く、パッシブ４ファンド、アクティブ

３４ファンドについて第２次審査のためのヒアリング

を実施し、投資方針／運用プロセス、組織・人材、コン

プライアンス／事務処理体制、株主議決権行使の取組の

評価項目について審査基準に基づき審査し、総合評価を

行った。この結果、アクティブ１１ファンドを第２次審

査通過とした。

第３次審査

① 第２次審査通過としたアクティブ１１ファンドに

ついて、国内外の拠点において現地ヒアリングを実施

し、投資方針及び運用哲学が投資判断を行うファン

ド・マネージャー及びアナリストに共有され、十分に

理解されているか、また、適切な人員の配置、確立さ

れた運用体制があるか等について確認した。

② この結果を踏まえ、運用委託手数料を含む総合評価

を実施し、運用委員会で審議を経た上で、最終的にア

クティブ７ファンドを選定した。
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運用開始 平成２４年６月より運用を開始した。

○国内債券アクティブ運用・パッシブ運用

【平成２３年度】

国内債券のアクティブ運用及びパッシブ運用を一体的に見直すことと

し、公募、第 1次審査、第２次審査を実施した。

【平成２４年度】

第３次審査を実施の上、選定を行った。選定に当たっては、投資方針、

運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス、事務処理体制及び運用手

数料について精査した。

公募

平成２３年８月１日にホームページに公募要綱サイ

トを作成し、公告した。これを受けて期限である９月１

３日までに新規応募の運用機関として、アクティブ運用

１６ファンド、パッシブ運用（総合型）４ファンド、パ

ッシブ運用（国債型）４ファンドの応募があった。

第１次審査

応募のあったアクティブ運用１６ファンド、パッシブ

運用（総合型）４ファンド、パッシブ運用（国債型）４

ファンドについて運用機関の提出書類に基づき、応募資

格要件及び過去の運用実績を中心に第１次審査を行っ

た。その結果、アクティブ運用１２ファンド、パッシブ

運用（総合型）３ファンド、パッシブ運用（国債型）４

ファンドを第 1 次審査通過とした。

第２次審査

第１次審査通過とした１９ファンド及び既存１６フ

ァンドについて、第２次審査のためのヒアリングを実施

し、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプライ

アンス及び事務処理体制の評価項目について審査基準

に基づき審査し、総合評価（運用委託手数料に係る部分

を除く）を行った。その結果、

アクティブ運用１１ファンド、パッシブ運用（総合型）

６ファンド、パッシブ運用（国債型）４ファンドを第２

次審査通過とした。

第３次審査

第２次審査通過とした２１ファンドについて、現地調

査等に基づく第３次審査を実施し、投資方針、運用プロ

セス、組織・人材、コンプライアンス、事務処理体制を

確認した。

この結果を踏まえ、運用委託手数料に係る評価を加味

し、総合評価を実施し、運用委員会で審議を経た上で、

アクティブ運用９ファンド、パッシブ運用（総合型）３

ファンド、パッシブ運用（国債型）３ファンドを選定し

た。
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運用開始
パッシブ運用は平成２４年９月より、アクティブ運用

は平成２４年１０月より運用を開始した。

○外国株式アクティブ運用

【平成２４年度】

公募、第 1次審査、第２次審査を実施した。

【平成２５年度】

第３次審査を実施の上、選定を行った。選定に当たっては、投資方針、

運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス、事務処理体制、株主議決

権行使の取組及び運用手数料について精査した。

公募

平成２４年６月２７日にホームページに公募要綱サ

イトを作成し、公告した。これを受けて、期限である８

月１５日までに５７ファンドの応募があった。

第１次審査

応募のあった５７ファンドについて、運用機関の提出

書類に基づき、応募資格要件及び過去の運用実績を中心

に第１次審査を行った。その結果、３３ファンドを第１

次審査通過とした。

第２次審査

第１次審査通過とした新規応募の運用機関３３ファ

ンド及び既存の運用受託機関１２ファンドについて、第

２次審査のためのヒアリングを実施し、投資方針、運用

プロセス、組織・人材、コンプライアンス及び事務処理

体制、株主議決権行使の取組の評価項目について審査基

準に基づき審査し、総合評価（運用委託手数料に係る部

分を除く）を行った。この結果、新規応募の１２ファン

ドと既存の運用受託機関の４ファンドを第２次審査通

過とした。

第３次審査

第２次審査通過とした１６ファンドのうち第３

次審査を辞退した１ファンドを除く１５ファンド

について、現地調査等に基づく第３次審査を実施

し、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプ

ライアンス、株主議決権行使の取組及び事務処理体

制を確認した。

この結果を踏まえ、運用委託手数料に係る評価を

加味し、総合評価を実施し、運用委員会で審議を経

た上で、９ファンドを選定した。

運用開始 平成２５年８月より運用を開始した。

○国内株式パッシブ運用・アクティブ運用

【平成２５年度】
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国内株式のパッシブ運用及びアクティブ運用を一体的に見直すことと

し、公募、第 1次審査、第２次審査、第３次審査を実施の上、選定を行っ

た。選定に当たっては、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプラ

イアンス、事務処理体制、株主議決権行使の取組及び運用手数料について

精査した。

公募

平成２５年４月２６日にホームページに公募要綱サ

イトを作成し、公告した。これを受けて、期限である

６月１４日までに５６ファンドの応募があった。（パッ

シブ５ファンド、アクティブ５１ファンド）

第１次審査

応募のあった５６ファンドについて、運用機関の提

出書類に基づき、応募資格要件及び過去の運用実績を

中心に第１次審査を行った。その結果、４１ファンド

を第１次審査通過とした。

（パッシブ５ファンド、アクティブ３６ファンド）

第２次審査

第１次審査通過とした新規応募の運用機関（４１フ

ァンド）及び第２次審査を辞退した３ファンドを除く

既存の運用受託機関（２０ファンド）について、第２

次審査のためのヒアリングを実施し、投資方針、運用

プロセス、組織・人材、コンプライアンス及び事務処

理体制、株主議決権行使の取組の評価項目について審

査基準に基づき審査し、総合評価（運用委託手数料に

係る部分を除く）を行った。この結果、新規応募の１

９ファンドと既存の運用受託機関の１２ファンドを第

２次審査通過とした。（パッシブ７ファンド、アクティ

ブ２４ファンド）

第３次審査

第２次審査通過とした３１ファンドのうち第３次審

査を辞退した１ファンドを除く３０ファンドについ

て、現地調査等に基づく第３次審査を実施し、投資方

針、運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス、

株主議決権行使の取組及び事務処理体制を確認した。

この結果を踏まえ、運用委託手数料に係る評価を加

味し、総合評価を実施し、運用委員会で審議を経た上

で、２４ファンドを選定した。
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（パッシブ１０ファンド、アクティブ１４ファンド）

運用開始 平成２６年３月より運用を開始した。

○外国債券パッシブ・アクティブ運用

【平成２６年度】

外国債券パッシブ・アクティブ運用受託機関に係る選定を行った。選定

に当たっては、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス、

事務処理体制について精査した。

公募

平成２６年４月９日にホームページに公募要綱

サイトを作成し、公告した。これを受けて、期限で

ある５月２０日までに１２７ファンドの応募があ

った。（パッシブ５ファンド、アクティブ１２２フ

ァンド）

第１次審査

応募のあった１２７ファンドについて、運用機

関の提出書類に基づき、応募資格要件及び過去の運

用実績を中心に第１次審査を行った。その結果、６

８ファンドを第１次審査通過とした。（パッシブ５

ファンド、アクティブ６３ファンド）

第２次審査

第１次審査通過とした新規応募の運用機関（６

８ファンド）及び既存の運用受託機関（１３ファン

ド）について、第２次審査のためのヒアリングを実

施し、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コン

プライアンス及び事務処理体制の評価項目につい

て審査基準に基づき審査し、総合評価（運用委託手

数料に係る部分を除く）を行った。この結果、新規

応募の２２ファンドと既存の運用受託機関の１０

ファンドを第２次審査通過とした。（パッシブ７フ

ァンド、アクティブ２５ファンド）

（第３次審

査）

第２次審査通過とした３２ファンドについて、現地

調査を実施し、投資方針、運用プロセス、組織・人
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材、コンプライアンス及び事務処理体制を確認し

た。

④ 今後のデフレ脱却を見据え、物価の上昇に連動して元本と利息が増える物

価連動国債の管理及び運用を開始した。

⑤ インフラ投資が進捗し、外貨建て投資信託受益証券ファンドの平成２６年

度末の時価総額は５５億円となった。

（４）財投債の管理及び運用

① 財投債の残高については、償却原価法に併せ、時価法による評価額を公

表した。

② 資産管理機関から月末の資産管理状況について月次及び四半期で報告を

求め、適切に管理されていることを確認した。

４．その他参考情報

該当なし



57

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－４ 透明性の向上

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

３．透明性の向上

年金積立金の

管理及び運用の

方針並びに運用

結果等について、

年度の業務概況

書など公開資料

をより一層分か

りやすいように

工夫するととも

に、運用受託機関

等の選定過程及

び結果の公表、株

主議決権の行使

３．透明性の向上

年金積立金の

管理及び運用に

関して、年度の業

務概況書など公

開資料をより一

層分かりやすい

ように工夫し、引

き続き、各年度の

管理及び運用実

績の状況（運用資

産全体の状況、運

用資産ごとの状

況及び各運用受

＜主要な業務実績＞

３．透明性の向上

（１） 情報公開・広報活動の更なる充実の観点から、平成２３年６月にホーム

ページの全面見直し（リニューアル）を完了させた。

（２） 基本ポートフォリオ等の管理及び運用の趣旨や仕組みについては、業務

概況書において説明しているほか、管理運用法人の役割や管理・運用の仕

組みについて分かりやすく説明した資料をホームページ上で掲載するなど

説明に努めた。

また、平成２５年度は、基本ポートフォリオの見直し時に記者会見を行

うとともに、インフラストラクチャー共同投資の開始時には、記者会見に

加え、日本語版と英語版のプレスリリースを行った。さらに、平成２６年

度は、二度目の基本ポートフォリオの見直し時には、理事長自ら記者会見

を行い、資料以外に説明用のボードを使用してわかりやすさを工夫すると

ともに、英語のプレスリリースもホームページに掲載した。

さらに、年金積立金の性格や法人の役割を踏まえた投資原則及び行動規

＜自己評価＞

評定：Ａ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、各資産と

も業務概況書などの公表資料

の迅速な情報公開を行った。

これに加え、ホームページを

全面的に見直すとともに、イ

ンフラストラクチャー共同投

資の開始時及び二度の基本ポ

ートフォリオ変更時における

記者会見の開催（二度目の基

本ポートフォリオ変更時は、

理事長自ら会見）並びに日本

評定 A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成２３年

度にホームページの全面見直しを完了させ、平

成２４年度からは運用受託機関の運用にかかる

再委託先の公表を行う等、海外を含めたより一

層の情報公開・広報の促進に努めたとして、高

く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

なお、法人が行ったプレスリリースの回数に

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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の考え方及び結

果の公表の更な

る充実により、国

民に対する情報

公開・広報活動の

充実を図ること。

また、運用委員

会の専門性を十

分に活用する観

点から、運用受託

機関等の選定過

程においても、運

用委員会の審議

を経ること。その

際、管理運用委託

手数料の水準に

ついても審議の

対象とするとと

もに、その透明性

の向上を図るこ

と。

さらに、運用委員

会の審議の透明

性の確保を図る

ため、市場への影

響にも配慮しつ

つ、一定期間を経

た後に議事録を

公表すること。

託機関等の状況

を含む。）等につ

いて、毎年１回

（各四半期の管

理及び運用実績

の状況（運用資産

全体の状況及び

運用資産ごとの

状況を含む。）等

については四半

期ごとに）ホーム

ページ等を活用

して迅速に公表

する。

また、運用受託

機関等の選定過

程及び結果の公

表、株主議決権の

行使の考え方及

び結果の公表の

更なる充実によ

り、国民に対する

情報公開・広報活

動の充実を図る。

これらの情報公

開に当たっては、

市場への影響に

留意するものと

する。

運用受託機関等

の選定について、

その過程におい

ても、運用委員会

の審議を経る。そ

の際、管理運用委

託手数料の水準

についても審議

の対象とすると

ともに、その透明

性の向上を図る。

加えて、運用委員

＜評価の視点＞

(1)基本ポートフォ

リオの考え方や具体

的な運用体制など管

理運用の仕組みを年

度の業務概況書など

で理解しやすく情報

公開しているか。

(2)各年度・各四半期

の管理及び運用の運

範を策定し、国民向けにわかりやすい説明を行い、加えて、行動規範に関連

する規程をホームページに掲載した。

このほか、国内外のセミナー等における講演等で管理運用法人に関する説

明を行うなど、積極的な情報発信に努めた。

特に、平成２３年から平成２７年の毎年１月に開催されたダボス会議にお

いては、役員がパネラーとして参加し、海外の年金基金等との意見交換を行

った。

（３） 年金積立金の管理及び運用に関する具体的な方針を定めた管理運用方針

について、年金積立金の管理及び運用の向上等の観点から見直しを行い、ホ

ームページにおいて公表した。

（４） 業務概況書については、各年度の６月末から７月末に、各四半期の運用

状況については、各四半期終了後２カ月以内に公表を行った。

なお、公表に際しては、保有銘柄については非公表とするなど、市場への

影響に留意した公表とした。

（５） 監事監査の結果及び監査法人による外部監査の結果について、各年度ご

とにホームページに掲載し、情報の公表を行った。

（６） 各年度における運用受託機関等の選定過程及び株主議決権行使の結果等

の公表については、以下のとおり行った。

【平成２２年度】

① 外国債券パッシブ及び外国株式パッシブ運用受託機関構成の見直しに

おいて、運用委員会での審議を経た上で運用機関の選定を実施した。ま

た、その過程についても、運用委員会の議事要旨をホームページに掲載

し、選定結果については平成２２年１２月２４日にホームページで公表

した。

② 中期目標及び中期計画を受けて、管理運用法人の株主議決権行使に対す

る目的、枠組み等について、業務概況書などで図を用いて説明するととも

に、主要な議案の行使状況について、経年資料を追加し、行使状況の傾向

を把握することができるようにした。

【平成２３年度】

① エマージング株式運用の運用受託機関の選定に際し、運用委託手数料の

水準も含めて運用委員会での審議を経た上で運用機関の選定を実施した。

また、その過程についても、運用委員会の議事要旨をホームページに掲載

した。

② 中期目標及び中期計画を受けて、管理運用法人の株主議決権行使に対す

る目的、枠組み等について、業務概況書などで図を用いて説明するととも

に、主要な議案の行使状況についても、経年資料を含め、行使状況の傾向

を把握することができるようにしている。

【平成２４年度】

① 国内債券のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関の選定に

際し、運用委託手数料の水準も含めて運用委員会での審議を経た上で運用

機関の選定を実施した。また、その過程についても、運用委員会の議事要

語版と英語版のプレスリリー

スを行った。さらに、平成２

６年度は、年金積立金の性格

や法人の役割を踏まえた投資

原則及び行動規範を策定し、

国民向けにわかりやすい説明

を行い、さらに、行動規範に

関連する規程をホームページ

に掲載するなど、透明性の向

上に努めたことを踏まえれ

ば、第２期中期目標における

所期の目標を上回る成果を達

成したと考えられることか

ら、Ａと評価する。

【評価の視点】

（１） 業務概況書やホーム

ページにおいて、分か

りやすい情報公開に努

めた。特に、平成２３

年度のホームページの

全面見直し、平成２５

年度の国内外の機関投

資家とのインフラスト

ラクチャー共同投資の

開始における記者会

見・日本語版と英語版

のプレスリリース及び

平成２６年度の基本ポ

ートフォリオの変更時

においては、見直しの

考え方などについて、

理事長が自ら記者会見

でわかりやすく説明し

た。これらのことから、

所期の目標を上回る成

果が得られたと考え

る。

（２） 適切に各年度、各四

半期の運用状況を公表

ついても、公表回数が逓増しており（第２期中

期目標期間分平成 22 年 5 件、平成 23 年度 5 件、

平成 24 年度 5 件、平成 25 年度 6 件、平成 26

年度 8 件）、透明性の向上に貢献している。

＜今後の課題＞

引き続き、市場への影響に留意しつつ、国民

に対する情報公開・広報活動の充実を図ること。

＜その他事項＞
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会の審議の透明

性の確保を図る

ため、市場への影

響にも配慮しつ

つ、運用委員会の

定めるところに

より、一定期間を

経た後に議事録

を公表する。

用実績の状況等につ

いて、迅速な情報公

開を行ったか。

(3)年金積立金の長

期的な観点からの運

用について国民の十

分な理解を得るた

め、運用受託機関等

の選定過程及び結果

の公表、株主議決権

の行使の考え方及び

結果の公表を含め、

情報公開・広報活動

の充実・強化のため

の取組を行ったか。

(4)情報公開の際、市

場への影響に留意し

ているか。

(5)運用受託機関等

の選定について、そ

の過程においても、

運用委員会で審議し

ているか。また、そ

の際、管理運用委託

手数料の水準につい

ても審議の対象とし

ているか。

(6)運用委員会の議

事録について、市場

への影響にも配慮し

つつ、一定期間を経

た後に公表するよう

所要の手続を進めた

か。

旨をホームページに掲載した。

② 中期目標及び中期計画を受けて、管理運用法人の株主議決権行使に対す

る目的、枠組み等について、業務概況書等で図を用いて説明するとともに、

主要な議案の行使状況についても、経年資料を含め、行使状況の傾向を把

握することができるようにしている。

【平成２５年度】

① 国内株式パッシブ・アクティブ運用及び外国株式アクティブ運用の運用

受託機関の選定過程について、運用委員会の議事要旨をホームページに掲

載した。

② 外国株式アクティブ及び国内債券のアクティブ運用・パッシブ運用の運

用受託機関の選定に際し、運用委託手数料の水準も含めて運用委員会での

審議を経た上で運用機関の選定を実施した。また、その過程についても、

運用委員会の議事要旨をホームページに掲載した。

③ 外国株式アクティブ（エマージング）運用に係る議決権行使状況を新た

にホームページで掲載した。

【平成２６年度】

① 国内株式における運用受託機関の選定結果及びマネジャー・ストラクチ

ャーの見直しについて、ホームページに掲載した。

② 外国債券アクティブ運用及びアクティブ運用の運用受託機関の選定過

程と国内株式、外国債券及び外国株式のトランジション・マネジャーの選

定過程について、運用委員会の議事要旨をホームページに掲載した。

③ 国内株式及び外国株式アクティブ運用においてリザーブファンドとし

ていた運用受託機関を正規契約先としたことから、選定結果について、ホ

ームページに掲載した。

④ 「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》

（平成２６年２月２６日日本版スチュワードシップ・コードに関する有識

者検討会取りまとめ）を踏まえて公表した日本版スチュワードシップ・コ

ードの受入れについて（平成２６年５月３０日）に沿った対応を行い、平

成２６年４月から６月の運用受託機関におけるスチュワードシップ活動

についてホームページに掲載した。

⑤ 株主議決権行使状況の概要の公表にあたり、英語版も作成しホームペー

ジに掲載した。

（７） 各年度において、運用委員会の審議対象である運用受託機関等の選定の

過程及び管理運用委託手数料の水準については、以下のとおり行った。

なお、開催された運用委員会に係る資料及び議事要旨等について、市場

への影響に配慮しつつ、ホームページに公表した。

また、運用委員会の議事録については、運用委員会で審議の上、一定期

間（７年）後に公表することとなった。

【平成２２年度】

外国債券パッシブ及び外国株式パッシブ運用受託機関の選定に当たって

は、運用委託手数料の水準も含めて運用委員会で審議し、運用機関の選定を

しており、所期の目標

を達成していると考え

る。

（３） 運用受託機関等の選

定過程や議決権行使な

どは、業務概況書で適

切に公表した。これに

加え、平成２７年３月

に策定した投資原則で

は、国民向けにわかり

やすい説明資料を合わ

せて公表した。これら

により、所期の目標を

上回る成果が得られた

と考える。

（４） 適切に情報公開の際、

市場への影響に留意し

ており、所期の目標を

達成していると考え

る。

（５） 運用受託機関等の選

定について、適切に運

用委員会で審議してお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（６） 適切に、運用委員会

の議事録の公表を進め

ており、所期の目標を

達成していると考え

る。
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(7)資金の運用であ

って、時価又は為替

相場の変動等の影響

を受ける可能性があ

るものについて、次

の事項が明らかにさ

れているか。（ⅱにつ

いては事前に明らか

にされているか。）

ⅰ資金運用の実績

ⅱ資金運用の基本的

方針（具体的な投資

行動の意思決定主

体、運用に係る主務

大臣、法人、運用委

託先間の責任分担の

考え方等）、資産構

成、運用実績を評価

するための基準

行った。

【平成２３年度】

エマージング株式運用の運用受託機関の選定に当たっては、運用委託手数

料の水準も含めて運用委員会で審議し、運用機関の選定を行った。

【平成２４年度】

国内債券のアクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関の選定に

当たっては、運用委託手数料の水準も含めて運用委員会で審議し、運用機関

の選定を行った。

【平成２５年度】

国内株式のパッシブ・アクティブ運用及び外国株式のアクティブ運用の運

用受託機関の選定に当たっては、運用委託手数料の水準も含めて運用委員会

で審議し、運用機関の選定を行った。

【平成２６年度】

外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関の選定に当たり、第１次

審査及び第２次審査結果について、運用委員会で議論を進めた。加えて、国内株式、

外国債券及び外国株式のトランジション・マネジャーの選定に当たっては、運用委

託手数料の水準も含めて運用委員会で審議し、トランジション・マネジャーの選定

を行った。

（７） 資金の運用の実績や

その基本方針について

は適切に公表してお

り、所期の目標を達成

していると考える。

＜課題と対応＞

特になし

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－５ 基本ポートフォリオ

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」（「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣

議決定）において、具体的に記述されているため）

難易度：「高」（財政検証結果を踏まえ、長期的な経済・運用環境の

変化に即した適切な見直しを出来るだけ速やかに実施することと

されため）

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

４．年金積立金の

管理及び運用に

おける長期的な

観点からの資産

の構成に関する

事項

（１）基本ポート

フォリオの策定

基本ポートフ

ォリオは、運用の

目標に沿った資

４．年金積立金の

管理及び運用に

おける長期的な

観点からの資産

の構成に関する

事項

（１）基本ポート

フォリオの基本

的考え方

基本ポートフ

ォリオは、運用の

＜主要な業務実績＞

４．年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する

事項

（１）基本ポートフォリオ

平成２２年度においては、平成２２年３月に厚生労働大臣から示された第

２期中期目標により、「今後、年金制度の抜本的な見直しを予定していると

ともに、年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方について検討を進

めていることから、この運用目標は、暫定的なものであることに留意し、安

全・効率的かつ確実を旨とした資産構成割合を定め、これに基づき管理を行

＜自己評価＞

評定：Ｓ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、基本ポー

トフォリオの変更やモデルポ

ートフォリオの策定といった

法人の自主的な取組による創

意工夫や目標策定時に想定し

た以上の政策実現を達成した

ことから、第２期中期目標に

おける所期の目標を上回る成

評定 S

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価においては、期間内に、平成

２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労

働省より基本ポートフォリオについて定期的に

検証を行うよう要請を受け、各資産のリターン

の検証やリスクの見直しを行い、変更前基本ポ

ートフォリオより効率的なポートフォリオの存

在が確認されたことから、中期計画（基本ポー

トフォリオ）の変更を行ったとして、高く評価

されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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産構成とし、資産

の管理及び運用

に関し一般に認

められている専

門的な知見並び

に内外の経済動

向を考慮して、フ

ォワードルッキ

ングなリスク分

析を踏まえて長

期的な観点から

設定すること。そ

の際、名目賃金上

昇率から下振れ

するリスクが全

額国内債券運用

の場合を超えな

いこととすると

ともに、株式等は

想定よりも下振

れ確率が大きい

場合があること

も十分に考慮す

ること。また、予

定された積立金

額を下回る可能

性の大きさを適

切に評価すると

ともに、リスクシ

ナリオ等による

検証について、よ

り踏み込んだ複

数のシナリオで

実施するなど、一

層の充実を行う。

（２）基本ポート

フォリオの見直

し

市場動向を踏ま

えた適切なリス

目標に沿った資

産構成割合とし、

資産の管理及び

運用に関し一般

に認められてい

る専門的な知見

並びに内外の経

済動向を考慮し

て、フォワードル

ッキングなリス

ク分析を踏まえ

て長期的な観点

から設定する。そ

の際、名目賃金上

昇率から下振れ

リスクが全額国

内債券運用の場

合を超えないこ

ととするととも

に、株式等は想定

よりも下振れ確

率が大きい場合

があることも十

分に考慮する。ま

た、予定された積

立金額を下回る

可能性の大きさ

を適切に評価す

るとともに、リス

クシナリオ等に

よる検証につい

て、より踏み込ん

だ複数のシナリ

オで実施するな

ど、一層の充実を

行う。

（２）基本ポート

フォリオ

基本ポートフォ

リオを構成する

資産区分につい

＜評価の視点＞

(1)基本ポートフォ

リオは、運用目標に

沿った資産構成割合

とし、フォワードル

ッキングなリスク分

析を踏まえて長期的

な観点から設定され

ているか。その際、

名目賃金上昇率から

下振れリスクが全額

国内債券運用の場合

を超えないこととす

るとともに株式等は

想定よりも下振れ確

率が大きい場合があ

ることを十分に考慮

したか。

うこと。その際、市場に急激な影響を与えないこと。」とされた。

そのため、この中期目標を踏まえ、第１期中期計画における基本ポートフ

ォリオについて、更新したリスク・リターンデータを用い、引き続き安全・

効率的かつ確実であることを検証し、確認した上で当該基本ポートフォリオ

を第２期中期計画における基本ポートフォリオとして策定し、中期計画にお

いて定めた基本ポートフォリオおよび乖離許容幅に基づき年金積立金の運

用を行った。

平成２３年度、平成２４年度及び平成２５年度においては、社会保障審議

会年金部会の下に、年金財政における経済前提や積立金運用のあり方など、

専門的・技術的な事項について検討を行う「年金財政における経済前提と積

立金運用のあり方に関する専門委員会」の設置が決定され、平成２３年１０

月から検討が開始された。このような動きを踏まえ、運用委員会でも検討を

行った。

加えて、平成２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労働省より基本

ポートフォリオについて定期的に検証を行うよう要請があったことから、検

証を行うための準備を行った。

平成２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労働省より基本ポート

フォリオについて定期的に検証を行うよう要請があったことから、検証を行

った。具体的には各資産のリターンの検証やリスクの見直しを行い、国内債

券並みのリスクのもとで明らかに、より効率的なポートフォリオの存在が確

認されたことから運用委員会で審議を経て、厚生労働大臣の認可を受け、中

期計画の変更（基本ポートフォリオの変更）を行った。

平成２６年度は、第２期中期計画の最終年度となることから、年度当初よ

り、平成２７年度から始まる第３期中期計画の策定に向けて準備を進めてき

た。

平成２６年６月に年金制度について５年に一度実施される財政の現況及

び見通し（いわゆる「財政検証」）が公表され、併せて、厚生労働大臣から

基本ポートフォリオの検討作業を前倒しするよう要請があった。

このため、長期的な経済環境の変化に速やかに対応する観点から、公表さ

れた財政検証の結果を踏まえ、厚生労働大臣が任命する金融・経済の専門家

で構成される運用委員会及その下に設けられた検討作業班において、基本ポ

ートフォリオの見直し作業を精力的に進めた。

基本ポートフォリオの見直しは、財政検証の公表以降、運用委員会で７回、

検討作業班で６回、合計１３回にわたって、資金運用に関し一般に認められ

ている専門的な知見に基づき審議された。

平成２６年１０月２３日の運用委員会において承認の議決がなされた後、

理事長から第２期中期計画の変更案として厚生労働大臣あて認可申請を行

い、同月３１日の独立行政法人評価委員会年金部会の審議を経て、同日厚生

労働大臣の認可を受け、公表した。

なお、変更した新しい基本ポートフォリオの考え方は、以下のとおり。

① 基本ポートフォリオ策定の前提となる期待リターンの推計において、フ

果が得られており、さらに、

重要かつ難易度の高い目標を

達成したことを考慮して、評

定を一段階引き上げ、Ｓと評

価する。

【評価の視点】

（１） 平成２４年１０月の

会計検査院報告に基づ

き厚生労働省より基本

ポートフォリオについ

て定期的に検証を行う

よう要請があったこと

から、検証を行い、各

資産のリターンの検証

やリスクの見直しを行

い、国内債券並みのリ

スクのもとで明らか

に、より効率的なポー

トフォリオの存在が確

認されたことから運用

委員会で審議を経て、

厚生労働大臣の認可を

受け、中期計画の変更

（基本ポートフォリオ

の変更）を行ったこと

は、目標策定時に想定

した以上の政策実現を

達成したと考える。

また、平成２６年１

０月３１日に厚生労働

大臣から指示された変

更後の中期目標は、本

来、平成２７年４月か

らの第３期中期目標と

して示される内容であ

り、検討作業を精力的

に行う必要があること

から、今回の基本ポー

トフォリオの変更は、

重要かつ難易度の高い

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

特に、基本ポートフォリオの策定に関しては、

閣議決定により、中期計画の要請に加え、より

重要かつ難易度の高い課題として課されてお

り、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成

27 年 5 月 25 日改定、総務大臣決定）に基づき、

評定を 1 段階引き上げることが適切である。

なお、第２期中期目標期間において基本ポー

トフォリオの見直しを２度行っており、平成 26

年 10月の見直しについては財政検証公表後約 5

ヶ月（前回財政検証時は約 10 ヶ月）で迅速な見

直しを行っており、定量的にも標準を顕著に上

回っていると認められる。

＜今後の課題＞

マクロ経済や市場等の動向を注視しつつ、今

回設定した長期的な前提に変化がないか、年金

財政も踏まえて定期的に検証を行い、必要に応

じて見直しを検討することが望まれる。

＜その他事項＞
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ク管理等を行い、

急激な市場の変

動があった場合

には、中期目標期

間中であっても、

必要に応じて見

直しの検討を行

うこと。

ては、国内債券、

国内株式、外国債

券及び外国株式

とし、基本ポート

フォリオ及び乖

離許容幅を次の

とおり定める。

なお、以下に定め

る基本ポートフ

ォリオへ移行す

るまでの間、乖離

許容幅を超過す

ることについて

は許容するもの

と す る 。

・資産構成割合

国内債券３５％

国内株式２５％

外国債券１５％

外国株式２５％

・乖離許容幅

国 内 債 権 ± １

０%

国内株式±９%

外国債券±４%

外国株式±８%

（注）運用体制の

整 備 に 伴 い 管

理・運用されるオ

ルタナティブ資

産（インフラスト

ラクチャー、プラ

イベートエクイ

ティ、不動産その

他運用委員会の

議を経て決定す

るもの）は、リス

ク・リターン特性

に応じて国内債

(2)基本ポートフォ

リオについて、市場

動向を踏まえた適切

なリスク管理を行

い、急激な市場変動

があった場合には必

要に応じて見直しの

検討を行っている

か。

(3)厚生労働大臣か

ら示される積立金基

本指針及び厚生労働

省で行われる財政検

ォワードルッキングなリスク分析を踏まえ、財政検証と整合性をとって、

足下から向こう１０年間の金利上昇シナリオを想定した。

② また、運用目標の元となった財政検証のケース Eに相当する「経済中位

ケース」、市場に織り込まれている将来の金利水準を前提とした「市場基

準ケース」（財政検証のケース G に相当）の２つのケースを想定した。

③ 各資産のリターン、リスク等を設定した後、運用目標（名目賃金上昇率

＋１．７％）を満たしつつ、その一方で、下方確率が全額国内債券運用の

場合を下回り、かつ、条件付平均不足率が最も小さいポートフォリオを選

定した。

④ 条件付平均不足率の計測においては、株式等が想定よりも下振れ確率が

大きい場合（いわゆる「テイルリスク」）もあることを考慮し、正規分布

に加えて、過去２０年のデータに基づく経験分布も利用した。

⑤ 基本ポートフォリオで運用した場合の積立金の時系列推移を推計する

ため、ケースごとに１０万回のシミュレーションを行い、予定積立金額を

確保できないリスク（確率）を確認した。

⑥ その結果、新たに選定された基本ポートフォリオは、従来と比べ、より

分散投資を進めるものとなった。

⑦ また、基本ポートフォリオの乖離許容幅の中で、市場環境の適切な見直

しを踏まえ、機動的な運用ができることとした。

⑧ オルタナティブ投資（インフラストラクチャー、プライベートエクイテ

ィ、不動産その他運用委員会の議を経て決定するもの）は、リスク・リタ

ーン特性に応じて、国内債券、国内株式、外国債券及び外国株式に区分し、

資産全体の５％を上限とすることとした。

（２）基本ポートフォリオの見直し

【平成２２年度】

急激な市場の変動が生じているかを確認する観点から、ギリシャ危機及び

東日本大震災に際して、既存の GARCH モデルに加え、より高い頻度でのモニ

タリングを行うため、日次ベースでの推定に適した SV モデルによる短期的

なリスクの分析を行い、その結果、基本ポートフォリオ全体では大幅なリス

クの上昇は観測されなかった。当該内容については、市場への影響を中心に

運用委員会においても議論を行った。

あわせて、基本ポートフォリオの見直しの考え方について、委託調査研究

（基本ポートフォリオの検証方法に関する研究）を行った。

【平成２３年度】

急激な市場の変動が生じているかを確認する観点から、世界同時株安や東

日本大震災時に際して、日次ベースでの推定に適した SV モデルによる短期

的なリスク計測や、基本ポートフォリオの分散投資効果を計測し、また、マ

クロ経済指標の動向を踏まえ、マクロ的観点からも長期的な構造変化の有無

を検証した。当該内容については、市場への影響を中心に運用委員会におい

ても議論を行った結果、長期的な市場の構造変化については現在のところ確

認できないとの結論を得て、基本ポートフォリオを維持することとした。

目標を達成したと考え

る。

また、変更後の中期

目標において「名目賃

金上昇率から下振れす

るリスクが全額国内債

券運用の場合を超えな

いこと」とされたこと

を踏まえ、ポートフォ

リオの選定において、

名目賃金上昇率を下回

るときの平均不足率

（条件付平均不足率）

を採用したことやオル

タナティブ資産につい

て５％上限の範囲内で

取り組むこととしたこ

と、さらに、乖離許容

幅の中で機動的な運用

ができることとしたこ

となど、法人の自主的

な取組による創意工夫

を行った。これらのこ

とから、所期の目標を

質的に上回る顕著な成

果が得られたと考え

る。

（２） 基本ポートフォリオ

の検討は適切に行って

おり、所期の目標を達

成していると考える。

（３） 本来、平成２７年１

０月までに策定するこ

ととなっているモデル

ポートフォリオを平成
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券、国内株式、外

国債券及び外国

株式に区分し、資

産全体の５％を

上限とする。

また、経済環境

や市場環境の変

化が激しい昨今

の傾向を踏まえ、

基本ポートフォ

リオの乖離許容

幅の中で市場環

境の適切な見通

しを踏まえ、機動

的な運用ができ

る。ただし、その

際の見通しは、決

して投機的なも

のであってはな

らず、確度が高い

ものとする。

（３）基本ポート

フォリオの見直

し

市場動向を踏ま

えた適切なリス

ク管理等を行い、

急激な市場の変

動があった場合

には、中期目標期

間中であっても、

必要に応じて見

直しの検討を行

う。

証に基づき、モデル

ポートフォリオを他

の管理運用主体と共

同して作成し、公表

を行ったか。

【平成２４年度】

急激な市場の変動が生じているかを確認する観点から、日次データでの推

定に適した SV モデルによる短期的なリスク計測や、基本ポートフォリオの

分散投資効果を月次で計測した。２４年度については基本ポートフォリオの

見直しの検討が必要となるような急激な市場変動は確認できなかった。

加えて、平成２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労働省より基本

ポートフォリオについて定期的に検証を行うよう要請があったことから、検

証を行うための準備を行った。

【平成２５年度】

平成２４年１０月の会計検査院報告に基づき厚生労働省より基本ポート

フォリオについて定期的に検証を行うよう要請があったことから、検証を行

った。具体的には各資産のリターンの検証やリスクの見直しを行い、国内債

券並みのリスクのもとで明らかに、より効率的なポートフォリオの存在が確

認されたことから運用委員会で審議を経て、厚生労働大臣の認可を受け、中

期計画の変更（基本ポートフォリオの変更）を行った。

【平成２６年度】

中期目標等で新たな運用目標やリスクについての考え方が示されたこと

から、新たな基本ポートフォリオを策定し、平成２６年１０月３１日に公表

した。

その後の期間においては急激な市場変動は認められなかった。また積立金

基本指針に基づき、他の管理運用主体と共同してモデルポートフォリオを策

定し、平成２７年３月２０日に公表した。

第３期中期計画を策定するに当たっては、平成２６年１０月に策定した基

本ポートフォリオが引き続き効率的であることを確認し、第３期の基本ポー

トフォリオとして継続することとした。

２６年度中に策定し、

公表したことは、目標

策定時に想定した以上

の政策実現と考えられ

ることから、所期の目

標を上回る成果が得ら

れていると考える。

＜課題と対応＞

特になし

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－６ 市場及び民間の活動への影響に対する配慮

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

５．年金積立金

の管理及び運用

に関し遵守すべ

き事項

（１）市場及び

民間の活動への

影響に対する配

慮

年金積立金の

運用に当たって

は、市場規模を

考慮し、自ら過

大なマーケット

インパクトを蒙

５．年金積立金の

管理及び運用に関

し遵守すべき事項

（１）市場及び民

間の活動への影響

に対する配慮

年金積立金の運

用に当たっては、

市場規模を考慮

し、自ら過大なマ

ーケットインパク

トを蒙ることがな

いよう努めるとと

もに、市場の価格

＜主要な業務実績＞

５．年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

（１）市場及び民間の活動への影響に対する配慮

ア 各年度ごとに年金特別会計への寄託金償還の見込み額、年金特別会計へ

の納付金見込み額、財政融資資金借入金償還額・利払い額、年金特別会計

からの寄託金の見込み額を勘案した上で、年間の寄託金償還額等の見通し

を策定し、必要な資金については、財投債の償還金及び利金等並びに短期

資産を活用するとともに、市場運用資金から回収する場合には、市場動向

を踏まえつつ、時期を分散して回収を行った。

イ 運用受託機関の解約に伴い、当該資金を回収し再配分する際には、市場の

価格形成等を考慮し、原則として現物移管により実施した。

＜自己評価＞

評定：Ａ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、市場及び

民間の活動への影響について

は、適切に配慮した。また、

株主議決権の行使についても

適切な対応を行った。これに

加えて、中長期的なリターン

の拡大を図る中で、市場及び

民間の活動への影響に配慮し

つつ、平成２６年５月に日本

版スチュワードシップ・コー

ドを受け入れ、運用受託機関

評定 A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価においては、運用受託機関へ

の資金配分や回収に当たり、市場の価格形成や

民間の投資行動をゆがめないように、時期を分

散する等できる限り慎重かつ工夫して行い、市

場への影響を極力抑える努力を行ったとして、

高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、所期の目標を達成していると認められる。

また、株主議決権行使の状況について運用受

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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ることがないよ

う努めるととも

に、市場の価格

形成や民間の投

資行動等を歪め

な い よ う 配 慮

し、特に、資金

の投入及び回収

に当たって、特

定の時期への集

中を回避するよ

う努めること。

民間企業の経

営に対して影響

を及ぼさないよ

う配慮するとと

もに、企業経営

等に与える影響

を考慮しつつ、

長期的な株主等

の利益の最大化

を目指す観点か

ら、株主議決権

の行使などの適

切な対応を行う

こと。

企業経営等に与

える影響を考慮

し、株式運用に

おいて個別銘柄

の選択は行わな

いこと。

形成や民間の投資

行動等を歪めない

よう配慮し、特に、

資金の投入及び回

収に当たって、特

定の時期への集中

を回避するよう努

める。

また、民間企業

の経営に対して影

響を及ぼさないよ

う、以下の点につ

いて配慮する。

① 運用受託機関

ごと（自家運用を

含む。）に同一企業

発行有価証券の保

有について制限を

設ける。

② 企業経営等に

与える影響を考慮

し、株式運用にお

いて個別銘柄の選

択は行わない。

③ 企業経営に直

接影響を与えると

の懸念を生じさせ

ないよう株主議決

権の行使は直接行

わず、運用を委託

した民間運用機関

の判断に委ねる。

ただし、運用受託

機関への委託に際

し、コーポレート

ガバナンスの重要

性を認識し、議決

権行使の目的が長

期的な株主利益の

最大化を目指すも

のであることを示

＜評価の視点＞

(1)資金の投入及び

回収に際し、特定の

時期への集中を回避

するなど市場の価格

形成や民間の投資行

動を歪めないような

適切な配慮がなされ

ているか。

(2)民間企業の経営

に対して影響を及ぼ

さないよう、適切に

配慮されているか。

(3)運用受託機関（自

家運用を含む。）に同

一企業発行有価証券

の保有について、適

切な制限を設け、保

有状況の確認が行わ

れているか。

(4)運用受託機関に

対し、コーポレート

ガバナンスの重要性

を認識し、議決権行

使の目的が長期的な

株主利益の最大化を

目指すものであるこ

とを示すとともに、

民間企業の経営に対して影響を及ぼさないよう、以下の取組を実施した。

① 各年度ごとに民間企業の経営に与える影響に配慮し、同一企業有価証券

の保有が当該企業の発行済株式総数の５％以下となるよう引き続き求め

ている。この基準を全ての運用受託機関が遵守していることを確認した。

② 各年度ごとに民間企業の経営に与える影響に配慮し、株式運用について

は民間の運用受託機関に委託し管理運用法人自ら個別銘柄の選択は行わ

ず、また、運用受託機関に個別銘柄指図も行わなかった。

③

ア 民間企業の経営に影響を及ぼさないよう配慮し、株主総会における

個々の議案に対する判断を管理運用法人として行わないこととし、運用

受託機関等説明会において、コーポレートガバナンスの重要性を認識

し、議決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すものである

ことを示し、その目的に沿った株主議決権行使を求めた。また、管理運

用法人から提示している運用ガイドラインにおいて、「コーポレートガ

バナンスの重要性を認識し、長期的な株主利益の最大化を目的とする」

としていることを踏まえ、株主議決権行使に係る方針を定めるよう明記

している。

イ 運用受託機関に対して、株主議決権行使に係る方針の提出を求めた。

また、提出されていた議決権行使に係る方針について変更があった運用

受託機関については、変更後の方針の提出を受けた。なお、変更があっ

た延べ数は、以下のとおりである。

２２年度 延べ 19 社

２３年度 延べ 21 社

２４年度 延べ 14 ファンド

２５年度 延べ 14 ファンド

２６年度 延べ 9ファンド

ウ 株主議決権行使状況については、概ね良好な結果であり、改善が見ら

れた。改善の必要性が見受けられた一部の運用受託機関に対してはその

対応策を求めた。各事業年度における行使状況は次のとおりである。

〈国内株式〉

●運用受託機関の対応状況 (単位：ファンド)

株主議決権を行

使した運用受託

機関数

株主議決権を行

使しなかった運

用受託機関数

２２年度 28 0

２３年度 27 0

２４年度 27 0

を通じてスチュワードシップ

責任を果たしていくこととす

る等、法人の自主的な取組に

よる創意工夫を行った。これ

らを踏まえれば、第２期中期

目標における所期の目標を上

回る成果を達成したと考えら

れることから、Ａと評価する。

【評価の視点】

（１） 資金の投入及び回収

に際しての市場への影

響については、適切の

配慮しており、所期の

目標を達成していると

考える。

（２） 民間企業の経営に対

する影響については、

適切に配慮しており、

所期の目標を達成して

いると考える。

（３） 運用受託機関等にお

ける同一企業発行有価

証券の保有について

は、中期目標期間にお

いて適切に対応してお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（４） 株主議決権の行使に

ついては、中期目標期

間において適切に対応

したことに加え、平成

２６年５月に日本版ス

チュワードシップ・コ

ードを受入れ、運用受

託機関を通じてスチュ

託機関とミーティング等を行い評価した結果、

議決権不行使件数を低減させており（国内株式

において平成22年度132件→平成26年度0件、

外国株式において同 10,935 件→同 742 件）、定

量的にも過去を上回っている。

＜今後の課題＞

引き続き、企業経営等に与える影響を考慮し

つつ、長期的な株主等の利益の最大化を目指す

観点から、株主議決権の行使などの適切な対応

を行うことが望まれる。

＜その他事項＞
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すとともに、運用

受託機関における

議決権行使の方針

や行使状況等につ

いて報告を求め

る。

運用受託機関におけ

る議決権行使の方針

や行使状況等につい

て報告を求めている

か。

２５年度 24 0

２６年度 40 0

●行使内容 (単位：延べ議案数)

２２年度 ２３年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
153,093

(88.3%)

47

(2.6%)
－

162,754

(86.8%)

38

(2.0%)
－

反 対
20,230

(11.7%)

1,796

(97.4%)
－

24,719

(13.2%)

1,855

(98.0%)
－

白紙委任
0

(0.0%)

0

（0.0%）
－

0

(0.0%)

0

(0.0%)
－

棄 権
0

(0.0%)

0

（0.0%）
－

25

(0.0%)

0

(0.0%)
－

合 計
173,323

(100.0%)

1,843

(100.0%)
175,166

187,498

(100.0%)

1,893

(100.0%)
189,391

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合があります。

(単位：延べ議案数)

２４年度 ２５年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
156,085

(88.6%)

61

(2.8%)
－

142,185

（88.5%）

46

（3.0%）
－

反 対
20,012

(11.4%)

2,132

(97.2%)
－

18,358

（11.4%）

1,473

（97.0%）
－

白紙委任
0

(0.0%)

0

（0.0%）
－

0

（0.0%）

0

（0.0%）
－

棄 権
54

(0.0%)

0

（0.0%）
－

56

（0.0%）

0

（0.0%）
－

合 計
176,151

(100.0%)

2,193

(100.0%)
178,344

160,599

（100.0%）

1,519

（100.0%）
162,118

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合があります。

(単位：延べ議案数)

平成２６年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
146,677

(90.5%)

58

(2.9%)
－

反 対
15,443

(9.5%)

1,944

(97.1%)
－

ワードシップ責任を果

たしていくこと等とし

た。これらのことから、

所期の目標を上回る成

果が得られたと考え

る。

＜課題と対応＞

特になし



68

白紙委任
0

(0.0%)

0

（0.0%）
－

棄 権
0

（0.0%)

0

（0.0%）
－

合 計
162,120

(100.0%)

2,002

（100.0%)
164,122

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合があります。

〈外国株式〉

●運用受託機関の対応状況 （単位：ファンド）

株主議決権を行

使した運用受託

機関数

株主議決権を行

使しなかった運

用受託機関数

２２年度 23 0

２３年度 19 0

２４年度 26 0

２５年度 29 0

２６年度 22 0

●行使内容 (単位：延べ議案数)

２２年度 ２３年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
126,431

(93.2%)

2,347

(37.7%)
－

142,783

(94.9%)

1,661

(30.7%)
－

反 対
8,127

(6.0%)

3,569

(57.4%)
－

7,332

(4.9%)

3,627

(67.0%)
－

白紙委任
109

(0.1%)

0

（0.0%）
－

0

(0.0%)

0

(0.0%)
－

棄 権
1,027

(0.8%)

302

（4.9%）
－

407

(0.3%)

125

(2.3%)
－

合 計
135,694

(100.0%)

6,218

(100.0%)
141,912

150,522

(100.0%)

5,413

(100.0%)
155,935

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合があります。

(単位：延べ議案数)

２４年度 ２５年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
141,916

(94.8%)

2,126

(36.0%)
－

145,854

（93.7%）

1,814

（31.3%）
－
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反 対
7,414

(5.0%)

3,684

(62.4%)
－

9,695

（6.2%）

3,892

（67.2%）
－

白紙委任
0

(0.0%)

0

（0.0%）
－

0

（0.0%）

0

（0.0%）
－

棄 権
378

(0.3%)

97

（1.6%）
－

34

（0.0%）

85

（1.5%）
－

合 計
149,708

(100.0%)

5,907

(100.0%)
155,615

155,583

（100.0%）

5,791

（100.0%）
161,374

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合があります。

（単位：延べ議案数)

平成２６年度

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数

賛 成
158,519

(92.6%)

2,310

(43.8%)
－

反 対
12,637

(7.4%)

2,908

(55.2%)
－

白紙委任
0

(0.0%)

0

(0.0%)
－

棄 権
41

(0.0%)

51

(1.0%)
－

合 計
171,197

(100.0%)

5,269

(100.0%）
176,466

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合がある。

エ 議決権行使については、各運用受託機関の取組状況を以下の評価項目

を総合することにより実施した。

・ 株主議決権行使ガイドラインの整備状況

・ 行使体制

・ 行使状況

各年度ごとに議決権行使の取組は概ね良好であった。なお、一部の改善の

必要性が認められる運用受託機関については、改善を求めた。

この評価結果は当該年度の翌年度の総合評価の定性評価に反映させるこ

ととしている。

④

ア 平成２６年５月、日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明

し、その実施状況の概要の公表を通じて、スチュワードシップ責任を果

たしていくこととした。また、同年８月までに、国内株式の運用を委託
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する全ての運用受託機関２０社も同コードの受け入れを表明した。

イ 平成２６年１０月に全ての運用受託機関に対しヒアリングを実施し、

運用受託機関におけるスチュワードシップ活動の把握に努めた。運用受

託機関におけるエンゲージメント活動の状況については、次のような報

告を受けた。

・ 具体的な事業戦略について建設的な意見交換を行った

・ ガバナンスの実効性を確保するため社外取締役の役割の明確化を

求め実態把握に努めている

・ 長期的な資本生産性の向上の観点からＲＯＥの向上策について議

論した

・ リスクへの対応として児童労働や劣悪な労働環境等の防止策を確

認した

・ 反社会的行為の再発防止策等を確認した

・ 株主に対する説明責任（ＩＲに対する姿勢）の重要性を伝え、投

資先企業の経営陣が海外へ出向いて主要株主や投資家を集め、自社

の決算内容や経営戦略などを説明する活動を実施した結果、投資家

の理解が深まり事業価値を高めるための建設的な議論へ繋がった。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－７ 年金給付のための流動性の確保

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」（年金積立金の管理運用において、必要な年金給付に

対応したキャッシュ・アウトを確実に行うことは必須であり、平成

21 年財政検証により想定されたキャッシュ・アウトの増加に適切

に対応する必要があったため。）

難易度：「高」（財投債の残高が減少する中で、本中期目標期間に経

済動向も踏まえ本格化した多額のキャッシュ・アウトに対して、対

応を求められたため。）

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

（２）年金給付の

ための流動性の

確保

年金財政の見

通し及び収支状

況を踏まえ、年金

給付等に必要な

流動性（現金等）

を確保すること。

（２）年金給付の

ための流動性の

確保

年金財政の見

通し及び収支状

況を踏まえ、年金

給付等に必要な

流動性（現金等）

を確保するとと

＜主要な業務実績＞

（２）年金給付のための流動性の確保

年金給付等に必要な流動性（現金等）を確保するとともに、効率的な現金

管理を行うため、各年度ごとに以下の取組を行った。

【平成２２年度】

① 年金特別会計への寄託金償還の見込み額、年金特別会計への納付金見込

み額、財政融資資金借入金償還額・利払い額、年金特別会計からの寄託

金の見込み額を勘案した上、平成２２年度当初において綿密な年間の資

金計画を策定した。

② 寄託金償還等に必要な資金については、財投債の償還金及び利金を活用

＜自己評価＞

評定：Ｓ

以下の評価の視点ごとの

自己評価で示すとおり、中

期目標期間においては、法

人設立以来始めて年金特別

会計がキャッシュ・アウト

局面に入り、巨額の年金積

立金を運用する当法人とし

て、市場の価格形成等に配

評定 S

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価においては、満期まで債券を

保有しその償還金及び利金を活用することで市

場へ影響を与えることなく流動性を確保するキ

ャッシュ・アウト等対応ファンドを設置した等

として、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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その際、市場の価

格形成等に配慮

しつつ、円滑に資

産の売却等を行

い、不足なく確実

に資金を確保す

るために必要な

機能の強化を図

ること。また、短

期借入も活用で

きるようにする

こと。

もに、効率的な現

金管理を行う。

その際、市場の価

格形成等に配慮

しつつ、円滑に資

産の売却等を行

い、不足なく確実

に資金を確保す

るため、市場動向

の把握・分析や短

期借入の活用等

必要な機能の強

化を図る。

＜評価の視点＞

(1)年金財政の見通

し及び収支状況を踏

まえ、年金給付等に

必要な流動性（現金

等）が確保されてい

るか。また、その際、

運用の効率性をでき

る限り損なわないよ

うに配慮している

か。

するとともに、市場運用資金から回収する場合には、市場動向を踏まえ

つつ、時期を分散して回収を行った。

また、資金の回収・配分を主な業務とする資金業務課を企画部に新設し

体制強化を図ることで、寄託金償還等に係るキャッシュ・アウトに万全

を期するとともに、その際の市場動向の把握・分析に資するため、調査

室の体制強化（増員）を図った。

③ 短期借入に備えて借入先の選定を行い、予見し難い事由による一時的な

資金不足等に対応するための体制を整備した。ただし、平成２２年度に

おいては、短期借入が必要となるような事態は発生しなかった。

【平成２３年度】

① 今後、財投債の残高が減少していく中で、キャッシュ・アウトに対応

するため、キャッシュ・アウト等対応ファンドを設置した。キャッシュ・

アウト等対応ファンドは、満期まで債券を保有するものであり、その償

還金及び利金を活用することによって、市場へ影響を与えることなく、

流動性を確保することができた。

② キャッシュ・アウトについては、財投債の満期償還金・利金等を有効

に活用した上で、それでもなお不足する分は、市場で運用する資産の売

却を行った。

資産の売却にあたっては、市場に悪影響を与えることのないよう売却

のタイミングや回収金額の分散などの工夫を行った。

③ 短期借入に備えて借入先の選定を行い、予見し難い事由による一時的

な資金不足等に対応するための体制を整備した。ただし、平成２３年度

においては、短期借入が必要となるような事態は発生しなかった。

【平成２４年度】

① キャッシュ・アウトについては、財投債ファンド及びキャッシュ・ア

ウト等対応ファンドの満期償還金・利金等を有効に活用した。また、平

成２４年度においては、今後、財投債の残高が減少していく中、安定的

にキャッシュ・アウト資金を確保するため、国内債券に係る運用受託機

関構成の見直しの中で、市場で売却する必要のないキャッシュ・アウト

等対応ファンドを１０兆円（平成２３年度末）から２０兆円（平成２４

年度末）に増額した。

② 財投債ファンド及びキャッシュ・アウト等対応ファンドの満期償還

金・利金等を活用してもなお不足する分は、市場で運用する資産の売却

を行った。資産の売却にあたっては、市場に悪影響を与えることのない

よう売却のタイミングや回収金額の分散等の工夫を行った。

③ 短期借入に備えて借入先の選定を行い、予見し難い事由による 一時

的な資金不足等に対応するための体制を整備した。ただし、平成２４年

度においては、短期借入が必要となるような事態は発生しなかった。

【平成２５年度】

① キャッシュ・アウトについては、財投債ファンド及びキャッシュ・ア

ウト等対応ファンドの満期償還金・利金等並びに短期資産を活用した。

慮しつつ、年金給付のため

の流動性を確保すること

は、重要かつ難易度の高い

目標であると考える。そう

した課題を踏まえ、財投債

が減少していく中で、安定

的にキャッシュ・アウト資

金を確保するためにキャッ

シュ・アウト等対応ファン

ドを設置するとともに、二

度の増額を行い、これによ

り、平成２５年度と平成２

６年度は、市場売却なしに

キャッシュ・アウトに対応

することができ、また、今

後、第３期中期目標期間に

おいても、同様の対応を見

込めるようになったこと

は、目標策定時の想定を上

回る成果を達成したと考え

る。これらのことから、第

２期中期目標における所期

の目標を上回る成果が得ら

れており、さらに、重要か

つ難易度の高い目標を達成

したことを考慮して、評定

を一段階引き上げ、Ｓと評

価する。

【評価の視点】

（１） 平成２３年度に財投

債の残高が減少してい

く中で、キャッシュ・

アウトに対応するた

め、キャッシュ・アウ

ト等対応ファンドを設

置し、平成２４年度に

は安定的にキャッシ

ュ・アウト資金を確保

するためにキャッシ

ュ・アウト等対応ファ

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

年金積立金の管理運用において、必要な年金

給付に対応したキャッシュ・アウトを確実に行

うことは必須であり、平成 21 年財政検証により

想定されたキャッシュ・アウトの増加に適切に

対応する必要があった。また、財投債の残高が

減少する中で、本中期目標期間に経済動向も踏

まえ本格化した多額のキャッシュ・アウトに対

して、対応を求められ、重要かつ難易度の高い

事項である。

なお、平成 22 年度のキャッシュ・アウト額に

占める市場売却額の割合は 58％であったが、平

成 23 年度にキャッシュ・アウト等対応ファンド

を設置した結果、平成 23 年度は４％、平成 24

年度に０．３％となり、平成 25 年度以降は市場

で売却することなく流動性を確保した。法人の

創意工夫による定量的な効果が顕著に認められ

る（キャッシュ・アウト額のうち市場売却しな

い額の割合は、平成 22 年:42％→平成 24 年：

99.7％）。

＜今後の課題＞

引き続き年金給付等に必要な流動性の確保に

努めること。

＜その他事項＞
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(2)市場の価格形成

等に配慮しつつ、円

滑に資産の売却等を

行い、不足なく確実

に資金を確保するた

めに、市場動向の把

握・分析や短期借入

の活用等必要な機能

の強化を行っている

か。

② 短期借入に備えて借入先の選定を行い、予見し難い事由による一時的

な資金不足等に対応するための体制を維持した。ただし、平成２５年度

においては、短期借入が必要となるような事態は発生しなかった。

【平成２６年度】

① キャッシュ・アウトについては、財投債ファンド及びキャッシュ・アウ

ト等対応ファンドの満期償還金・利金等並びに短期資産を活用した。また、

基本ポートフォリオの見直しに合わせて、財政検証で想定されている第３

期中期計画期間（平成２７～３１年度）のキャッシュ・アウト見込額（経

済中位ケースで約２０兆円）について、法人が自家運用している財投債及

びキャッシュ・アウト等対応ファンドの満期償還金・利金により概ね賄え

るよう、キャッシュ・アウト等対応ファンドの増額を行った。

② また、仮に資産の売却を行う場合は、市場に悪影響を与えることのない

よう以下の工夫を行うこととしている。

・ 売却のタイミングや回収金額を分散して実施

・ 売却資産は、市場動向の分析を踏まえて、市場に悪影響を与えないよ

うに資産を選定

・ 売却する際は、複数の運用機関に分けて当法人の投資行動が市場に把

握されないように実施

・ 売却にあたって問題が生じていないかヒアリングを行うなど運用機関

との綿密な連携を実施

③ 従来、月次で市場動向の把握・分析を行い、情報を提供していたが、平

成２７年１月以降は、週次でも情報提供を行った。

④ 短期借入に備えて借入先の選定を行い、予見し難い事由による一時的な

資金不足等に対応するための体制を維持した。ただし、平成２６年度にお

いては、短期借入が必要となるような事態は発生しなかった。

ンドを増額した。平成

２５年度と平成２６年

度は、年金財政の見通

しと実績のキャッシ

ュ・アウト額に乖離が

生じる中で、財投債及

びキャッシュ・アウト

等対応ファンドの満期

償還金・利金などで全

てのキャッシュ・アウ

トに対応できた。これ

らは、法人の自主的な

取組による創意工夫に

より行った。また、基

本ポートフォリオの見

直しに併せて財政検証

を踏まえて、キャッシ

ュ・アウト等対応ファ

ンドを拡充し、第３期

中期計画期間のキャッ

シュ・アウト見込額へ

の対応を図った。これ

らのことから、第２期

中期目標における所期

の目標を上回る成果を

達成していると考え

る。

（２） 市場動向の把握や短

期借入の活用など必要

な機能の強化について

は、適切に行っており、

所期の目標を達成して

いると考える。

＜課題と対応＞

特になし

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－８ 内部統制の一層の強化に向けた体制整備等

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」（「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣

議決定）において、具体的に記述されたため）

難易度：「高」（迅速な基本ポートフォリオの見直しとあわせガバナ

ンス体制の強化を図ることとされため）

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第３ 業務の質

の向上に関する

事項

２．内部統制の

一層の強化に向

けた体制整備

年金積立金の

管理及び運用に

当たっては、専

門性の向上を図

るとともに、責

任体制の明確化

第２ 業務の質の

向上に関する事項

１．内部統制の一

層の強化に向けた

体制整備

年金積立金の管

理及び運用に当た

っては、専門性の

向上を図るととも

に、責任体制の明

確化を図り、受託

者責任（慎重な専

＜主要な業務実績＞

第２ 業務の質の向上に関する事項

１．内部統制の一層の強化に向けた体制整備

（１） 内部統制の一層の強化を図る観点から、次のとおり管理運用法人におい

て、責任体制の明確化、関係法令及び管理運用方針等の周知及び遵守の徹

底等を行った。

【平成２２年度】

① 年金積立金の管理及び運用業務に係るすべての意思決定、進捗状況の

把握等については最高責任者である理事長が務めることとなっている。

その際、企画会議及び経営管理会議を通じて理事長に対する必要な判断

材料の提供及び関係幹部との情報共有を図り、理事長が意思決定、進捗

状況の把握等を適切・迅速に実施した。

＜自己評価＞

評定：Ｓ

以下の評価の視点ごとの

自己評価で示すとおり、中

期目標期間においては、内

部統制の一層の強化に向け

た体制整備並びに管理運用

能力の向上については、法

人の自主的な取組みによる

創意工夫を行い、第２期中

期目標における所期の目標

を上回る成果が得られてお

り、さらに、重要かつ難易

評定 S 又は A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成２３年

度に内部統制の基本方針を策定し、理事長によ

る重要情報の適時適切な把握及び役職員への周

知徹底のための体制の整備を行うとともに、理

事長直轄の経営管理会議等を活用し四半期ごと

に中期計画・年度計画の進捗・達成状況を把握

し、業務改善指示等を出す等業務改善につなげ、

受託者責任の徹底等の取組については、「コンプ

ライアンス委員会」等の開催等により徹底を図

り、運用リスク、運営リスクについても、リス

クの洗い出し等による「法人リスク管理表」の

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。
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を図り、年金積

立金の運用に関

わるすべての者

について、法令

遵守及び受託者

責任（慎重な専

門家の注意義務

及び忠実義務の

遵守）を徹底す

ること。

また、運用リ

スクの管理や法

令遵守の確保等

を一層的確に実

施できるよう、

所要の体制整備

等を図ること。

さらに、法人

の業務が運用受

託機関等との不

適切な関係を疑

われることがな

いよう、役員の

再就職に関し適

切な措置を講ず

ること。

３．管理及び運

用能力の向上

法人全体の人件

費 を 見 据 え つ

つ、引き続き、

資質の高い人材

の確保・育成を

進 め る と と も

に、運用の基盤

となる情報シス

テムの整備等を

行うこと。

門家の注意義務及

び忠実義務の遵

守）を踏まえ、関

係法令、中期目標、

中期計画及び第１

の１に定める管理

運用方針等の周知

及び遵守の徹底を

図る。また、運用

受託機関等に対し

て、関係法令等の

遵守を徹底するよ

う求める。

なお、リスクの

管理や法令遵守の

確保等を一層的確

に実施できるよ

う、所要の体制整

備等を図る。

さらに、運用受託

機関等との不適切

な関係を疑われる

ことがないよう、

役員の再就職に関

し一定の制約を設

ける。

２. 管理及び運用

能力の向上

法人全体の人件費

等を見据えつつ、

引き続き、金融分

野の実務経験者と

いった資質の高い

人材の確保・育成

を進めるととも

に、運用手法の見

直しや制度変更等

に応じ年金積立金

の管理及び運用の

基盤となる情報シ

ステムの整備等を

＜評価の視点＞

(1)内部統制（業務の

有効性・効率性、法

令等の遵守、資産の

保全、財務報告の信

頼性等）に係る取組

を行ったか。

特に、東日本大震災後に随時、臨時経営管理会議を開催し、職員の出

勤状況の把握、運用受託機関及び資産管理機関の状況把握等、業務に優

先順位をつけた上での詳細な進捗管理を行うとともに、震災の市場動向

への影響についても情報の共有を図る等、機動的にリスク管理対応を図

った。

② 平成２１年度に引き続き、重要なもの以外の事務等の処理について

は、効率的な業務実施のため、専決権者に行わせることとし、具体的な

事務及びこれに対応する専決権者名を文書管理規程として文書化して

定めている。また、各部署の所掌事務に係る権限と責任の範囲を組織規

程として細かく文書化することにより、曖昧さを除去するように努め、

その責任の所在及び範囲を明確にしている。

③ 関係法令及び管理運用方針の遵守徹底のため、これらを管理運用法人

ＬＡＮに掲載し、内部規程等の改正の都度、メールにより役職員に周知

を行うとともに、幹部職員及び法務に関する有識者である第三者で構成

するコンプライアンス委員会を開催し、関係法令の遵守状況等の報告及

びコンプライアンス推進施策の審議を行った。

また、被保険者の利益を最優先すること（受託者責任）について、国

民から疑念を受けないよう、法令遵守等の徹底を図る観点から、役職員

の服務規律の概要をとりまとめた「コンプライアンスハンドブック」の

改訂（平成２２年１２月）を行い、これを周知し、役職員の意識の向上

を図った。

④ 法人運営におけるリスクについては、その洗い出しを行い、リスクの

強度、頻度、影響度及びその対応状況等を体系づけた「法人リスク管理

表」について、自己評価（セルフアセスメント）を行い、これを取りま

とめた上で、運営リスク管理委員会に報告するとともに、これを職員に

周知することで運営リスクへの対応認識の共有を図った。

【平成２３年度】

① 内部統制の基本方針の策定

管理運用法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）及び中

期目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、法令等を遵守しつ

つ業務を行い、管理運用法人の使命を有効かつ効率的に果たすため、「内

部統制の基本方針」を策定した。

（内部統制の基本方針）

ア 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備

イ 法令等の遵守体制の整備

ウ 損失危機管理の体制の整備

エ 情報保存管理の体制の整備

オ 財務報告等信頼性確保の体制の整備

② 経営管理会議及び企画会議

経営管理会議、企画会議により理事長の意思決定のサポート等を行っ

た。

度の高い目標を達成したこ

とを考慮して、評定を一段

階引き上げ、Ｓと評価する。

【評価の視点】

（１） 平成２３年度は、業

務運営に関する目標

（中期目標）及び中期

目標を達成するための

計画（中期計画）に基

づき、法令等を遵守し

つつ業務を行い、管理

運用法人の使命を有効

かつ効率的に果たすた

め、「内部統制の基本方

針」を策定したことは、

目標策定時に想定した

以上の政策実現を達成

したと考える。

また、平成２５年１

２月２５日及び平成２

６年６月２４日の閣議

決定及び同年１０月３

１日の運用委員会の建

議を踏まえ、独立行政

法人の枠組みの中でで

きる範囲のガバナンス

体制の強化を図った。

このことは、重要かつ

難易度の高い目標を達

成したと考える。

具体的には、中期計

画及び業務方法書の作

成・変更にかかる運用

委員会の事前承認の導

入、運用に係る専門人

材を理事に任命、ＣＩ

Ｏ（最高投資責任者）

の設置、ＣＩＯを委員

長とする投資委員会の

設置、運用委員会にお

作成等を通じ、一層の取組を行っている等とし

て、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、所期の目標を達成していると認められる。

また、「日本再興戦略」改訂 2014 により、基

本ポートフォリオの見直しにあわせ、ガバナン

ス体制の強化を図ることとされ、中期計画の要

請に加え、より重要かつ難易度の高い課題とし

て課されており、「独立行政法人の評価に関する

指針」（平成 27 年 5 月 25 日改定、総務大臣決

定）に基づき、評定を 1 段階引き上げることが

適切である。

なお、運用委員会については、運用委員会の

建議によるガバナンス委員会の開催も含め、以

下の通り、開催回数が顕著に増加しており、法

人の創意工夫による定量的な増加が顕著に認め

られる。

22 年度 10 回（運用委員会 10 回）、

23 年度 13 回（運用委員会 9 回、検討作業班 4

回）

24 年度 10 回（運用委員会 9 回、検討作業班 1

回）

25 年度 15 回（運用委員会 12 回、検討作業班

3 回）

26 年度 26 回（運用委員会 15 回、検討作業班

6 回、ガバナンス会議 5 回））

＜今後の課題＞

ガバナンス強化は不断の課題であり、引き続

き鋭意取り組むことが望まれる。

＜その他事項＞
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行う。

(2)年金積立金の管

理及び運用に当た

り、責任体制の明確

化が図られている

か。

(3)受託者責任を踏

まえ、関係法令、中

期目標、中期計画及

び管理運用方針の遵

守の徹底並びに役職

員への研修の実施等

を行ったか。

(4)運用受託機関等

に対し、契約等にお

いて、受託者責任（慎

重な専門家の注意義

務及び忠実義務の遵

守）を踏まえ、関係

法令等の遵守を徹底

するよう求めたか。

(5)運用経験者の採

用など、資質の高い

③ 法令遵守

関係法令及び管理運用方針の遵守徹底のため、これらを管理運用法人

ＬＡＮに掲載し、内部規程等の改正の都度、メールにより役職員に周知

を行うとともに、幹部職員及び法務に関する有識者である第三者で構成

するコンプライアンス委員会を開催し、関係法令の遵守状況等の報告及

びコンプライアンス推進施策の審議を行った。

また、被保険者の利益を最優先すること（受託者責任）について、国

民から疑念を受けないよう、法令遵守等の徹底を図る観点から、役職員

の服務規律の概要をとりまとめた「コンプライアンスハンドブック」の

改訂（平成２３年１０月）を行い、これを周知し、役職員の意識の向上

を図った。

④ 運用リスク管理委員会

従来内部で実施していた運用リスク管理について、新たに委員会とし

て組織し、責任の明確化を図った。

⑤ 法人運営におけるリスクについては、その洗い出しを行い、リスクの

強度、頻度、影響度及びその対応状況等を体系づけた「法人リスク管理

表」について、自己評価（セルフアセスメント）を行い、これを取りま

とめた上で、運営リスク管理委員会に報告するとともに、これを職員に

周知することで運営リスクへの対応認識の共有を図った。

【平成２４年度】

① 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備

役員及び幹部職員が出席する企画会議及び経営管理会議により、重要

事項に関する討議、情報の共有を図るなど、理事長のリーダーシップの

下、法人の業務の有効性、効率性の確保に努めた。

また、中期計画等を達成するため、あらかじめ年度計画を四半期ごと

に分割して設定した目標に対する実績を、経営管理会議において四半期

ごとに把握・評価することにより、問題点や課題を抽出し、事業運営の

改善を図った。

② 法令等の遵守体制の整備

法令等の遵守について、関係法令及び管理運用方針の遵守徹底のた

め、これらを管理運用法人ＬＡＮに掲載し、内部規程等の改正の都度、

メールにより役職員に周知を行うとともに、幹部職員及び法務に関する

有識者である第三者で構成するコンプライアンス委員会を開催し、関係

法令の遵守状況等の報告及びコンプライアンス推進施策の審議を行っ

た。

また、法令遵守体制の重要性の認識を深め、実践的なコンプライアン

ス行動を習得するため、ｅ－ラーニングを活用した研修を行った。更に、

被保険者の利益を最優先すること（受託者責任）について、国民から疑

念を受けないよう、法令遵守等の徹底を図る観点から、役職員の服務規

律の概要をとりまとめた「コンプライアンスハンドブック」の改訂（平

成２４年１０月、平成２５年３月）を行い、これを周知し、役職員の意

けるガバナンス会議の

設置、投資原則及び行

動規範の策定、コンプ

ライアンス・オフィサ

ーの設置など、法人の

自主的な取組みによる

創意工夫を行った。こ

れらのことから、所期

の目標を質的に上回る

顕著な成果が得られた

と考える。

（２） 責任体制については、

内部統制の基本方針及

び内部規程において明

確にされており、所期

の目標を達成してい

る。

（３） 役職員の服務規律等

概要をまとめたコンプ

ライアンスハンドブッ

クを作成し、周知を図

っており、所期の目標

を達成していると考え

る。

（４） 運用受託機関等説明

会、定期ミーティング、

運用及びリスク管理の

状況の報告書提出時

等、運用受託機関等と

会する各般の機会を捉

えて、関係法令等の遵

守の徹底と確認を行っ

ており、所期の目標を

達成していると考え

る。

（５） 運用に係る専門人材

を理事に任命するとと



77

人材をより広く求め

る職員採用を行った

か。

(6)資質の高い人材

の確保・育成を進め

るための対応を行っ

たか。

(7)職員の資質の向

上を図るための研修

計画を策定し、資産

運用等の分野に係る

専門的かつ実務的な

研修を実施したか。

(8)資産運用等の分

野に係る資格の取得

を支援するための措

置をとったか。

(9)資格を保有する

職員数の増加など、

研修や資格取得の支

援や中途採用が成果

をもたらしている

か。

(10)運用手法の見直

しや制度変更等に応

じ、情報システムの

整備等を所定の手続

に従って適切に行っ

たか。

(11)業務改善の取組

を適切に講じている

識の向上を図った。

③ 損失危機管理の体制の整備

理事長を委員長とする運用リスク管理委員会（毎月１回）により、運

用リスク（年金積立金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理）の適切

な管理を行った。

また、法人運営におけるリスクの洗い出しを行い、リスクの強度、頻

度、影響度及びその対応状況等を体系づけた「運営リスク管理表」につ

いて、自己評価（セルフアセスメント）し、理事長を委員長とする運営

リスク管理委員会（平成２４年１０月、平成２５年３月）に報告すると

ともに、役職員に周知することで運営リスクへの対応認識の共有を図っ

た。

④ 情報保存管理の体制の整備

情報セキュリティ対策の目標・概要等を内容とした情報セキュリティ

ポリシーを制定（平成２４年９月）し、情報セキュリティ水準の向上を

図った。

また、情報セキュリティの重要性の認識を深め、直近の情報セキュリ

ティに係る動向を踏まえた実践的な知識を習得するため、ｅ－ラーニン

グを活用した研修や、政府、企業Ｗｅｂサイトへの攻撃事案や標的型攻

撃などへの対策等についての研修を実施した。

⑤ 財務報告等信頼性確保の体制の整備

財務報告等の信頼性を確保するため、経営管理会議、企画会議及び三

様監査会議（監事、会計監査人及び監査室で組織）で審議を実施した。

【平成２５年度】

① 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備

役員及び幹部職員が出席する企画会議及び経営管理会議により、重要

事項に関する討議、情報の共有を図るなど、理事長のリーダーシップの

下、法人の業務の有効性、効率性の確保に努めた。

また、中期計画等を達成するため、あらかじめ年度計画を四半期ごと

に分割して設定した目標に対する実績を、経営管理会議において四半期

ごとに把握・評価することにより、問題点や課題を抽出し、事業運営の

改善を図った。

② 法令等の遵守体制の整備

法令等の遵守について、関係法令及び管理運用方針の遵守徹底のた

め、これらをネットワークシステムに掲載し、内部規程等の改正の都度、

メールにより役職員に周知を行うとともに、幹部職員及び法務に関する

有識者である第三者で構成するコンプライアンス委員会を開催し、関係

法令の遵守状況等の報告及びコンプライアンス推進施策の審議を行っ

た。

また、法令遵守体制の重要性の認識を深め、実践的なコンプライアン

ス行動を習得するため、コンプライアンス委員会の開催時に外部委員

（弁護士）から民間企業の実例を基にしたコンプライアンス上の注意、

もに、業務体系の見直

しを実施し、高度で専

門的な人材の公募を行

うなど、重要かつ難易

度の高い目標を達成し

ており、所期の目標を

達成していると考え

る。

（６）（７）（８）

職員の資質の向上を図

るため、研修計画に基づ

き研修を実施するととも

に、業務に関連する資格

取得の推進に努めてお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。

（９） 証券アナリスト資格

の取得、支援及び中途

採用の結果、証券アナ

リスト資格取得者が中

期目標期間において７

人増加したことから、

所期の目標を達成して

いると考える。

（１０） 情報システムの整

備等を実施してお

り、所期の目標を達

成していると考え

る。

（１１） 業務改善の取組み

を適切に講じてお
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か。

※業務改善の取組：

国民からの苦情・指

摘についての分析・

対応、国民が懸念を

抱くことのない開か

れた法人運営、目安

箱等職員からの提案

を受け付けるための

仕組みの構築、改善

に取り組む職員を人

事上評価しているか

等

(12)国民のニーズと

ずれている事務・事

業や、費用に対する

効果が小さく継続す

る必要性の乏しい事

務・事業がないか等

の検証を行い、その

結果に基づき、見直

しを図っているか。

(13)関連公益法人と

の関係について、透

明性確保に向けた見

直しを図っている

か。

※ 独立行政法人会

計基準上の関連公益

法人に限らず、すで

に批判をされていた

り、国民から疑念を

抱かれる可能性のあ

る業務委託等につい

て、①当該業務委託

等の必要性、②独立

行動等について説明を受けた。さらに、被保険者の利益を最優先するこ

と（受託者責任）について、国民から疑念を受けないよう、法令遵守等

の徹底を図る観点から、役職員の服務規律の概要をとりまとめた「コン

プライアンスハンドブック」の改訂（平成２５年１０月）を行い、これ

を周知し、役職員の意識の向上を図った。

③ 損失危機管理の体制の整備

理事長を委員長とする運用リスク管理委員会（毎月１回）により、運

用リスク（年金積立金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理）の適切

な管理を行った。

また、法人運営におけるリスクの洗い出しを行い、リスクの強度、頻

度、影響度及びその対応状況等を体系づけた「運営リスク管理表」につ

いて、自己評価（セルフアセスメント）し、理事長を委員長とする運営

リスク管理委員会（平成２５年１０月）に報告するとともに、役職員に

周知することで運営リスクへの対応認識の共有を図った。

④ 情報保存管理の体制の整備

情報セキュリティ・インシデントの発生に備えたＣＳＩＲＴ

（Computer Security Incident Response Team）を設置するとともに、

法人内連絡体制及び対応手順を整備した。また、情報セキュリティを確

保するための対策強化や情報セキュリティの確保が困難なフリーメー

ル等約款による情報処理サービスの利用を原則禁止としたほか、情報セ

キュリティに関するオンライン研修、注意喚起等を通じて役職員の情報

セキュリティ意識醸成を図るなど、実効性を引き上げるための対策を適

宜検討、実施した。

前年度に制定した情報セキュリティポリシーについては、手順書に基

づくケーススタディを用いた実践的な研修を行い、役職員への周知徹底

を図った。

⑤ 財務報告等信頼性確保の体制の整備

財務報告等の信頼性を確保するため、経営管理会議、企画会議及び三

様監査会議（監事、会計監査人及び監査室で組織）で審議を実施した。

【平成２６年度】

① 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月閣

議決定）において「運用委員会について（中略）資金運用の重要な方針

等について、実質的に決定できる体制を整備する。」こととされた。ま

た、「日本再興戦略改訂２０１４」（平成２６年６月２４日閣議決定）に

おいて「基本ポートフォリオの見直しを機に、法人のガバナンス体制の

強化を図る必要があり、まずは、フォワードルッキングな観点からリス

ク管理体制の再構築等を行うことで、より機動的な運用を目指す。」と

決定された。さらに、運用委員会から、今回の基本ポートフォリオの見

直しに併せて、ガバナンス体制の強化について建議がなされた。

② 内部体制の強化については、上記２つの閣議決定及び運用委員会建議

を踏まえ、以下の取組みを実施。

り、所期の目標を達

成していると考え

る。

（１２）（１４）

第２期中期目標期間の最

終年度である平成２６年度

に総務省の「主要な事務及

び事業の改善に関する勧告

の方向性」に沿った厚生労

働省からの第３期中期目標

が指示され、管理運用法人

では当該中期目標に基づく

第３期中期計画を作成して

おり、所期の目標を達成し

ている。

（１３）関連公益法人はない。

＜課題と対応＞

特になし
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行政法人自ら行わず

他者に行わせる必要

性、③①及び②の必

要があるとして、他

者との契約について

その競争性を高める

方策等を検討し、見

直しを図っているか

等

(14)中期目標期間終

了時において、主務

大臣が行う法人の組

織・業務の全般にわ

たる見直しを前提に

した評価が行われて

いるか。

ア 平成２６年８月に、基本ポートフォリオのような資金運用の重要な

方針等については、理事長による決定の前提として、運用委員会の議

決による事前承認を必要とする仕組みを導入した。

イ また、平成２６年１０月にコンプライアンス・オフィサーを任命し、

役職員のコンプライアンス遵守状況を監視する体制を整備するとと

もに、

ウ 運用委員会の下に「ガバナンス会議」を設置し、当法人の「投資原

則」・「行動規範」の策定及びその遵守状況の監視を行うこととした。

エ さらに、平成２７年１月には、運用に係る専門人材を理事に任命す

るとともに、

オ 管理運用業務に係る投資決定を統括する者としてＣＩＯ（最高投資

責任者）を設置し、当該理事に兼務させ、

カ 投資決定を適切に行うため、ＣＩＯを委員長とし、理事長及び使命

する者を委員とする投資委員会を設置した。

③ 内部統制については、内部統制の基本方針等に基づき、以下のとおり

適切に行った。

ア 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備

役員及び幹部職員が出席する投資委員会及び経営企画会議により、

重要事項に関する討議、情報の共有を図るなど、理事長のリーダーシ

ップの下、法人の業務の有効性、効率性の確保に努めた。

また、中期計画等を達成するため、あらかじめ年度計画を四半期ご

とに分割して設定した目標に対する実績を、経営企画会議において四

半期ごとに把握・評価することにより、問題点や課題を抽出し、事業

運営の改善を図った。

イ 法令等の遵守体制の整備

法令等の遵守について、関係法令及び管理運用方針の遵守徹底のた

め、これらをネットワークシステムに掲載し、内部規程等の改正の都

度、メールにより役職員に周知を行うとともに、幹部職員及び法務に

関する有識者である第三者で構成するコンプライアンス委員会を開

催し、関係法令の遵守状況等の報告及びコンプライアンス推進施策の

審議を行った。

また、法令遵守体制の重要性の認識を深め、実践的なコンプライア

ンス行動を習得するため、コンプライアンス委員会の開催時に外部委

員（弁護士）から民間企業の実例を基にしたコンプライアンス上の注

意、行動等について説明を受けた。さらに、被保険者の利益を最優先

すること（受託者責任）について、国民から疑念を受けないよう、法

令遵守等の徹底を図る観点から、役職員の服務規律の概要をとりまと

めた「コンプライアンスハンドブック」の改訂（平成２６年４月・１

０月）を行い、これを周知し、役職員の意識の向上を図った。

なお、平成２６年度は、内部統制の強化の一環として、１０月にコ

ンプライアンス・オフィサーを任命した。また、運用委員会からの建
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議を踏まえ、３月に投資原則及び行動規範を制定し、ホームページに

掲載するとともに、投資原則及び行動規範に則り、管理運用業務を実

施し、及び国民から信頼される組織であるべく行動するよう役職員へ

周知徹底を図った。

ウ 損失危機管理の体制の整備

理事長を委員長とする運用リスク管理委員会（毎月１回）により、

運用リスク（年金積立金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理）の

適切な管理を行った。

また、法人運営におけるリスクの洗い出しを行い、リスクの強度、

頻度、影響度及びその対応状況等を体系づけた「運営リスク管理表」

について、自己評価（セルフアセスメント）し、理事長を委員長とす

る運営リスク管理委員会（平成２６年４月・１０月）に報告するとと

もに、役職員に周知することで運営リスクへの対応認識の共有を図っ

た。

エ 情報保存管理の体制の整備

情報セキュリティに対する更なる意識向上を目的として、法人の情

報資産に対する脅威について理解し、脅威から情報資産を守るための

ルールや対策等について研修を実施した。また、標的型攻撃メールを

受信した場合に備え、模擬標的型攻撃メールを用いた対策訓練を実施

した。

オ 財務報告等信頼性確保の体制の整備

財務報告等の信頼性を確保するため、経営管理会議、企画会議及び

三様監査会議（監事、会計監査人及び監査室で組織）で審議を実施し

た。

（２） 運用受託機関及び資産管理機関（以下「運用受託機関等」という。）に

おける関係法令等の遵守の徹底を図るため、次の措置を行った。

【平成２２年度】

ⅰ 平成２２年５月１３日に開催した運用受託機関等説明会において、

契約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵守の徹底を求め

た。

ア 運用手法、運用体制等

イ 資産管理の方法

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡

エ 重大な変更についての事前協議

オ 法令遵守体制の確立

カ 外部監査の導入などのコンプライアンスの徹底

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・リスクへの配

慮等のリスク管理

ケ 株主利益の最大化を図るための株主議決権行使への取組

コ 資産管理上の留意点
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ⅱ 定期ミーティング時並びに運用やリスク管理及び資産管理の状況

に係る報告を求める際、コンプライアンスの遵守状況の確認として、

次の事項について、関係法令等の遵守が適切になされているかを確認

した。

＜運用受託機関＞

ア 投資対象

イ 投資対象国

ウ 銘柄格付

エ 禁止取引

オ 利益相反行為の回避

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資

キ 政策投資

ク クロス取引

ケ 最良執行に関する事項

コ 外部監査状況

サ 問題発生時の対応

シ ＳＡＳ７０等内部統制監査の項目等

なお、ＳＡＳ７０等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

＜資産管理機関＞

ア 実績・遵守状況・担当部署

イ 利益相反行為の回避

ウ 外部クロス取引

エ 内部監査状況

オ 外部監査状況

カ 問題発生時の対応

キ ＳＡＳ７０等内部統制監査の項目等

なお、ＳＡＳ７０等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

【平成２３年度】

ⅰ 平成２３年４月１４日に開催した運用受託機関等説明会において、

契約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵守の徹底を求め

た。

ア 運用手法、運用体制等

イ 資産管理の方法

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡

エ 重大な変更についての事前協議

オ 法令遵守体制の確立

カ 外部監査の導入などのコンプライアンスの徹底

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・リスクへの配
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慮等のリスク管理

ケ 株主利益の最大化を図るための株主議決権行使への取組

コ 資産管理上の留意点

ⅱ 定期ミーティング時並びに運用やリスク管理及び資産管理の状況

に係る報告を求める際、コンプライアンスの遵守状況の確認として、

次の事項について、関係法令等の遵守が適切になされているかを確認

した。

＜運用受託機関＞

ア 投資対象

イ 投資対象国

ウ 銘柄格付

エ 禁止取引

オ 利益相反行為の回避

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資

キ 政策投資

ク クロス取引

ケ 最良執行に関する事項

コ 外部監査状況

サ 問題発生時の対応

シ 日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第１８号（１８号報

告書）等内部統制監査の項目等

なお、１８号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

＜資産管理機関＞

ア 実績・遵守状況・担当部署

イ 利益相反行為の回避

ウ 外部クロス取引

エ 内部監査状況

オ 外部監査状況

カ 問題発生時の対応

キ 日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第１８号（１８号報

告書）等内部統制監査の項目等

なお、１８号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

【平成２４年度】

ⅰ 平成２４年４月１６日に開催した運用受託機関等説明会において、

契約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵守の徹底を求め

た。

ア 運用手法、運用体制等

イ 資産管理の方法

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡
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エ 重大な変更についての事前協議

オ 法令遵守体制の確立

カ 外部監査の導入等のコンプライアンスの徹底

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・リスクへの配

慮等のリスク管理

ケ 株主利益の最大化を図るための株主議決権行使への取組

コ 資産管理上の留意点

ⅱ 定期ミーティング時並びに運用やリスク管理及び資産管理の状況

に係る報告を求める際、コンプライアンスの遵守状況の確認として、

次の事項について、関係法令等の遵守が適切になされているかを確認

した。

＜運用受託機関＞

ア 投資対象

イ 投資対象国

ウ 銘柄格付

エ 禁止取引

オ 利益相反行為の回避

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資

キ 政策投資

ク クロス取引

ケ 最良執行に関する事項

コ 外部監査状況

サ 問題発生時の対応

シ 日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第１８号（１８号報

告書）等内部統制監査の項目等

なお、１８号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

＜資産管理機関＞

ア 実績・遵守状況・担当部署

イ 利益相反行為の回避

ウ 外部クロス取引

エ 内部監査状況

オ 外部監査状況

カ 問題発生時の対応

キ 日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第１８号（１８号報

告書）等内部統制監査の項目等

なお、１８号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

【平成２５年度】

ⅰ 平成２５年４月２６日に開催した運用受託機関等説明会において、
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契約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵守の徹底を求め

た。

ア 運用手法、運用体制等

イ 資産管理の方法

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡

エ 重大な変更についての事前協議

オ 法令遵守体制の確立

カ 外部監査の導入等のコンプライアンスの徹底

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・リスクへの配

慮等のリスク管理

ケ 株主利益の最大化を図るための株主議決権行使への取組

コ 資産管理上の留意点

ⅱ 定期ミーティング時並びに運用やリスク管理及び資産管理の状況

に係る報告を求める際、コンプライアンスの遵守状況の確認として、

次の事項について、関係法令等の遵守が適切になされているかを確認

した。

＜運用受託機関＞

ア 投資対象

イ 投資対象国

ウ 銘柄格付

エ 禁止取引

オ 利益相反行為の回避

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資

キ 政策投資

ク クロス取引

ケ 最良執行に関する事項

コ 外部監査状況

サ 問題発生時の対応

シ 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第８６号

（８６号報告書）等内部統制監査の項目等

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

＜資産管理機関＞

ア 実績・遵守状況・担当部署

イ 利益相反行為の回避

ウ 外部クロス取引

エ 内部監査状況

オ 外部監査状況

カ 問題発生時の対応

キ 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第８６号
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（８６号報告書）等内部統制監査の項目等

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

【平成２６年度】

ⅰ 平成２６年６月２日に開催した運用受託機関等説明会において、契

約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵守の徹底を求め

た。

ア 運用手法、運用体制等

イ 資産管理の方法

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡

エ 重大な変更についての事前協議

オ 法令遵守体制の確立

カ 外部監査の導入等のコンプライアンスの徹底

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・リスクへの配

慮等のリスク管理

ケ 株主利益の最大化を図るためのスチュワードシップ責任･株主議

決権行使への取組

コ 資産管理上の留意点

ⅱ 定期ミーティング時並びに運用やリスク管理及び資産管理の状況

に係る報告を求める際、コンプライアンスの遵守状況の確認として、

次の事項について、関係法令等の遵守が適切になされているかを確認

した。

＜運用受託機関＞

ア 投資対象

イ 投資対象国

ウ 銘柄格付

エ 禁止取引

オ 利益相反行為の回避

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資

キ 政策投資

ク クロス取引

ケ 最良執行に関する事項

コ 外部監査状況

サ 問題発生時の対応

シ 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第８６号

（８６号報告書）等内部統制監査の項目等

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

＜資産管理機関＞

ア 実績・遵守状況・担当部署



86

イ 利益相反行為の回避

ウ 外部クロス取引

エ 内部監査状況

オ 外部監査状況

カ 問題発生時の対応

キ 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第８６号

（８６号報告書）等内部統制監査の項目等

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、提出を求め、

その監査内容を確認した。

（３） 運用受託機関等の不適切な関係を疑われることがないよう、役員の再就

職に関し一定の制約を設けることとして、以下の取組を行った。

【平成２２年度】

平成２２年６月７日に「役員の再就職の制限に関する規程」を制定した。

【平成２３年度】

「役員の再就職の制限に関する規程」について、新任役員へ説明のうえ

所要の手続き行う等、適切な運用を行った。

【平成２４年度】

「役員の再就職の制限に関する規程」により、役員の再就職に関し一定

の制約を設けていることを役員交代時に説明し、所要の手続きを行う等、

適切な運用を行った。

【平成２５年度・平成２６年度】

運用受託機関等との不適切な関係を疑われることがないよう、「役員の

再就職の制限に関する規程」により、役員の再就職に関し一定の制約を設

けていることを役員交代時に説明し、所要の手続きを行う等、適切な運用

を行った。

（４）内部監査

【平成２２年度】

① 平成２２年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定し、全部室に対

して通常監査を２回、情報セキュリティ監査を１回実施した。

② 管理運用法人の新たな中期計画及び平成２２年３月に公表された総

務省の独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書等

の内容を踏まえ、内部監査の指針として制定していた「管理運用法人に

おける内部監査について（基本的考え方）」を内部統制に係る監査の充

実強化を中心として平成２２年６月に全面改正し、内部監査に対する職

員の理解と協力を得るため全部室に配付し周知を図った。

③ 合規性の観点から法人文書等を点検し、その結果を数値化する等によ

り監査書及び監査報告書の充実を図り、経営管理会議に法人全体の監査

結果の報告を行った。

④ 監査結果については、法人の適正な事務処理の実施に資するため、監

査結果報告後速やかに全部室に対して通知し、迅速な業務改善等を促し

た。
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⑤ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説明、監査項目等

の説明及び監査結果報告等を内部監査実施の各段階において行い、緊密

に連携を図った。

【平成２３年度】

① 平成２３年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定し、定期監査を

２回、情報セキュリティ監査を１回実施した。

② 監査結果については、経営管理会議に法人全体の報告を行うととも

に、法人の適正な事務処理の実施に資するため、監査結果報告後速やか

に全部室に対して通知し、指導等事項のあった当該部署の迅速な改善措

置を促した。

③ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説明、監査項目等

の説明及び監査結果報告等を内部監査実施の各段階において行い、緊密

に連携を図った。

【平成２４年度】

① 平成２４年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定し、定期監査を

２回、情報セキュリティ監査を１回実施した。

② 監査結果については、理事長等へ報告後、経営管理会議において法人

全体への報告を行った。報告後、法人の適正な事務処理の実施に資する

ため、速やかに全部室に対して監査結果を通知し、指導等事項のあった

当該部署に迅速な改善措置を促した。

③ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説明、監査項目等

の説明及び監査結果報告等を内部監査実施の各段階において行い、緊密

な連携を図った。

【平成２５年度】

① 平成２５年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定し、定期監査を

２回、情報セキュリティ監査を１回実施した。

② 監査結果については、理事長等へ報告を行い、報告後速やかに、法人

の適正な事務処理の実施に資するため全部室に対して監査結果を通知

し、指導等事項のあった当該部署に迅速な改善措置を促した。また、経

営管理会議において法人全体への監査結果報告を行った。

③ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説明、監査項目等

の説明及び監査結果報告等を内部監査実施の各段階において行い、緊密

な連携を図った。

【平成２６年度】

① 平成２６年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定し、定期監査を

２回、情報セキュリティ監査を１回実施した。

② 監査結果については、理事長等へ報告を行い、報告後速やかに、法人

の適正な事務処理の実施に資するため全部室に対して監査結果を通知

し、指導等事項のあった当該部署に迅速な改善措置を促した。また、経

営企画会議において法人全体への監査結果報告を行った。

③ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説明、監査項目等
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の説明及び監査結果報告等を内部監査実施の各段階において行い、緊密

な連携を図った。

（５）監事監査

【平成２２年度】

① 監事による監査については、監事監査方針及び平成２２年度監事監査

計画（平成２２年４月２０日通知）に基づき、下表のとおり実施された。

年 月 対象部室等 実施内容等

22.5～6 管理部
第１期中期目標期間及び平成 21 年度契約監査、内部

統制に関する監査

22.6 管理部 平成 21 年度決算（会計）監査

22.6 理事長 平成 21 年度監査報告（内部統制を含む。）

22.10 全部室
「内部統制に関する監事監査実施基準」（平成 22 年

10 月 26 日監事制定）の周知

22.11～

23.3
全部室 業務監査（各部室長へのヒアリング等）

通年 全部室

経常監査（理事長・理事との面談、経営管理会議そ

の他全ての重要会議等への出席、運用委員会等の傍

聴、各種会議資料・決裁文書等監事回付資料等の閲

覧及び説明聴取等）

② 平成２２年度監事監査の充実・強化の取組実績

ア 「監事監査方針」を作成し監事監査の狙い・使命、監事の存在

意義・責務を役職員に周知

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月次計画表、

同実績表を作成し役職員に周知

ウ 内部統制システム監査充実・強化のため「内部統制に関する監

事監査チェックリスト・評価表」「法人の長マネジメントに関する

評価表」を作成し活用

エ 会計監査人（年７回の連絡会議開催）及び監査室（月１回の連

絡会）との連携を強化し、それぞれの監査効率を高めるとともに、

監事補助者機能を強化

オ 平成２２年度から企画会議・契約審査会等全ての重要な会議・

委員会に出席し、必要に応じて監事として意見表明し、事後検証

のみならず、予防的観点に立った経常監査を実施

カ 監事監査を（a）日常的・予防的監査の観点に立った「経常監査」、

（b）業務運営の適正性・効率性、内部統制状況を確認・検証する

「業務監査」、（c）監事による監査が定められた事項や法人の講ず

べき措置の実施状況を検証する「重点事項監査」、（d）財務報告の

信頼性を確保する「会計監査」に体系化し、それぞれの監査の視

点で監事意見を形成し、役員・管理職に周知徹底し、「経営改革に

貢献する」かつ「管理運用法人内のガバナンス体制の確立に寄与
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する」ことを念頭においた監事活動を実施

【平成２３年度】

① 監事による監査については、監事監査方針及び平成２３年度監事監査

計画（平成２３年４月７日通知）に基づき、下表のとおり実施された。

年 月 対象部室等 実施内容等

23.4～5
管理部

企画部
重点事項監査

23.6 管理部 平成 22 年度決算（会計）監査

23.6 理事長 平成 22 年度監査報告（内部統制を含む。）

23.10～

24.3
全部室 業務監査（各部室長へのヒアリング等）

通年 全部室

経常監査（理事長・理事との面談、経営管理会議その

他全ての重要会議等への出席、運用委員会等の傍聴、

各種会議資料・決裁文書等監事回付資料等の閲覧及び

説明聴取等）

② 平成２３年度監事監査の充実・強化の取組実績

ア 「監事監査方針」を作成し監事監査の狙い・使命、監事の存在意

義・責務を役職員に周知

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月次計画表、同

実績表を作成し役職員に周知

ウ 「内部統制に関する監事監査実施基準」に基づき、「内部統制に

関する監事監査チェックリスト・評価表」、「法人の長のマネジメン

トに関する監事監査チェックリスト・評価表」及び「監事監査ＩＴ

ガバナンスチェックリスト」を活用し、内部統制監査の効率化を推

進

エ 会計監査人（年 5 回の連絡会議開催）及び監査室（随時の連絡会）

との緊密な連携を保ち、それぞれの監査の実効性・効率性の向上に

資するため及び財務報告信頼性の確保のため「三様監査会議」を設

置

オ 企画会議・契約審査会等全ての重要な会議・委員会に出席し、必

要に応じて監事として意見表明し、事後検証のみならず、予防的観

点に立った経常監査を実施

カ 監事監査を（a）業務運営の適正性・効率性、内部統制状況を確認・

検証する「業務監査」、（b）財務報告の信頼性を確保する「会計監査」、

（c）監事による監査が定められた事項や法人の講ずべき措置の実施

状況を検証する「重点事項監査」、（d）不正・不祥事の未然防止、意

思決定の合理性・透明性の確保、業務運営の改善といった予防的観点

から日常業務を監査する「経常監査」に体系化し、それぞれの監査の

視点で監事意見を形成し、役員・管理職に周知徹底し、「経営改革に
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貢献する」かつ「管理運用法人内のガバナンス体制の確立に寄与する」

ことを念頭においた監事活動を実施

【平成２４年度】

① 監事による監査については、監事監査方針及び平成２４年度監事監査

計画（平成２４年４月５日通知）に基づき、下表のとおり実施された。

年 月 対象部室等 実施内容等

24.4～6
管理部

企画部
監事重点事項監査

24.6 管理部 平成２３年度決算(会計)監査

24.6 理事長 平成２３年度監査報告(内部統制を含む。)

24.10～

25.3
全部室 業務監査(各部室長へのヒアリング等)

通年 全部室

経常監査(理事長・理事との面談、経営管理会議そ

の他全ての重要会議への出席、運用委員会等の傍

聴、各種会議資料・決裁文書等監事回付資料等の

閲覧及び説明聴取等)

② 平成２４年監事監査の充実・強化の取組実績

ア 「監事監査方針」を作成し監事監査の狙い・使命、監事の存在意

義・責務を役職員に周知

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月次計画表、同

実績表を作成し役職員に周知

ウ 「内部統制に関する監事監査実施基準」に基づき、「内部統制に

関する監事監査チェックリスト・評価表」、「法人の長のマネジメン

トに関する監事監査チェックリスト・評価表」及び「監事監査ＩＴ

ガバナンスチェックリスト」を活用し、内部統制監査の効率化を推

進

エ 会計監査人（年 7 回の連絡会議開催）及び監査室（随時の連絡会）

との緊密な連携を保ちつつ、財務及び非財務情報に係る信頼性の確

保のため、監事、会計監査人及び監査室で組織する「三様監査会議」

における審議を実施

オ 企画会議・契約審査会等全ての重要な会議・委員会に出席し、必

要に応じて監事として意見表明し、事後検証のみならず、予防的観

点に立った経常監査を実施

カ 監事監査を（a）業務運営の適正性・効率性、内部統制状況を確

認・検証する「業務監査」、（b）財務報告の信頼性を確保する「会

計監査」、（c）監事による監査が定められた事項や法人の講ずべき

措置の実施状況を検証する「監事重点事項監査」、（d）不正・不祥

事の未然防止、意思決定の合理性・透明性の確保、業務運営の改善
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といった予防的観点から日常業務を監査する「経常監査」に体系化

し、それぞれの監査の視点で監事意見を形成し、役員・管理職に周

知徹底し、「経営改革に貢献する」かつ「管理運用法人内のガバナ

ンス体制の確立に寄与する」ことを念頭においた監事活動を実施

【平成２５年度】

① 監事による監査については、監事監査方針及び平成２５年度監事監査

計画（平成２５年４月４日通知）に基づき、下表のとおり実施された。

年 月 対象部室等 実施内容等

25.4～6
管理部

企画部
監事重点事項監査

25.6 管理部 平成 24 年度決算(会計)監査

25.6 理事長 平成 24 年度監査報告(内部統制を含む。)

25.10～26.5 全部室 業務監査(各部室長へのヒアリング等)

通年 全部室

経常監査(理事長・理事との面談、経営管理会

議その他全ての重要会議への出席、運用委員

会等の傍聴、各種会議資料・決裁文書等監事

回付資料等の閲覧及び説明聴取等)

② 平成２５年度監事監査の充実・強化の取組実績

ア 「監事監査方針」を作成し監事監査の狙い・使命、監事の存在意

義・責務を役職員に周知

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月次計画表、同

実績表を作成し役職員に周知

ウ 「内部統制に関する監事監査実施基準」に基づき、「内部統制に

関する監事監査チェックリスト・評価表」、「法人の長のマネジメン

トに関する監事監査チェックリスト・評価表」及び「監事監査ＩＴ

ガバナンスチェックリスト」を活用し、内部統制監査の効率化を推

進

エ 会計監査人（年 7 回の連絡会議開催）及び監査室（随時の連絡会）

との緊密な連携を保ちつつ、財務及び非財務情報に係る信頼性の確

保のため、監事、会計監査人及び監査室で組織する「三様監査会議」

における審議を実施

オ 企画会議・契約審査会等全ての重要な会議・委員会に出席し、必

要に応じて監事として意見表明し、事後検証のみならず、予防的観

点に立った経常監査を実施

カ 監事監査を（a）業務運営の適正性・効率性、内部統制状況を確

認・検証する「業務監査」、（b）財務報告の信頼性を確保する「会

計監査」、（c）監事による監査が定められた事項や法人の講ずべき

措置の実施状況を検証する「監事重点事項監査」、（d）不正・不祥
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事の未然防止、意思決定の合理性・透明性の確保、業務運営の改善

といった予防的観点から日常業務を監査する「経常監査」に体系化

し、それぞれの監査の視点で監事意見を形成し、役員・管理職に周

知徹底し、「経営改革に貢献する」かつ「管理運用法人内のガバナ

ンス体制の確立に寄与する」ことを念頭においた監事活動を実施

【平成２６年度】

① 監事による監査については、平成２６年度監事監査計画（平成２６年

４月２１日通知）に基づき、下表のとおり実施された。

年 月 対象部室等 実施内容等

26.4～6
管理部

企画部
監事重点事項監査

26.6 管理部 平成２５年度決算(会計)監査

26.6 理事長 平成２５年度監査報告(内部統制を含む。)

26.11～12 全部室 業務監査(各部室長へのヒアリング等)

通年 全部室

経常監査(理事長・理事との面談、経営管理会議そ

の他全ての重要会議への出席、運用委員会等の傍

聴、各種会議資料・決裁文書等監事回付資料等の

閲覧及び説明聴取等)

② 平成２６年監事監査の充実・強化の取組実績

ア 「平成２６年度監事監査計画」を作成し監事監査の狙い・使命、

監事の存在意義・責務を役職員に周知

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月次計画表、同

実績表を作成し、実績の進捗管理を実施

ウ 「内部統制に関する監事監査実施基準」に基づき、「内部統制に

関する監事監査チェックリスト・評価表」、「法人の長のマネジメン

トに関する監事監査チェックリスト・評価表」及び「監事監査ＩＴ

ガバナンスチェックリスト」を活用し、内部統制監査の効率化を推

進

エ 会計監査人（年 5回の連絡会議開催）及び監査室（随時の連絡会）

との緊密な連携を保ちつつ、財務及び非財務情報に係る信頼性の確

保のため、監事、会計監査人及び監査室で組織する「三様監査会議」

における審議を実施

オ 投資委員会・契約審査会等全ての重要な会議・委員会に出席し、

必要に応じて監事として意見表明し、事後検証のみならず、予防的

観点に立った経常監査を実施

カ 監事監査を（a）業務運営の適正性・効率性、内部統制状況を確

認・検証する「業務監査」、（b）財務報告の信頼性を確保する「会

計監査」、（c）監事による監査が定められた事項や法人の講ずべき
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措置の実施状況を検証する「重点事項監査」、（d）不正・不祥事の

未然防止、意思決定の合理性・透明性の確保、業務運営の改善とい

った予防的観点から日常業務を監査する「経常監査」に体系化し、

それぞれの監査の視点で監事意見を形成し、役員・管理職に周知徹

底し、「経営改革に貢献する」かつ「管理運用法人内のガバナンス

体制の確立に寄与する」ことを念頭においた監事活動を実施

（６）会計監査法人の監査

会計監査人による監査については、下表のとおり実施された。

また、各年度決算に係る監査報告書については、運用委員会に報告した。

【平成２２年度】

年 月 実施内容等

22.4～5 平成 21 年度の会計監査（期中監査）

22.6 平成 21 年度の会計監査（期末監査）

22.6 平成 21 年度の「独立監査人の監査報告書」受領

22.9 平成 22 年度会計監査人交代に伴う予備調査

22.10～23.3 平成 22 年度の会計監査（期中監査）

【平成２３年度】

年 月 実施内容等

23.4～5 平成 22 年度の会計監査（期中監査）

23.5～6 平成 22 年度の会計監査（期末監査）

23.6 平成 22 年度の「独立監査人の監査報告書」受領

23.11～24.3 平成 23 年度の会計監査（期中監査）

【平成２４年度】

年 月 実施内容等

24.4～5 平成 23 年度の会計監査（期中監査）

24.5～6 平成 23 年度の会計監査（期末監査）

24.6 平成 23 年度の「独立監査人の監査報告書」受領

24.11～25.3 平成 24 年度の会計監査（期中監査）

【平成２５年度】

年 月 実施内容等

25.4～5 平成 24 年度の会計監査（期中監査）

25.5～6 平成 24 年度の会計監査（期末監査）

25.6 平成 24 年度の「独立監査人の監査報告書」受領

25.11～26.3 平成 25 年度の会計監査（期中監査）

【平成２６年度】

年 月 実施内容等

26.4～5 平成 25 年度の会計監査（期中監査）

26.4～6 平成 25 年度の会計監査（期末監査）
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26.6 平成 25 年度の「独立監査人の監査報告書」受領

26.11～27.3 平成 26 年度の会計監査（期中監査）

２. 管理及び運用能力の向上

（１） 職員の採用に当たっては、民間での資金の管理及び運用に係る経験や専

門的知識を有する資質の高い優秀な人材をより広く求めるため、ホームペ

ージによる募集に加え、転職サイトへの掲載、人材紹介会社の活用等を通

じて募集を実施した。

また、募集に際し、金融機関や運用機関における実務経験があること等

を応募要件とし、採用面接を、若手や専門性の高い職員を含めた複数の職

員により多角的に行うとともに、採用予定者の選考等については「職員採

用委員会」で審議を行い、管理運用法人の業務運営能力の向上に寄与する

資質の高い優秀な人材の採用に努めた。なお、平成２６年度第４四半期か

ら高度で専門的な人材の募集を開始した。

なお、当該職員採用については、中期目標における一般管理費及び人件

費の削減目標には、影響を与えるものとはなっていない。

応募者総数 採用者数

２２年度 62 名 2 名

２３年度 91 名 3 名

２４年度 89 名 0 名

２５年度 194 名 7 名

２６年度 215 名 6 名

また、平成２７年１月に運用に係る専門人材を理事に任命するととも

に、専門人材の強化を図るため、外部コンサルタントの提言を踏まえ、給

与体系の見直しを実施し、平成２７年２月から、オルタナティブ運用担当

職員及び運用リスク管理責任者等の公募を行った。

（２） 職員の資質の向上を図るため、研修計画を策定し、以下の研修を実施す

るとともに、業務に関連する資格取得の推進に努めた。

職員の資質向上を図るため、資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的

な研修計画を策定し、研修を次のとおり実施した。

研修回数 参加延べ数

２２年度 54 回 266 名

２３年度 40 回 328 名

２４年度 45 回 321 名

２５年度 46 回 365 名

２６年度 69 回 262 名

【平成２２年度】

① 一般研修（職員の基礎的な資質の向上を図るための研修、福利厚生上

の研修）
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研修内容 回数
参加延べ

人数

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研

修

職員の健康保持促進を図る観点から、職

員個々の「こころの健康診断」を実施す

るとともに、その分析結果及びメンタル

ヘルスの留意点等について役職員が理解

するよう外部講師による研修を実施し、

意識向上を図った。

1回

(10 月）
64 名

管理職研修

メンタルヘルス関連による長期病気療養

者が属する部署の管理者（課長クラス）

及び人事担当者を外部のメンタルヘルス

セミナーに参加させ、復職時等の対応に

ついて知識習得を行った。

1回

(7 月)
3 名

基礎研修

平成２２年度に採用した職員の基礎知識

習得を図る観点から、管理運用法人の組

織、業務、遵守事項等について研修を実

施した。

1回

(3 月)
1 名

担当者研修
担当職員の資質向上を図る観点から、外

部で企画された研修等に参加させた。

7回

(6～11月)
8 名

英語力向上

研修

業務で使用する高度な英語力の更なるレ

ベルアップを図るため、平成２０年度か

ら専門学校を活用した研修を実施してい

るが、研修内容の向上のため、平成２２

年度は当該研修規程を制定し、平成２３

年度から新たに実施することとした。

― ―

② 業務研修（資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な研修）

研修内容 回数
参加延べ

人数

初級・中級

業務研修

年金積立金の管理及び運用に係る業務に

必要となる基礎知識の習得及び必要な知

識のレベルアップを図るための研修メニ

ューを設けているが、平成２２年度は対

象者がいないことから実施を見送った。

― ―

外部有識者

研修

外部有識者を講師として招き、研修を実

施した。平成２２年度は、年金制度等の

課題のテーマに加え、海外年金基金の調

査報告や東日本大震災以降の国内株式の

展望についてなど、時宣にかなった話題

を取り上げた。

6回

(5～3月)
143 名

③ 外部セミナー等への参加
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回数
参加延べ

人数

外部セミナ

ー等への参

加

資金運用等の分野に係る専門的かつ実務

的な知識を得るため、外部で企画された

セミナー等に参加させた。

37 ｾﾐﾅｰ 44 名

④ 大学院入学補助制度

受講年度 人数

大学院入学

補助制度

専門実務研修の一環として、金融等

の基礎理論から実践までを視野に

入れた総合的な専門性の向上を図

ることを目的として創設している

職員の大学院入学補助制度を活用

し、平成２１年４月に入学した職員

１名が平成２３年３月に修士課程

を修了した（法人内では２人目）。

また、平成２３年４月に入学する職

員１名に係る選定及び入学に向け

た手続き等を行った。

19～20 年度

(20 年度修了)
1 名

21～22 年度

(22 年度修了)
1 名

23～24 年度

(24 年度修了)
1 名

⑤ 海外で開催される運用機関主催の研修及び報告会

研修月（場所） 報告会

海外で開催される運用機関主催の研修

に職員 2 名を派遣し、年金運用の最新

の動向に関する情報を得るとともに、

終了後、報告会を開催することにより、

情報を役職員で共有した。

6月（ボストン） 7 月

10 月（シンガポール） 12 月

⑥ 国際機関主催の会議等及び報告会

開催月（場所） 報告会

国際機関主催の会議等に職員延べ１

２名を派遣し、国際会議では、講演者

やパネラーとしても参加するなど、積

極的に情報収集や意見交換に努める

とともに、海外の年金基金等とのリレ

ーション強化を図った。

終了後、報告会等を開催し、海外の年

金基金等の最新の動向に関する情報

を役職員で共有した。

4月(マカオ) 5月

5月(ロンドン) 5月

5月(ロンドン) 6月

6月(中国) 7月

9月(シンガポール) 10月

10月(香港) 11月

11月(クアラルンプール) 11月

12月(ドバイ) 2月

1月(ダボス) 1月

3月(香港)
4月(次年

度)

⑦ 証券アナリスト資格取得通信教育講座

二次合格者数（累計）
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職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に

関連する資格取得を推進するため、証券アナリスト

資格取得通信教育講座受講料等について支援を行

った。

26 名

⑧ 国家試験ＩＴパスポート資格取得

合格者数（累計）

年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報シス

テムの運営に携わる職員における情報技術の基礎

知識及びＩＴリテラシーの向上を目的として、情

報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する国家試験Ｉ

Ｔパスポート資格取得に係る受験料について支援

を行い、７名が受験し、全員合格した

7 名

【平成２３年度】

① 一般研修（職員の基礎的な資質の向上を図るための研修、福利厚生上

の研修）

研修内容 回数
参加延べ

人数

新人研修

平成２３年度に採用した職員の基礎

知識習得を図る観点から、管理運用

法人の組織、業務、遵守事項等につ

いての研修を実施した。

1回

（4月）
3名

主事・課員研

修

コミニュケーション能力の向上、ネ

ットワーク強化等を目的に外部研修

機関を活用した研修を実施した。

1回

（2月）
35 名

課長代理研修

管理職の役割及び意識の向上を目的

に外部研修機関を活用した研修を実

施した。

1回

（2月）
17 名

管理職研修

人事評価における評価者の目線合わ

せ、評価の偏りの回避を目的に、外

部研修機関を活用した人事評価研修

を実施した。併せて、インターネッ

トによる研修システム（e-ラーニン

グ）を活用し、人事評価、コンプラ

イアンス及び内部統制について学習

した。

1回

（12 月）
16 名

情報セキュリ

ティ研修

情報セキュリティの重要性の認識を

深め、実戦的なセキュリティ対応策

を習得するための研修を実施した。

2回

(10・12

月)

136 名

② 業務研修（資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な研修）
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研修内容 回数
参加延べ

人数

外部有識者研

修

外部有識者を講師として招き、研修

を実施した。平成２３年度は、東日

本大震災以降の日本経済の展望や欧

州の債務問題など時宜にかなった話

題を取り上げた。

5回

(4～3月)
77 名

外部セミナー

等への参加

資金運用等の分野に係る専門的かつ

実務的な知識を得るため、外部で企

画されたセミナー等に参加させた。

21 ｾﾐﾅｰ 34 名

研修内容
研修月

（場所）
報告会

海外で開催さ

れる運用機関

主催の研修及

び報告会

海外で開催される運用機関主催の研

修に職員 1名を派遣し、年金運用の最

新の動向に関する情報を得るととも

に、終了後、報告会を開催することに

より、情報を役職員で共有した。

10 月

（ボスト

ン）

11 月

③ 国際機関主催の会議等及び報告会

開催月（場所） 報告会

国際機関主催の会議等に職員延べ１５名を派遣

し、国際会議では、講演者やパネラーとしても参

加するなど、積極的に情報収集や意見交換に努め

るとともに、海外の年金基金等との関係強化を図

った。終了後、報告会等を開催し、海外の年金基

金等の最新の動向に関する情報を役職員で共有

した。

4月(マカオ) 5月

4月(マニラ) 5月

5月(ロンドン) 6月

6月(ジャカルタ) 7月

7月(ソウル) 8月

9月(ブエノスア

イレス)
11月

10月(パリ) 11月

11月(シンガポー

ル)
1月

1月(ダボス) 2月

2月(シンガポー

ル)

4月（次

年度）

3月(ソウル)
4月(次

年度)

④ 専門資格取得等

ア 証券アナリスト資格取得通信教育講座

二次合格者数（累計）

職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に

関連する資格取得を推進するため、証券アナリスト
26 名
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資格取得通信教育講座受講料等について支援を行っ

た。

イ 大学院入学補助制度

受講年度 人数

大学院入学補

助制度

専門実務研修の一環として、金

融等の基礎理論から実践まで

を視野に入れた総合的な専門

性の向上を図ることを目的と

して創設している職員の大学

院入学補助制度を活用し、平成

２３年４月に職員１名が大学

院に入学した。

また、平成２４年４月に入学

する職員１名に係る選定及び

入学に向けた手続き等を行っ

た。

19～20 年度

(20 年度修了)
1 名

21～22 年度

(22 年度修了)
1 名

23～24 年度

(24 年度修了)
1 名

24～25 年度

(25 年度修了)
1 名

ウ 国家試験ＩＴパスポート資格取得

合格者数（累計）

年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報システムの

運営に携わる職員における情報技術の基礎知識及びＩＴ

リテラシーの向上を目的として、情報処理推進機構（Ｉ

ＰＡ）が実施する国家試験ＩＴパスポート資格取得に係

る受験料について支援を行った。

10 名

エ 英語力向上研修

回数
参加延べ

人数

業務で必要となる高度な英語力の更なる向上を図

るため、専門学校を活用した研修を実施した。

2回

(5～8月、

2～7月)

2 名

⑤ その他業務担当者の研修

回数
参加延べ

人数

担当職員の資質向上を図る観点から、外部で企画さ

れた研修等に参加させた。

4回

(10～2 月)
6 名

【平成２４年度】

［一般研修］（職員の基礎的な資質の向上を図るための研修、福利厚生上の

研修）

① 階層別研修

研修内容 回数 参加延べ



100

人数

新人研修

平成２４年度に採用した職員の基

礎知識習得を図る観点から、管理運

用法人の組織、業務、遵守事項等に

ついての研修を実施した。

2回

（4・11 月）
3名

管理職研修

人事評価における評価者の目線合

わせ、評価の偏りの回避を目的に、

外部研修機関を活用した人事評価

研修を実施した。

1回

（2月）
2名

② 内部統制関連研修

研修内容 回数
参加延べ

人数

コンプライ

アンス研修

法令遵守体制の重要性の認識を深

め、実践的なコンプライアンス行動

を習得するための研修を実施した。

1回

（1～3月オ

ンライン研

修）

55 名

情報セキュ

リティ研修

情報セキュリティの重要性の認識

を深め、実践的なセキュリティ対応

策を習得するための研修を実施し

た。

2回

（9月集合

研修、12 月

オンライン

研修）

160 名

［専門実務研修］（資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な研修）

① 業務研修

ア 外部有識者研修等

研修内容 回数
参加延べ

人数

外部有識者

研修

外部有識者を講師として招き、研修

を実施した。平成２４年度は、オル

タナティブ投資や世界のインフレ状

況など時宜にかなった話題を取り上

げた。

4回

(4～3月)
60 名

外部セミナ

ー等への参

加

資金運用等の分野に係る専門的かつ

実務的な知識を得るため、外部で企

画されたセミナー等に参加させた。

24 ｾﾐﾅｰ 30 名

イ 運用機関主催の研修及び報告会

研修内容
研修月

（場所）
報告会

海外で開催

される運用

機関主催の

海外で開催される運用機関主催の研

修に職員１名を派遣し、年金運用の

最新の動向に関する情報を得るとと

10 月

（ボスト

ン）

11 月
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研修及び報

告会

もに、終了後、報告会を開催するこ

とにより、情報を役職員で共有した。

ウ 国際会議への参加

開催月（場所） 報告会

国際機関主催の会議等に職員延べ１

３名を派遣し、国際会議では、講演

者やパネラーとしても参加する等、

積極的に情報収集や意見交換に努め

るとともに、海外の年金基金等との

関係強化を図った。終了後、報告会

等を開催し、海外の年金基金等の最

新の動向に関する情報を役職員で共

有した。

5月(ロンドン) 6月

5月(ロンドン) 6月

5月(北京) 6月

9月(香港) 9月

10月(ジャカルタ) 10月

11月(ロンドン) 12月

11月(香港) 12月

11月(シンガポール) 12月

1月(ダボス) 2月

2月(香港) 2月

3月(ソウル) 3月

② 専門資格取得等

ア 証券アナリスト資格取得

二次合格者数（累計）

職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に

関連する資格取得を推進するため、証券アナリスト

資格取得通信教育講座受講料等について支援を行

った。

28 名

イ 大学院入学補助制度

受講年度 人数

大学院入学補

助制度

専門実務研修の一環として、

金融等の基礎理論から実践ま

でを視野に入れた総合的な専

門性の向上を図ることを目的

として創設している職員の大

学院入学補助制度を活用し、

平成２４年４月に職員１名が

大学院に入学した。

また、平成２５年４月に入学

する職員１名に係る選定及び

入学に向けた手続き等を行っ

た。

19～20 年度

(20 年度修了)
1 名

21～22 年度

(22 年度修了)
1 名

23～24 年度

(24 年度修了)
1 名

24～25 年度

(25 年度修了)
1 名

25～26 年度

(26年度修了予定)
1 名

ウ ＩＴパスポート資格取得

合格者数（累計）

年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報システムの 12 名
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運営に携わる職員における情報技術の基礎知識及びＩＴ

リテラシーの向上を目的として、情報処理推進機構（Ｉ

ＰＡ）が実施する国家試験ＩＴパスポート資格取得に係

る受験料について支援を行った。

③ その他業務担当者の研修

回数
参加延べ

人数

担当職員の資質向上を図る観点から、外部で企画さ

れた研修等に参加させた。

8回

(6～2月)
8 名

【平成２５年度】

［一般研修］（職員の基礎的な資質の向上を図るための研修、福利厚生上の

研修）

① 階層別研修

ア 新人研修

平成２５年度に採用した職員の基礎知識習得を図る観点から、管理

運用法人の組織、業務、遵守事項等についての研修を実施した。

研修回数 3 回（10 月、11 月、3 月）

参加延べ数 6 名

イ 管理職研修

人事評価における評価者の目線合わせ、評価の偏りの回避を目的

に、外部研修機関を活用した人事評価研修を実施した

研修回数 1 回（9 月、10月）

参加延べ数 3 名

ウ マネジメント基礎力研修

民間企業の実例等から個々の職員に必要なマネジメントの基礎を

気づかせることを目的とした研修を実施した。

研修回数 2 回(10 月)

参加延べ数 67 名

② 内部統制関連研修

情報セキュリティ研修

情報セキュリティに対する更なる意識向上と実践的なセキュリテ

ィ対応策習得を目的として、情報漏洩等のリスクから情報資産を守る

ための具体的な手順等について研修を実施した。

研修回数

2 回

（5～6 月 集合研修）

（7 月 ｵﾝﾗｲﾝ研修）

参加延べ数 155 名

［専門実務研修］（資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な研修）
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① 業務研修［管理運用業務］

ア 外部有識者研修

外部有識者を講師として招き、研修を実施した。平成２５年度は、

非時価総額加重インデックスや株式投資における厳選投資手法につ

いてなど時宜にかなった話題を取り上げた。

研修回数 4 回（4～3月）

参加延べ人数 60 名

イ 外部セミナー等への参加

資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な知識を得るため、外部

で企画されたセミナー等に参加させた。

セミナー数 22 セミナー

参加延べ人数 32 名

ウ 海外研修等への派遣

国際機関主催の会議等に職員延べ７名を派遣し、国際会議では、講

演者やパネラーとしても参加する等、積極的に情報収集や意見交換に

努めるとともに、海外の年金基金等との関係強化を図った。終了後、

海外年金基金等の最新の動向に関する情報等を役職員で共有した。

② 専門資格取得等

ア 証券アナリスト資格取得

職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に関連する資格取

得を推進するため、証券アナリスト資格取得通信教育講座受講料等に

ついて支援を行った。

二次合格者数（累積） 30 名

イ 大学院入学補助

専門実務研修の一環として、金融等の基礎理論から実践までを視野

に入れた総合的な専門性の向上を図ることを目的として創設してい

る職員の大学院入学補助制度を活用し、平成２５年４月に職員１名が

大学院に入学した。

受講年度 人数

19～20 年度(20 年度修了) 1 名

開催月（場所） 報告会

4 月（モスクワ） 6 月

5 月（ワシントン） 6 月

5 月（シンガポール） 6 月

5 月（ロンドン） 6 月

11 月（北京） 12 月

1 月（ダボス） 2 月

3 月（ジュネーブ） 3 月
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21～22 年度(22 年度修了) 1 名

23～24 年度(24 年度修了) 1 名

24～25 年度(25 年度修了) 1 名

25～26 年度(26 年度修了予定) 1 名

ウ ＩＴパスポート資格取得

年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報システムの運営に携

わる職員における情報技術の基礎知識及びＩＴリテラシーの向上を

目的として、情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する国家試験ＩＴパ

スポート資格取得に係る受験料について支援を行った。

合格者数（累積） 13 名

③ その他業務担当者の研修

担当職員の資質向上を図る観点から、外部で企画された研修等に参加

させた。

研修回数 2 回（6 月～2月）

参加延べ数 33 名

【平成２６年度】

［一般研修］（職員の基礎的な資質の向上を図るための研修、福利厚生上の

研修）

① 階層別研修

新人研修

平成２６年度に採用した職員の基礎知識習得を図る観点から、管理

運用法人の組織、業務、遵守事項等についての研修を実施した。

研修回数
5 回（4 月、7 月、9月、1

月、3月）

参加延べ数 11 名

② 内部統制関連研修

情報セキュリティ研修

情報セキュリティに対する更なる意識向上を目的として、法人の情

報資産に対する脅威について理解し、脅威から情報資産を守るための

ルールや対策等について研修を実施した。

26 年度

研修回数

1 回

（12月 集合研修）

参加延べ数 83 名

［専門実務研修］（資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な研修）

① 業務研修［管理運用業務］

ア 外部有識者研修

外部有識者を講師として招き、研修を実施した。平成２６年度は、

海外年金における共同投資プログラムについての具体的な事例につ

いてや国内外の経済動向など時宜にかなった話題を取り上げた。
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26 年度

研修回数 4 回（4～3月）

参加延べ人数 86 名

イ 外部セミナー等への参加

資金運用等の分野に係る専門的かつ実務的な知識を得るため、外部

で企画されたセミナー等に参加させた。

26 年度

セミナー数 36 セミナー

参加延べ人数 57 名

ウ 海外研修等への派遣

国際機関主催の会議や海外年金の調査、委託調査研究の海外調査へ

の同行に職員延べ１０名を派遣し、国際会議では、講演者やパネラー

としても参加する等、積極的に情報収集や意見交換に努めるととも

に、海外年金調査や委託調査研究の海外調査への同行を通じて海外年

金基金等との関係強化を図った。終了後海外年金基金等の動向に関す

る情報等を役職員で共有した。

出張月 場所

５月 ロンドン（２回）

９月 ロッテルダム

９月 ソウル

１０月 ボストン

１１月 シンガポール（２回）

１１月 メルボルン等

１２月 ロンドン

１月 ダボス

② 専門資格取得等

ア 証券アナリスト資格取得

職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に関連する資格取

得を推進するため、証券アナリスト資格取得通信教育講座受講料等に

ついて支援を行った。

26 年度

二次合格者数（累積） 33 名

イ 大学院入学補助

専門実務研修の一環として、金融等の基礎理論から実践までを視野

に入れた総合的な専門性の向上を図ることを目的として創設してい

る職員の大学院入学補助制度を活用し、平成２７年３月に職員１名が

大学院を卒業した。

受講年度 人数

19～20 年度(20 年度修了) 1 名
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21～22 年度(22 年度修了) 1 名

23～24 年度(24 年度修了) 1 名

24～25 年度(25 年度修了) 1 名

25～26 年度(26 年度修了) 1 名

ウ ＩＴパスポート資格取得

年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報システムの運営に携

わる職員における情報技術の基礎知識及びＩＴリテラシーの向上を

目的として、情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する国家試験ＩＴパ

スポート資格取得に係る受験料について支援を行った。

26 年度

合格者数（累積） 13 名

③ その他業務担当者の研修

担当職員の資質向上を図る観点から、外部で企画された研修等に参加

させた。

26 年度

研修回数 11 回（4 月～2月）

参加延べ数 13 名

（３） 年金積立金の管理及び運用の基盤となる年金積立金データ管理（ＧＰＤ

Ｒ）システムの安定稼働等を維持すべく以下の取組みを実施した。

取組み内容

22 年度

① 「年金積立金データ管理（ＧＰＤＲ）システム設計・開発

及び初期保守業務」に係る瑕疵担保責任期間が満了の２３年

３月までに、潜在的なバグ（欠陥）を徹底的に洗い出し、３

２件の瑕疵補修を求めることにより、障害の発生を未然に防

止した。

② 外国株式に係るカスタマイズドインデックスの採用、ある

いは債券ポートフォリオ分析ツールの変更などについて派

生開発を実施した。

また、エマージング株式投資の実施に向けて、インデック

ス投資対象国 21 ヵ国全てについて、業務プロセスを明確に

するなど、ＧＰＤＲシステムに係る派生開発のための調達手

続きに着手した。

23 年度

① 各種システム障害やデータセンター移設（23 年 5月）の際

には、定例及び随時の会議において、外部委託業者からの報

告や関係業者間の連携を徹底した。

また、障害を引き起こした業者に対しては体制・プロセス

面での継続的改善を促し改善活動の進捗を確認した。

② 一方、平成２４年度の年金積立金データ標準化（ＭＲＫサ

ービス）業務における委託業者変更に際しては、円滑な業務
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引継ぎ等を実現すべく現行業者を含む関係業者を加えたプ

ロジェクト会議において進捗管理及び関係業者間の連携を

徹底した。

③ エマージング株式運用の開始に向けて、リスク管理を目的

としたシステム開発を実施、事前準備を完了した。

また、法人ポートフォリオに係る要因分析機能追加など

の、ＧＰＤＲシステムに係るシステム開発のための調達を実

施した。

24 年度

① 定例及び随時の会議における外部委託業者からの報告や

関係者間の連携を徹底させたことに加え、システム障害発生

時には暫定対応と恒久対応を切り分けることにより業務へ

の影響の回避に努めた。

② 平成２３年度に障害を引き起こした外部委託業者に対し

て促した、体制及びプロセスの継続的改善について、３度の

実施結果評価報告を受け、改善活動を継続していることを確

認した。

③ 平成２４年度より外部委託業者が変更となった年金積立

金データ標準化（ＭＲＫサービス）業務について、業務開始

当初に障害が頻発したことから、体制及びプロセスの継続的

改善を促すとともに、データの品質確保のための棚卸しを指

示し、結果の報告を受けた。

④ システム基盤等について、順次メーカー保守期限が到来す

ることから、更改に係る課題を整理の上、機器更改業務の委

託業者を調達し、新環境構築に着手した。

25 年度

① 定例及び随時の会議における外部委託業者からの報告

や関係者間の連携を徹底させたことに加え、システム障

害発生時には迅速な復旧を目的とするインシデント管理

と、原因追求及び再発防止を目的とする問題管理を分離

することにより、業務への影響の回避に努めた。

② ＧＰＤＲシステムの運用業務については、標準化され

た運用管理プロセスの継続的改善活動が定着しているこ

とを確認した。

③ 年金積立金データ標準化（ＭＲＫサービス）業務につ

いては、インシデント管理の徹底に努めるとともに、業

務プロセスの継続的改善活動が定着し、データ品質の改

善につながっていることを確認した。

④ ＧＰＤＲシステムの機器更改については、進捗及び課

題管理の徹底により、新基盤の構築を完了し、本番稼動

を開始した。また、本件の後続業務となるアプリケーシ

ョン及びデータ移行業務の受託業者を調達し、機器更改

業務受託業者との合同ミーティングを通じて進捗及び課
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題管理を徹底したことにより、業務が円滑に実施されて

いることを確認した。

⑤ 運用手法の見直しへの対応として、物価連動国債ファ

ンド運用開始を踏まえたシステム改修や、インフラ投資

に関するシステム化についてはＧＰＤＲシステムのアプ

リケーション及びデータ移行を踏まえた暫定対応ツール

を開発した。

26 年度

① 定例及び随時の会議における外部委託業者からの報告

や関係者間の連携を徹底させたことに加え、システム障

害発生時には迅速な復旧を目的とするインシデント管理

と、原因追求及び再発防止を目的とする問題管理を分離

することにより、業務への影響の回避に努めた。

② ＧＰＤＲシステムの運用業務については、標準化され

た運用管理プロセスの継続的改善活動が定着しているこ

とを確認した。

③ 年金積立金データ標準化（ＭＲＫサービス）業務につ

いては、インシデント管理の徹底に努めるとともに、構

築した継続的改善活動の実施状況について確認した。

④ ＧＰＤＲシステムの機器更改に伴う新たなシステム基

盤へのアプリケーション及びデータ移行については、当

該移行業務受託業者及び機器更改業務受託業者との合同

ミーティングを通じた進捗及び課題管理の徹底により、

受入環境等の構築、動作確認作業、アプリケーションの

改修、各種テストを経て移行を完了した。

⑤ 運用対象多様化方針を踏まえたシステム整備等を行う

ため、「オルタナティブ投資支援システム関連製品等に係

る情報提供依頼」をホームページに掲載し幅広く情報収

集を行うとともに、「運用多様化のためのシステム整備等

に係るプロジェクト」を立ち上げ、国内外の年金基金等

におけるオルタナティブ投資に係るシステムの整備状況

について先行事例調査を実施する等システム化計画の策

定に着手した。

なお、当該プロジェクトにおいてシステム整備等に係

る検討・調達等のマネジメント支援を専門的な知見及び

経験を有する者から得るため、支援業者を企画競争によ

り調達した。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－９ 調査・研究の充実

関連する政策・施策 国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

年金積立金管理運用法人法第１８条

当該項目の重要度、難易

度

関連する政策評価・行政事業

レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

予算額（千円）

決算額（千円）

経常費用（千円）

経常利益（千円）

行政サービス実施コ

スト（千円）

従事人員数

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第３ 業務の質

の向上に関する

事項

４．調査・分析の

充実

基本ポートフ

ォリオに基づく

管理・運用能力の

向上のための調

査研究を充実す

るとともに、適切

なリバランス及

びキャッシュ・ア

ウトを行うため

第２ 業務の質

の向上に関する

事項

３．調査・分析の

充実

内外の経済動

向を積極的に把

握するとともに、

大学等の研究機

関との連携の強

化や先進的な事

例等に関する情

報収集に努め、年

金 積 立 金 の 管

理・運用の高度化

＜評価の視点＞

(1)内外の経済動向

を積極的に把握する

＜主要な業務実績＞

３．調査・分析の充実

（１）大学共同研究等

取組み内容

22 年度

大学等の研究機関との連携を強化し、年金積立金の管理・

運用の高度化を進めるため、大学等との共同研究等について、

検討を行った。検討にあたっては、共同研究にかかる研究テ

ーマのほか、共同研究としての研究体制、研究相手の選定方

法について整理し、企画競争により共同研究先を選定した。

23 年度

大学等の研究機関との連携を強化し、年金積立金の管理・

運用の高度化を進めるため、大学等との共同研究を開始した。

長期運用を前提とした、公的年金積立金運用の枠組みの研

究で４つの研究会、国内債券のマーケットインパクトの研究

＜自己評価＞

評定：Ｂ

以下の評価の視点ごとの

自己評価で示す通り、中期目

標期間においては、調査・分

析の充実や、業務運営の情報

化・電子化に取り組んでお

り、第２期中期目標における

所期の目標を達成している

と考えることから、Ｂと評価

とする。

【評価の視点】

（１） 年金積立金の管理運

用の高度化を進める

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成 24 年度、

平成 25 年度に実施した調査研究結果を業務に活

用したとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政法

人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25 日改

定、総務大臣決定）に則して記載されており質が

高く、評価の視点に則し業務実績を具体的に記述

する等十分な説明責任が果たされており、正当で

あると確認できる。

＜今後の課題＞

情報セキュリティの確保については、国民の関

心も高く、引き続き、鋭意取り組むことが望まれ

《インプット情報の記載が困難な理由》

当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。



111

の市場に関する

情報収集・分析を

強化し、年金積立

金の運用主体と

して必要な調査

研究を進めるこ

と。

５．業務運営の情

報化・電子化の取

組

情報セキュリテ

ィに配慮した業

務 運 営 の 情 報

化・電子化に取り

組み、業務運営の

効率化と情報セ

キュリティ対策

の向上を図るこ

と。

を進めるための

調査研究を充実

する。また、適切

なリバランス及

びキャッシュ・ア

ウトを行うため

の市場に関する

情報収集・分析を

強化し、必要な調

査研究を進める。

４．業務運営の情

報化・電子化の取

組

情報セキュリテ

ィに配慮した業

務 運 営 の 情 報

化・電子化に取り

組み、業務運営の

効率化と情報セ

キュリティ対策

の向上を図る。

とともに、大学等の

研究機関との連携の

強化や先進的な事例

等に関する情報収集

に努め、年金積立金

の管理・運用の高度

化を進めるための調

査研究について充実

を図ったか。

(2)適切なリバラン

ス及びキャッシュ・

アウトを行うための

市場に関する情報収

集・分析を強化し、

必要な調査研究を進

めたか。

(3)情報セキュリテ

ィに配慮した業務運

営の情報化・電子化

の向上に取り組んだ

か。

で１つの研究会を立ち上げた。

24 年度

大学等の研究機関との連携を強化し、年金積立金の管理・

運用の高度化を進めるため、大学等との共同研究を実施した。

長期運用を前提とした、公的年金積立金運用の枠組みの研

究で４機関、国内債券のマーケットインパクトの研究で１機

関と共同研究を実施した。今後、次期中期計画における基本

ポートフォリオの策定方法の検討に活用することを予定して

いる。

25 年度

大学等の研究機関との連携を強化し、年金積立金の管理・

運用の高度化を進めるため、大学等との共同研究を実施した。

前年まで実施した長期運用を前提とした、公的年金積立金

運用の枠組みの研究を今年度も継続することとし、４機関と

共同研究を実施した。今後、次期中期計画における基本ポー

トフォリオの策定方法の検討に活用することを予定してい

る。

26 年度

年金積立金の管理・運用の高度化を進めるため、大学等

との共同研究を実施した。具体的には、長期運用を前提と

した公的年金積立金運用の枠組みの研究で４機関と共同

研究を実施し、今後の基本ポートフォリオの策定や、フォ

ワードルッキングなリスク分析に活用することを予定し

ている。

（２）調査研究等

取組み内容

22 年度

年金積立金の管理運用能力の高度化を進める観点から、３

つのテーマ（「海外インフラ投資に関する調査研究」、「プライ

ベートエクイティに関する調査研究」「基本ポートフォリオの

検証方法に関する研究」）による委託調査研究を実施し、報告

を受けた。また、市場に関する情報収集・分析の強化のため、

運用機関等からの情報収集、勉強会の実施、外部セミナーへ

の参加を積極的に図った。

また、市場動向の把握分析に必要な機能強化を図る観点か

ら、調査室の体制強化（増員等）を行い、これにより市場動

向に関する調査が充実強化され、月次のタイミングで足元及

び翌月の市場動向に関する分析を実施した。

23 年度

年金積立金の管理運用能力の高度化を進める観点から、「Ｍ

ＳＣＩのエマージング諸国における議決権行使にかかる制度

上の制約についての調査研究」についての委託調査研究を実

施した。また、市場に関する情報収集・分析の強化のため、

運用機関等からの情報収集、勉強会の実施、外部セミナーへ

の参加により内外の経済動向の把握を積極的に図った。

ための調査研究を実

施しており、所期の目

標を達成していると

考える。

（２） 適切なリバランス等

のための市場動向分

析については、機能強

化を図る観点から、調

査室（現投資戦略部）

の増員などによる体

制強化を実施した。ま

た、平成２６年度に

は、経済環境コンサル

タントを採用するな

ど、その強化を図って

おり、所期の目標を達

成していると考える。

（３） 適切に情報セキュリ

ティに配慮した情報

化・電子化の向上に取

り組んでおり、所期の

目標を達成している

と考える。

＜課題と対応＞

特になし

る。

＜その他事項＞
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また、キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な

市場動向の把握のため、月次のタイミングで足元及び翌月の

市場動向に関する分析を実施した。

24 年度

① 年金積立金の管理運用手法の高度化等を進めるため、「年

金積立金管理運用独立行政法人におけるオルタナティブ投

資スキームについての調査研究」及び「リスクファクター

に基づくポートフォリオの策定及びリスク管理手法の調査

研究」についての委託調査研究を実施した。今後、オルタ

ナティブ投資の検討等に活用することを予定している。

② 市場に関する情報収集・分析の強化のため、運用機関等

からの情報収集、勉強会の実施、外部セミナーへの参加に

より内外の経済動向の把握を積極的に図った。

③ キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場

動向の把握のため、月次のタイミングで足元及び翌月の市

場動向に関する分析を実施した。

25 年度

① 年金積立金の管理運用手法の高度化等を進めるため、

「年金積立金管理運用独立行政法人における非時価総

額加重平均型ベンチマークの活用についての調査研究」

の委託調査研究を実施した。平成２５年度に実施した国

内株式アクティブ運用のマネジャー・ストラクチャーの

構築に活用した。

平成２５年度に内外の機関投資家との連携に基づき、

グローバルインフラストラクチャーへの投資を開始す

ることとし、投資信託を通じて資金を拠出することとし

たが、実施に当たっては、平成２４年度に実施した「年

金積立金管理運用独立行政法人におけるオルタナティ

ブ投資スキームについての調査研究」に基づいたスキー

ムを使用した。

② 市場に関する情報収集・分析の強化のため、運用機関等

からの情報収集、勉強会の実施、外部セミナーへの参加に

より内外の経済動向の把握を積極的に図った。

③ キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市場

動向の把握のため、月次のタイミングで足元及び翌月の市

場動向に関する分析を実施した。

26 年度

① 年金積立金の管理運用手法の高度化等を進めるため、

「年金積立金管理運用独立行政法人におけるスチュワ

ードシップ責任及び ESG投資のあり方についての調査研

究業務」の委託調査研究を実施した。

② 年金積立金の管理運用手法の高度化等を進めるため、

「公的年金積立金・資産財政統合リスク分析についての
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調査研究業務」の委託調査研究を実施した。

③ 市場に関する情報収集・分析の強化のため、運用機関

等からの情報収集、勉強会の実施、外部セミナーへの参

加により内外の経済動向の把握を積極的に図った。

④ キャッシュ・アウト及びリバランス検討時に必要な市

場動向の把握のため、月次のタイミングで足元及び翌月

の市場動向に関する分析を実施した。

（３）セミナー・研修等

国内外で開催される運用機関主催のセミナーや研修に積極的に参加し

た。終了後、報告会を開催し、年金運用の最新の動向に関する情報を役職

員で共有した。

国内外部セミ

ナー

海外セミナー 国際機関等主

催会議

22 年度 回数 37 2 10

参加延べ人数 44 2 12

23 年度 回数 21 1 11

参加延べ人数 34 1 15

24 年度 回数 24 1 11

参加延べ人数 30 1 13

25 年度 回数 22 - 7

参加延べ人数 32 - 7

26 年度 回数 34 - 8

参加延べ人数 48 - 8

４．業務運営の情報化・電子化の取組

取組み内容

22 年度

「業務運営の効率化と情報セキュリティ対策の向上」につい

ては、情報セキュリティに係るセルフチェックを実施すると

ともに、情報セキュリティポリシーや情報システム運用管理

を含めたセキュリティ関連規程全般の見直しの検討を行っ

た。

23 年度

「業務運営の効率化と情報セキュリティ対策の向上」につい

ては、情報セキュリティに係るセルフチェックを実施すると

ともに、全役職員等を対象としたウィルス対策等に関する情

報セキュリティ研修を開催した。また、情報セキュリティポ

リシーや情報システム運用管理を含めたセキュリティ関連規

程全般の見直しに着手した。さらに、事業継続のための法人

LAN の可用性の向上やインハウス運用業務の電子化等、次期業

務最適化に向けた検討を開始した。

24 年度 ① 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群改



114

定を受けて、情報セキュリティポリシーの制定及び現行の

情報セキュリティ関係規程を改正した。

② 情報セキュリティ対策にかかる自己点検について、点検

項目を全面的に見直し、役職員むけ点検に加えて、情報セ

キュリティ管理者を対象とする点検及びヒアリングを実施

し、併せて法人全体の機密情報の移送等に関する実態把握

を行った。

③ 平成２５年度末に契約満了となる法人 LAN システムにつ

いて、グループウェア等の見直しに係る情報収集を行う一

方、機器構成等に関する調査を実施する等、業務運営の効

率化及び情報セキュリティ対策の向上に資する基盤構築に

向けた準備を進めた。

25 年度

① 情報セキュリティ・インシデントの発生に備えたＣＳＩ

ＲＴ（Computer Security Incident Response Team）を設

置するとともに、法人内連絡体制及び対応手順を整備した。

② 特定の職員を対象とした標的型攻撃が頻発している状況

を踏まえ、当該職員の電子メールアドレス変更、ハニーポ

ット設置によるウイルス検体抽出・分析の実施、役職員へ

の注意喚起など、標的型攻撃への対策を講じ、防御に努め

た結果、ウイルス感染、情報窃取等の被害を回避した。ま

た、攻撃の都度、対応手順書に基づき厚生労働省年金局に

状況報告を行った。

③ 情報セキュリティの確保が困難なグループメールやフリ

ーメール等約款による情報処理サービスの利用を禁止し

た。

なお、平成２５年度末に契約満了となる法人ＬＡＮシステ

ムの更改にあたっては、既存の侵入防御やウイルス対策機能

に加えて、Security Operation Center サービスを用いた不正

アクセス防御・監視やアプリケーション単位での通信制御等、

多層防御によりセキュリティ機能を一層強化する対策を講じ

ることとした。また、不正プログラムへの感染や情報漏洩等

のリスク回避のためＵＲＬフィルタ設定等によるＷＥＢサイ

ト閲覧制限等の対策も併せて講じることとした。

26 年度

① 法人ＬＡＮシステムの更改により、平成 26 年度初より新

たに導入した法人ネットワークシステムにおいて、既存の

侵入防御やウイルス対策機能に加えて、Security Operation

Center サービスを用いた不正アクセス防御・監視やアプリ

ケーション単位での通信制御等、多層防御によりセキュリ

ティ機能を一層強化する対策を実施した。また、不正プロ

グラムへの感染や情報漏洩等のリスク回避のためＵＲＬフ

ィルタ設定等によるＷＥＢサイト閲覧制限等の対策も併せ
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て実施した。

② 標的型攻撃メール等の不審メールの受信が頻発している

状況を踏まえ、情報セキュリティ対策を強化するため、メ

ールアドレスの文字列構成の見直しを行い、全役職員のメ

ールアドレス変更を実施した。また、標的型攻撃メールを

受信した場合の対応について、模擬標的型攻撃メールを用

いた対策訓練を実施し、情報セキュリティ対策への意識向

上を図った。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ―１ 効率的な業務運営体制の確立

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第４ 業務運営

の効率化に関す

る事項

１．効率的な業務

運営体制の確立

組織編成及び管

理部門を含む各

部門の人員配置

を実情に即して

見直し、また、経

費節減の意識及

び能力・実績を反

映した業績評価

等を適切に行う

ことにより、効率

的な業務運営体

制を確立するこ

と。

第３ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためとるべき

措置

１．効率的な業務

運営体制の確立

業務運営を効率

的かつ効果的に

実施するため、組

織編成及び管理

部門を含む各部

門の人員配置を

実情に即して見

直すとともに、経

費節減の意識及

び能力・実績を反

映した業績評価

等を適切に行う

ことにより、効率

的な業務運営体

＜主要な業務実績＞

第３ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１．効率的な業務運営体制の確立

（１）効率的かつ効果的な業務遂行のための体制整備

体制整備内容

22 年度

平成２２年７月２０日に、年金特別会計へのキャッシュ・アウ

ト対応等の機能強化のために、法人全体のキャッシュマネジメン

トを司る部署として企画部に資金業務課を新設するとともに、キ

ャッシュ・アウトに必要となる市場動向分析のための調査室の体

制強化（増員）を行った。そのために、管理部門の業務の見直し

等を行い、人員体制を１８名から１３名に大幅に縮小するととも

に、運用部門へ人員を振り替えた。

23 年度
平成２２事業年度に強化した体制の下で適切に業務運営を進め

た。

24 年度
平成２２事業年度に強化した体制の下で適切に業務運営を進め

た。

25 年度

平成２５年１０月にオルタナティブ投資を開始するにあたり、

より具体的な手続きや、運用開始後の管理方法等について調整が

必要となることから、運用部運用管理課内に専任体制（増員）を

＜自己評価＞

評定：Ａ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、効率的な

業務運営を行うために適切な

体制整備を行った。特に、平

成２６年度は、高度で専門的

な人材確保のために、外部コ

ンサルティング会社に報酬体

系の改定に関する調査委託を

行い、その結果を踏まえ、高

度で専門的人材を円滑に確保

できるよう運用専門職員の給

与水準について、市場の報酬

水準を勘案した改定を行う

等、効率的かつ効果的に業務

を遂行できるような体制の整

備を行った。これらを踏まえ

れば、第２期中期目標におけ

る所期の目標を上回る成果を

達成したと考えられることか

評定 A

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成 25 年度

までは経費・人員等を厳しく抑制されていた中

で、資金業務課の新設、調査室の体制強化、管

理部門の縮小等を進めるとともに無駄削減等の

取組を人事評価項目に反映するなどの工夫を行

っているとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

また、平成 25 年度までは経費・人員等を厳し

く抑制されていた中で人員配置を見直し、平成

25 年度には管理部門の人員を平成 21 年度対比

で 29.4％削減した。

＜今後の課題＞

効率的な業務運営体制の確立については、不

断の課題であり、引き続き鋭意取り組むことが
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制を確立する。

＜評価の視点＞

(1)中期目標期間中

に、組織編成及び人

員配置を業務の実情

に即して見直した

か。

(2)能力・実績を反映

した人事評価制度を

実施しているか。

(3)業務改善のため、

役職員が具体的なイ

ニシアティブを発揮

したか。

構築し体制強化を行った。

中期計画の変更を行い「基本的方針に基づき、平成２６年以降

の人員については、高度で専門的な人材の確保の観点から、弾力

化に取り組む。」としたところである。それを踏まえ、高度で専門

的な人材を確保するため、給与水準及び報酬体系を見直すことと

し、企画競争による調達を実施し、平成２６年３月に外部コンサ

ルティング会社と契約を締結し検討を開始した。

26 年度

「日本再興戦略改訂２０１４」（平成２６年６月２４日閣議決

定）において「基本ポートフォリオの見直しを機に、法人のガバ

ナンス体制の強化を図る必要があり、まずは、フォワードルッキ

ングな観点からリスク管理体制の再構築等を行うことで、より機

動的な運用を目指す。」と決定されたこと、また、運用委員会から、

今回の基本ポートフォリオの見直しに併せて、ガバナンス体制の

強化について建議がなされたこと等を踏まえ、平成２７年１月に

運用にかかる専門人材を理事として任命し、併せて、管理運用業

務に係る投資決定を統括する者としてＣＩＯ（最高投資責任者）

を設置するとともに、投資決定を適切に行うため、ＣＩＯを委員

長とし、理事長及び理事長が指名する者を委員とする投資委員会

を設置した。また、内部牽制機能を強化するため、投資戦略部（旧

調査室）に運用リスク管理課を設置した。

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５

年１２月２４日閣議決定）において、「高度で専門的な人材確保が

できるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制

の導入を検討する。」旨の決定がなされたことを受け、平成２６年

３月に外部コンサルティング会社に報酬体系の改定に関する調査

委託を行い、その調査結果を踏まえ、平成２７年１月１日付けで

高度で専門的人材を円滑に確保できるよう運用専門職員の給与水

準について、市場の報酬水準を勘案した設定を行う等、効率的か

つ効果的に業務を遂行できるような体制整備を行うための対応を

図った。

（２） 人事評価制度の適正な運用

職員の能力向上、管理職の能力強化及び職員の勤労意欲の向上を図るこ

と、また、職員のコスト意識の向上及び業務改善を図るため、無駄を削減

し、業務を効率的に行う意識・取組についての評価を加えた人事評価を実

施した。

なお、平成２３年度及び平成２４年度については、人事評価の適正な運

用を図る観点から評価者を対象とした研修を行い、評価における目線合わ

せ及び評価の偏りの回避について徹底を図った。

人事評価の実績

22 年度 ○平成２１年度下期実績評価(平成２１年１０月～平成２２年３月)

ら、Ａと評価する。

【評価の視点】

（１） 平成２２年度は、キ

ャッシュ・アウト等対

応の機能強化のため

に、キャッシュマネジ

メントを司る部署を新

設、市場動向分析のた

めの部署の増員といっ

た体制強化を実施し

た。平成２５年度は、

オルタナティブ投資を

開始するにあたり、運

用部内に増員し、専任

体制を構築した。特に、

平成２６年度は、閣議

決定や運用委員会の建

議等を踏まえ、平成２

７年１月にリスク管理

体制及び内部統制の強

化を図るとともに高度

で専門的な人材を確保

できるよう運用専門職

員の給与水準について

市場の報酬水準を勘案

して設定するなど、重

要かつ難易度の高い目

標を達成しており、所

期の目標を上回る成果

が得られたと考える。

（２） 能力・実績を勘案し

た評価を実施したこと

から、所期の目標を達

成していると考える。

（３） 業務改善のため役職

員がイニシアティブを

発揮しており、所期の

目標を達成していると

望まれる。

＜その他事項＞
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実施時期等：平成２２年４～５月（結果を６月期の賞与に反映）

○平成２２年度上期実績評価(平成２２年４～９月)

実施時期等：平成２２年１０～１１月（結果を１２月期の賞与

に反映）

○能力評価(平成２２年１～１２月)

実施時期等：平成２３年１～２月（結果を２３年４月の昇給等

に反映）

23 年度

○平成２２年度下期実績評価(平成２２年１０月～平成２３年３月)

実施時期等：平成２３年４～５月（結果を６月期の賞与に反映）

○平成２３年度上期実績評価(平成２３年４～９月)

実施時期等：平成２３年１０～１１月（結果を１２月期の賞与

に反映）

○能力評価(平成２３年１～１２月)

実施時期等：平成２４年１～２月（結果を２４年４月の昇給等

に反映）

24 年度

○平成２３年度下期実績評価(平成２３年１０月～平成２４年３月)

実施時期等：平成２４年４～５月（結果を６月期の賞与に反映）

○平成２４年度上期実績評価(平成２４年４～９月)

実施時期等：平成２４年１０～１１月（結果を１２月期の賞与

に反映）

○能力評価(平成２４年１～１２月)

実施時期等：平成２５年１月～２月（結果を２５年４月の昇給

等に反映）

25 年度

○平成２４年度下期実績評価（平成２４年１０月～平成２５年３月）

実施時期等：平成２５年４～５月（結果を６月期の賞与に反映）

○平成２５年度上期実績評価（平成２５年４～９月）

実施時期等：平成２５年１０～１１月（結果を１２月期の賞与

に反映）

○能力評価（平成２５年１～１２月）

実施時期等：平成２６年１～２月（結果を２６年４月の昇給等

に反映）

26 年度

○平成２５年度下期実績評価（平成２５年１０～平成２６年３月）

実施時期等：平成２６年４～５月（結果を６月期の賞与に反映）

○平成２６年度上期実績評価（平成２６年４～９月）

実施時期等：平成２６年１０～１１月（結果を１２月期の賞与

に反映）

○能力評価（平成２６年１～１２月）

実施時期等：平成２６年１２月（結果を平成２７年４月の昇給

等に反映）

なお、人事評価について、平成２７年１月に外部コンサルティ

考える。

＜課題と対応＞

特になし
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ング会社と契約を締結し、目標管理型制度導入に向けた検討を開

始した。

（３） 業務改善のための役職員のイニシアティブについては、次のような取組

を行ってきている。

● 投資原則・行動規範を制定し、ホームページに掲載、公表するとともに

投資原則及び行動規範に則り、管理運用業務を実施し、及び国民から信頼

される組織であるべく行動するよう役職員に周知徹底を図った。

● 業務体制における取組としては、業務ごとに主担当、副担当を置くとと

もに、その担当一覧をネットワークシステムに掲載することで、各職員の

担当業務を明らかにしている。この結果、どのレベルの職務の者であって

も（課員、室員であっても）、主担当となること等により、全職員が業務

改善等のイニシアティブをとることができる体制となっている。

● 人事評価制度における取組としては、能力評価の評価科目（積極性）に

おいて、業務改善提案等の取組を評価することを、人事評価制度実施規程

（内部規程）に規定し、職員に周知するとともに、規定どおりに評価して

いる。また、職員のコスト意識の向上及び業務改善を図るため、無駄を削

減し、業務を効率的に行う取組について評価項目に加えている。さらに、

平成２７年１月に外部コンサルティング会社と契約を締結し、目標管理型

制度導入に向けた検討を開始した。

● ホームページにおける取組としては、法人業務に対する意見の書き込み

を可能とするとともに、四半期ごとの運用実績公表の際にも、国民に理解

しやすい内容、表現とするよう改善し、国民のニーズの把握に努めている。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅱ－２ 業務運営の効率化に伴う経費節減

当該項目の重要度、難易

度

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標
基準値

（平成 21 年度計画値）
２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

（参考情報）

当該年度までの累

積値等、必要な情報

一般管理費（年度計画値）（千円） 中期目標期間最終年度 353,451 415,825 403,350 390,875 378,400 365,926 353,451 －

一般管理費（実績値）（千円） 年度計画値の 100％ － 403,350 390,875 378,400 365,926 353,451 －

上記削減率（％） 中期目標期間の最終年度において、平成 21 年度比 15％以上節減 － 3％ 6％ 9％ 12％ 15％ －

達成度 年度計画の削減率に対する実績削減率 － 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ －

（参考）執行額（千円） － 260,772 307,659 277,193 279,051 313,324 －

業務経費（年度計画値）（千円） 中期目標期間最終年度 1,692,066 1,781,122 1,763,311 1,745,500 1,727,689 1,709,878 1,692,066 －

業務経費（実績値）（千円） 年度計画値の 100％ － 1,763,311 1,745,500 1,727,689 1,709,878 1,692,066 －

上記削減率（％） 中期目標期間の最終年度において、平成 21 年度比 5％以上節減 － 1％ 2％ 3％ 4％ 5％ －

達成度 年度計画の削減率に対する実績削減率 － 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ －

（参考）執行額（千円） － 1,497,378 1,337,626 1,282,096 1,307,890 1,432,025 －

注）削減対象となる一般管理費は、決算報告書の一般管理費のうち、退職手当、事務所移転経費及び資金運用の見直しのための高度で専門的な人材の確保その他の「独立行政法人改革等に関する基本方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定。

以下「基本的方針」という。）に基づく施策の実施に必要な経費を除いた金額である。また、削減対象となる業務経費は、決算報告書の業務経費のうち、システム開発経費、管理運用委託手数料、短期借入に係る経費及び資金運用の見直

しのための高度で専門的な人材の確保その他の基本的方針に基づく施策の実施に必要な経費を除いた金額である。
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

２．業務運営の効

率化に伴う経費

節減

一般管理費（退職

手当、事務所移転

経費及び資金運

用の見直しのた

めの高度で専門

的な人材の確保

その他の「独立行

政法人改革等に

関する基本的な

方針」（平成２５

年１２月２４日

閣議決定。以下

「基本的方針」と

いう。）に基づく

施策の実施に必

要 な 経 費 を 除

く。）については、

中期目標期間の

最終年度におい

て、平成２１年度

比１５％以上節

減すること。

このうち人件費

については、簡素

で効率的な政府

を実現するため

の行政改革の推

進に関する法律

（平成１８年法

律第４７号）に基

づく平成１８年

度から５年間で

５％以上を基本

２．業務運営の効

率化に伴う経費

節減

一般管理費（退職

手当、事務所移転

経費及び資金運

用の見直しのた

めの高度で専門

的な人材の確保

その他の「独立行

政法人改革等に

関する基本的な

方針」（平成２５

年１２月２４日

閣議決定。以下

「基本的方針」と

いう。）に基づく

施策の実施に必

要 な 経 費 を 除

く。）については、

効率的な執行に

努め、中期目標期

間の最終年度に

おいて、平成２１

年度比１５％以

上の節減を行う。

このうち人件費

（退職手当及び

福利厚生費（法定

福利費及び法定

外福利費）を除

く。）については、

簡素で効率的な

政府を実現する

ための行政改革

の推進に関する

＜主な定量的指標＞

(1)一般管理費（退職

手当、事務所移転経

費及び資金運用の見

直しのための高度で

専門的な人材の確保

その他の「独立行政

法人改革等に関する

基本的な方針」（平成

２５年１２月２４日

閣議決定。以下「基

本的方針」という。）

に基づく施策の実施

に必要な経費を除

く。）については、中

期目標期間の最終年

度において、平成２

１年度比１５％以上

の節減を行う。

(2)人件費（退職手当

及び福利厚生費（法

定福利費及び法定外

福利費）を除く。）に

ついては、簡素で効

＜主要な業務実績＞

２．業務運営の効率化に伴う経費節減

（１） 一般管理費については、中期目標・中期計画に定める経費節減目標を達

成するため、中期目標期間の最終年度において、平成２１年度と比較して、

１５％を節減した予算（退職手当、事務所移転経費及び資金運用の見直し

のための高度で専門的な人材の確保その他の「独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定。以下「基本的方針」

という。）に基づく施策の実施に必要な経費を除く。）を作成することとし、

各年度において一定の節減率に基づく予算を策定した。また、予算に対す

る執行については、一般競争入札や企画競争・公募、随意契約における価

格交渉及び消耗品費等の節約並びに国家公務員に準じた給与減額措置等

（平成２４年度・平成２５年度）を実施し、経費節減に努めた。

（単位：百万円）

経費節減対象経費

（予算額）

対 21年度比

節減率

執行額

21 年度

（基準年度）
416 - -

22 年度 403 -3.1% 261

23 年度 391 -6.0% 308

24 年度 378 -9.1% 277

25 年度 366 -12.0% 279

26 年度 353 -15.0% 313

なお、平成２３年１０月に法人の所有する全ての職員宿舎の売却を完了

したことから、売却が完了しなかった場合と比較し、宿舎経費について毎

年約２.１百万円（中期目標期間の最終年度までで考えると約１４百万円）

の節減効果が見込まれたところである。

（２） 人件費については、次の取組みを行った。

取組み内容

22 年度

① 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準拠し、

賞与について役員は０．１５か月、職員は０．２か月引

き下げるとともに、役職員の月例給の引下げ、５５歳以

上職員の給与の減額を行った。

② 平成１９年度に実施した役職員の給与改定（役員給与

の引下げ、職員給与の年功序列的給与上昇カーブのフラ

ット化、役職手当の定額化等）により、給与の上昇を抑

制した。

＜自己評価＞

評定：Ｂ

以下の定量的指標及び評価

の視点ごとの自己評価で示す

とおり、中期目標期間におい

ては、経費節減及び契約の適

正化については、適切に取組

んでおり、第２期中期目標に

おける所期の目標を達成した

と考えられることから、B 評

価とする。

【定量的指標】

（１） 中期目標期間におい

て、最終年度である平

成２６年度の予算額

は、平成２１年度と比

較で１５．０％の節減

としたことから、所期

の目標を達成している

と考える。

（２） 人件費の削減につい

ては、平成１７年度と

比較して、平成２２年

度が２０．１％の削減、

平成２３年度が２０．

評定 B

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、業務運営の

効率化に伴う経費節減について、中期計画の数

値目標を上回り、運用受託機関構成の見直しの

際に、管理運用委託手数料率の更なる削減を図

った結果、管理運用委託手数料額の引き下げが

実現したとして、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

＜今後の課題＞

引き続き、適正かつ効率的な運営に取り組む

ことが望まれる。

＜その他事項＞
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とする削減等の

人件費に係る取

組を引き続き着

実に実施するこ

と。

さらに、経済財政

運営と構造改革

に関する基本方

針２００６（平成

１８年７月７日

閣議決定）に基づ

き、国家公務員の

改革を踏まえ、人

件費改革を平成

２３年度まで継

続すること。

一方、基本的方針

に基づき、平成２

６年以降の給与

水準については、

高度で専門的な

人材の確保の観

点から、弾力化に

ついて検討する

こと。

また、業務経費

（システム開発

費、管理運用委託

手数料、短期借入

に係る経費及び

資金運用の見直

しのための高度

で専門的な人材

の確保その他の

基本的方針に基

づく施策の実施

に必要な経費を

除く。）について

は、中期目標期間

の最終年度にお

いて、平成２１年

法律（平成１８年

法律第４７号）に

基づく平成１８

年度から５年間

で５％以上を基

本とする削減等

の人件費に係る

取組を引き続き

行う。

さらに、経済財政

運営と構造改革

に関する基本方

針２００６（平成

１８年７月７日

閣議決定）に基づ

き、国家公務員の

改革を踏まえ、人

件費改革を平成

２３年度まで継

続する。

一方、基本的方針

に基づき、平成２

６年以降の給与

水準については、

高度で専門的な

人材の確保の観

点から、弾力化に

取り組む。

また、業務経費

（システム開発

費、管理運用委託

手数料、短期借入

に係る経費及び

資金運用の見直

しのための高度

で専門的な人材

の確保その他の

基本的方針に基

づく施策の実施

に必要な経費を

除く。）について

率的な政府を実現す

るための行政改革の

推進に関する法律

（平成１８年法律第

４７号）に基づく平

成１８年度から５年

間で５％以上を基本

とする削減等の人件

費に係る取組を行

う。

(3)業務経費（システ

ム開発費、管理運用

委託手数料、短期借

入に係る経費及び資

金運用の見直しのた

めの高度で専門的な

人材の確保その他の

基本的方針に基づく

施策の実施に必要な

経費を除く。）につい

ては、中期目標期間

の最終年度におい

て、平成２１年度比

５％以上節減する。

＜評価の視点＞

(4)一般管理費（退職

手当、事務所移転経

費及び資金運用の見

直しのための高度で

専門的な人材の確保

その他の「独立行政

法人改革等に関する

基本的な方針」（平成

２５年１２月２４日

閣議決定。以下「基

本的方針」という。）

に基づく施策の実施

に必要な経費を除

23 年度

① 平成１９年度に実施した役職員の給与改定（役員給与

の引下げ、職員給与の年功序列的給与上昇カーブのフラ

ット化、役職手当の定額化等）により、給与の上昇を抑

制した。

② 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律

の成立を踏まえて、平成２４年度より国家公務員に準じ

た給与減額支給措置等を実施するために労働組合との

協議に入った（平成２４年度実施済み。）。

24 年度

25 年度

① 平成１９年度に実施した役職員の給与改定（役員給与

の引下げ、職員給与の年功序列的給与上昇カーブのフラ

ット化、役職手当の定額化等）により、給与の上昇を抑

制した。

② 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律

の成立を踏まえて、平成２４年度より国家公務員に準じ

た給与減額支給措置等を実施した。

③ 国家公務員と民間との退職給付水準の格差を是正す

るため国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律

が成立したことを踏まえ、役員については平成２５年３

月に国家公務員に準じて「役員退職手当支給規程」を改

正し、職員については平成２５年７月に国家公務員に準

じて「職員退職手当支給規程」を改正した。

以上の取組を行ったところであるが、平成２５年

１１月の公的・準公的資金の運用・リスク管理等の

高度化等に関する有識者会議報告書において、「専門

人材を適切に確保し、高度なリスク管理が可能とな

るよう、独立行政法人の人員数、給与水準、経費等

の面における閣議決定等に基づく制約については、

弾力的な取扱いが認められるべきである。」との提言

を受けたことと、平成２５年１２月の閣議決定「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、

「高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や

給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制の導入を

検討する。」と決定されたことを踏まえ、平成２６年

３月に中期計画の変更を行い、「平成２６年以降の給

与水準については、高度で専門的な人材の確保の観

点から、弾力化に取り組む。」としたところである。

26 年度

① 平成２５年１２月２４日閣議決定「独立行政法人

改革等に関する基本的な方針」において、「高度で専

門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の

弾力化に加え、任期制・年俸制の導入を検討する。」

旨の決定がなされたことを受け、平成２６年３月に

８％の削減となってお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（３） 中期目標期間におい

て、最終年度である平

成２６年度の予算額

は、平成２１年度と比

較で５．０％の節減と

したことから、所期の

目標を達成していると

考える。

【評価の視点】

（４） 中期目標期間におい

て、最終年度である平

成２６年度の予算額

は、平成２１年度と比

較で１５．０％の節減

としたことから、所期

の目標を達成している

と考える。
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度比５％以上節

減すること。

なお、管理運用委

託手数料につい

ては、運用資産額

の増減等も考慮

に入れつつ、引き

続き低減に努め

ること。

３．契約の適正化

契約については、

「独立行政法人

の契約状況の点

検・見直しについ

て」（平成２１年

１１月１７日閣

議決定）に基づ

き、競争性のない

随意契約の見直

しを更に徹底し

て行うとともに、

一般競争入札等

（競争入札及び

企画競争・公募を

いい、競争性のな

い随意契約は含

まれない。）につ

いても、真に競争

性が確保されて

いるか、点検・検

証を行うことと

されている。この

取組により、契約

の適正化を推進

すること。

は、中期目標期間

の最終年度にお

いて、平成２１年

度比５％以上節

減する。

なお、管理運用委

託手数料につい

ては、運用資産額

の増減等も考慮

に入れつつ、引き

続き低減に努め

る。

３．契約の適正化

契約については、

「独立行政法人

の契約状況の点

検・見直しについ

て」（平成２１年

１１月１７日閣

議決定）に基づき

引き続き適正化

を推進する。

く。）について、中期

目標期間の最終年度

において、平成２１

年度比１５％以上の

節減を行ったか。

(5)人件費（退職手当

及び福利厚生費（法

定福利費及び法定外

福利費）を除く。）に

ついては、簡素で効

率的な政府を実現す

るための行政改革の

推進に関する法律

（平成１８年法律第

４７号）に基づく平

成１８年度から５年

間で５％以上の削減

を行ったか。

(6)国家公務員の給

与構造改革を踏ま

え、役職員の給与に

ついて必要な見直し

を進めたか。

(7)国家公務員と比

べて給与水準の高い

場合において、給与

水準が高い理由及び

講ずる措置（目標水

準の設定を含む）は

何か。また、給与水

準自体が社会的な理

解の得られる水準で

あるか。

(8)総人件費改革に

外部コンサルティング会社に報酬体系の改定に関す

る調査委託を行い、その調査結果を踏まえ、平成２

７年１月１日付けで高度で専門的人材を円滑に確保

できるよう運用専門職員の給与水準について、市場

の報酬水準を勘案した改定を行い、併せて業績に連

動した報酬を導入する等、給与水準の弾力化を図っ

た。

② 国家公務員の給与改訂に関する法律が成立したこ

とを踏まえ、国家公務員に準じて、職員については

平成２７年１月及び平成２７年４月に「職員給与規

程」を改正し、役員については平成２７年１月に「役

員給与規程」を改正した。

（給与水準の適切性等）

年齢のみで比較した対国家公務員指数及び学歴・勤務地域も加味した指数

は、以下のとおりとなっている。

対国家公務員指数

（年齢のみ）

対国家公務員指数

（学歴・勤務地域）

22 年度 120.9 100.6

23 年度 119.6 99.5

24 年度 117.4 97.7

25 年度 117.3 98.1

26 年度 119.2 99.4

（３） 業務経費については、中期目標・中期計画に定める経費節減目標を達成

するため、中期目標期間の最終年度において、平成２１年度と比較して、

５％を節減した予算（システム開発費、管理運用委託手数料、短期借入に

係る経費及び資金運用の見直しのための高度で専門的な人材の確保その他

の基本的方針に基づく施策の実施に必要な経費を除く。）を作成することと

し、各年度において一定の節減率に基づく予算を策定した。また、予算に

対する執行については、業務計画の見直し等による節減、一般競争入札や

企画競争・公募、随意契約における価格交渉及び消耗品費等の節約並びに

国家公務員に準じた給与減額措置等（平成２４年度・平成２５年度）を実

施し、経費節減に努めた。

（単位：百万円）

経費節減対象経

費（予算額）

対２１年度比

節減率

執行額

２１年度

（基準年度）
1,781 - -

（５） 人件費の削減につい

ては、平成１７年度と

比較して、平成２２年

度が２０．１％の削減、

平成２３年度が２０．

８％の削減となってお

り、所期の目標を達成

していると考える。

（６） 平成２７年１月に高

度で専門的な人材を確

保できるよう運用専門

職員の給与水準につい

て、弾力化を図ったと

ころであり、所期の目

標を達成していると考

える。

（７） 学歴、勤務地を加味

した指数では、所期の

目標を達成していると

考える。

（８） 削減目標への取組は、

所期の目標を達成しいて

いると考える。
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ついて、取組開始か

らの経過年数に応

じ、削減目標の達成

に向け、取組は順調

かつ適切であるか。

(9)国と異なる、又は

法人独自の諸手当

は、適切であるか。

(10)事業費における

冗費を点検し、その

削減を図っている

か。

(11)業務経費（シス

テム開発費、管理運

用委託手数料、短期

借入に係る経費及び

資金運用の見直しの

ための高度で専門的

な人材の確保その他

の基本的方針に基づ

く施策の実施に必要

な経費を除く。）につ

いて、中期目標期間

の最終年度におい

て、平成２１年度比

５％以上節減した

か。

(12)管理運用委託手

数料については、運

用資産額の増減等も

考慮に入れつつ、引

き続き低減に努めた

か。

(13)福利厚生費につ

いて、事務・事業の

公共性、業務運営の

２２年度 1,763 -1.0% 1,497

２３年度 1,746 -2.0% 1,338

２４年度 1,728 -3.0% 1,282

２５年度 1,710 -4.0% 1,308

２６年度 1,692 -5.0% 1,432

（４）経費節減委員会の開催

経費節減委員会を開催し、経費節減の取組事項の実施状況の確認及び具体

的な実施方法について報告を行い、経費が適切に執行されていることが確認

された。また、経費節減の取組事項の具体的な実施方法については、委員会

終了後、役職員に周知し、引き続き、経費節減の取組事項が実施されるよう

図った。

（５）管理運用委託手数料の節減効果は、以下のとおり。

前中期計画期間最終年度の平成２１年度の管理運用委託手数料額２５８

億円に対し、平成２２年度から平成２６年度までの５年間平均の管理運用委

託手数料額は約２４９億円と約９億円の節減となっている。これは、時価変

動を要因として約３７億円の増加要因があったものの、外国債券パッシブ及

び外国株式パッシブの運用受託機関構成の見直しと国内債券アクティブ及

びパッシブの運用受託機関構成の見直しを主たる要因とする見直しの節減

効果が約４６億円あったことによるものである。なお、平成２６年度は、外

貨建て資産における資金配分及び時価の上昇を要因として全体では約３８

億円の増加となったが、国内株式については、前年度に実施したマネジャ

ー・ストラクチャーの見直しに伴う手数料率の引下げ等により約２１億円の

手数料が節減された。

（６） 平成２５年度においては、オランダの株式配当金に係る過去の源泉税に

ついて、オランダ租税当局に対し、ＥＵ法等を根拠に租税条約上、明文では

認められていなかった返還を求めて請求を行うとともに交渉を重ねていた

が、平成２５年８月に約４８億円の返還金を受領することができた。

３．契約の適正化

（１）契約の見直し

運用受託機関等との契約以外のものについては、「独立行政法人の契約状

況の点検・見直しについて」を踏まえ、「随意契約等見直し計画」に基づき、

真にやむを得ない契約以外はすべて一般競争入札等（一般競争及び企画競

争・公募）に移行している。

なお、運用受託機関等との契約は、「随意契約見直し計画」の対象外とさ

れていたが、平成２３年度実績分より取扱いが変更されたため、契約の実績

数値に含まれることとなった。

［契約の実績］

【平成２２年度】 （単位：件、百万円）

（９） 諸手当については、

国に準拠しており、所

期の目標を達成してい

ると考える。

（１０） 適切に経費節減に

取組んでおり、所期

の目標を達成してい

ると考える。

（１１） 中期目標期間にお

いて、最終年度であ

る平成２６年度の予

算額は、平成２１年

度と比較で５．０％

の節減としたことか

ら、所期の目標を達

成していると考え

る。

（１２） 適切に管理運用委

託手数料の低減に取

組んでおり、所期の

目標を達成している

と考える。

（１３） 福利厚生費は適切

であり、目標を達成

していると考える。
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効率性及び国民の信

頼確保の観点から、

必要な見直しを行っ

たか。

(14)契約の締結に当

たって、透明性・競

争性等が確保されて

いるか。

(15)契約監視委員会

での見直し・点検は

適切に行われたか

（その後のフォロー

アップを含む。）。ま

た、「随意契約等見直

し計画」が計画どお

り進んでいるか。

(16)随意契約により

実施している業務に

ついて、国における

取組（「公共調達の適

正化について」（平成

１８年８月２５日付

財計２０１７号））等

を踏まえ、一般競争

入札の範囲の拡大、

契約の見直し、契約

に係る情報公開等に

ついての取組みを進

めているか。

(17)契約方式等、契

約に係る規程類につ

いて、整備内容や運

用は適切であった

か。

(18)契約事務手続に

見直し計画

(平成 22 年 6月改訂)
22 年度実績

件数 金額 件数 金額

競争入札等
37.3% 39.3% 26.2% 32.2%

19 673 16 534

企画競争・公募
49.0% 33.6% 63.9% 45.7%

25 575 39 756

小計
86.3% 72.9% 90.2% 77.9%

44 1,249 55 1,290

競争性のない

随意契約

13.7% 27.1% 9.8% 22.1%

7 464 6 366

合計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

51 1,713 61 1,656

【平成２３年度】 （単位：件、百万円）

見直し計画

(平成 25 年 2月改訂)
23 年度実績

件数 金額 件数 金額

競争入札等

10.0% 2.2%
8.7%

(0.0%)

2.0%

(0.0%)

19 673
9

(0)

465

(0)

企画競争・公募

45.3% 9.2%
9.7%

(1.0%)

0.4%

(0.0%)

86 2,791
10

(1)

104

(4)

小計

55.3% 11.4%
18.4%

(1.0%)

2.4%

(0.0%)

105 3,465
19

(1)

569

(4)

競争性のない

随意契約

44.7% 88.6%
81.6%

(78.6%)

97.6%

(97.5%)

85 27,036
84

(81)

23,088

(23,070)

合計

100.0% 100.0%
100.0%

(79.6%)

100.0%

(97.5%)

190 30,501
103

(82)

23,657

(23,074)

※ ( )内の数値は、運用受託機関等との契約に関する数値である。

【平成２４年度】 （単位：件、百万円）

（１４） 適切に契約の透明

性・競争性が確保さ

れており、所期の目

標が達成していると

考える。

（１５） 適切に契約監視委

員会での点検等が行

われており、所期の

目標を達成している

と考える。

（１６） 適切に随意契約の

見直しを行ってお

り、所期の目標を達

成していると考え

る。

（１７） 契約に係る規程類

について整備内容や

運用は適切であり、

所期の目標を達成し

ていると考える。

（１８） 契約事務手続に係

る体制は適切であ

り、所期の目標を達
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係る執行体制や審査

体制について、整

備・執行等は適切で

あったか。

(19)個々の契約につ

いて、競争性・透明

性の確保の観点から

適切なものであった

か。

(20)「随意契約見直

し計画」の実施を着

実に行ったか。また、

目標達成に向けた具

体的な取組を行った

か。

見直し計画

(平成 25 年 2月改訂)
24 年度実績

件数 金額 件数 金額

競争入札等

10.0% 2.2%
4.5%

(0.0%)

2.6%

(0.0%)

19 673
6

(0)

616

(0)

企画競争・公募

45.3% 9.2%
32.8%

(17.9%)

15.8%

(14.6%)

86 2,791
44

(24)

3,705

(3,432)

小計

55.3% 11.4%
37.3%

(17.9%)

18.4%

(14.6%)

105 3,465
50

(24)

4,321

(3,432)

競争性のない

随意契約

44.7% 88.6%
62.7%

(59.7%)

81.6%

(80.2%)

85 27,036
84

(80)

19,129

(18,814)

合計

100.0% 100.0%
100.0%

(77.6%)

100.0%

(94.9%)

190 30,501
134

(104)

23,450

(22,246)

※ ( )内の数値は、運用受託機関等との契約に関する数値である。

【平成２５年度】 （単位：件、百万円）

見直し計画

(平成 25 年 2月改訂)
26 年度実績

件数 金額 件数 金額

競争入札等

10.0% 2.2%
4.5%

(0.0%)

3.7%

(0.0%)

19 673
5

(0)

829

(0)

企画競争・公募

45.3% 9.2%
36.0％

(30.6%)

33.5%

(32.0%)

86 2,791
40

(34)

7,425

(7,091)

小計

55.3% 11.4%
40.5%

(30.6%)

37.3%

(32.0%)

105 3,465
45

(34)

8,254

(7,091)

成していると考え

る。

（１９） 個々の契約につい

て競争性・透明性は

適切に確保されてお

り、所期の目標を達

成していると考え

る。

（２０） 適切に随意契約の

見直しを行ってお

り、所期の目標を達

成していると考え

る。

＜課題と対応＞

特になし
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競争性のない

随意契約

44.7% 88.6%
59.5%

(52.3%)

62.7%

(62.6%)

85 27,036
66

(58)

13,887

(13,856)

合計

100.0% 100.0%
100.0%

(82.9%)

100.0%

(94.6%)

190 30,501
111

(92)

22,141

(20,946)

※ ( )内の数値は、運用受託機関等との契約に関する数値である。

【平成２６年度】 （単位：件、百万円）

見直し計画

(平成 25 年 2月改定)
26 年度実績

件数 金額 件数 金額

競争入札等

10.0% 2.2%
2.6%

(0.0%)

5.9%

(0.0%)

19 673
2

(0)

738

(0)

企画競争・公募

45.3% 9.2%
46.1%

(10.5%)

9.9%

(2.6%)

86 2,791
35

(8)

1,233

(321)

小計

55.3% 11.4%
48.7%

(10.5%)

15.8%

(2.6%)

105 3,465
37

(8)

1,971

(321)

競争性のない随

意契約

44.7% 88.6%
51.3%

(31.6%)

84.2%

(80.7%)

85 27,036
39

(24)

10,491

(10,056)

合計

100.0% 100.0%
100%

(42.1%)

100%

(83.3%)

190 30,501
76

(32)

12,462

(10,376)

※ （ ）内の数値は、運用受託機関等との契約件数である。

運用受託機関等との契約は、原則として３年間の適用期間を経過した

後、見直しを行うこととしている。また、契約の当初は企画競争として

契約を締結し、次年度以降は、総合評価等を行い評価が著しく低い運用

受託機関等との契約については解約し、継続する運用受託機関等との契

約については随意契約として更新する特別な契約である。

（２）規程、マニュアルの整備
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契約方式等に係る規程類については、「独立行政法人における契約の適正

化」において講ずることとされている項目について措置を行っている。また、

一般競争入札及び企画競争・公募について、国の業務マニュアルに準じた業

務マニュアルに基づき実施した。

（３）契約監視委員会の実施

外部有識者及び監事から構成される契約監視委員会を開催し、競争性のな

い随意契約、一者応札一者応募に係る改善策及び今後契約締結が予定されて

いる調達案件の契約方式の妥当性並びに契約手続きにおける透明性、競争性

等の確保について審議・検証を行った。

なお、運用受託機関等との契約については、運用受託機関等の選定過程に

おいて、経済・金融の専門家等外部の有識者で構成される運用委員会で審議

を行い、当該運用委員会の議事要旨をホームページに掲載する等、透明性、

競争性等の確保を図った。

開催回数

２２年度 ２回

２３年度 ２回

２４年度 ４回

２５年度 ５回

２６年度 ７回

（４）契約審査会の実施

法人内において、契約事務に関与しない職員等により構成される契約審査

会を開催し、契約前における、競争性のない随意契約の妥当性、一般競争入

札等の調達方法の妥当性等について審議を行った。

なお、運用受託機関等との契約については、運用委員会の審議を経て選定

を行っている。

開催回数

２２年度 ８回

２３年度 ４回

２４年度 ７回

２５年度 ７回

２６年度 ９回

（５）契約に係る情報公開

一定金額以上の契約について、ホームページに公表を行った。

（６）調達時の取り組み

① システム基盤の更改は、平成２４年度に提案依頼に先立ち仕様書等に対

する意見招請を実施し、寄せられた１２１件に上る意見、要望等について、

可能な限り要件を緩和する方向で対応し、参入障壁低減に努めた結果、一

者応札を回避し、真に競争性のある調達を実施した。

② 事務所借料について、平成２３年度及び平成２５年度に賃料の改定交渉
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を行い、次年度以降の契約金額について、それぞれ年額で約１５百万円（対

前年度比９．１％）及び約８百万円（対前年度比５．８％）の引き下げを

実現した。

③ 平成２５年度における年金積立金データ管理（ＧＰＤＲ）システムの保

守業務及び運用業務の調達にあたっては、平成２６年度限りとなる業務で

あること及び前回が一者応札であったことを踏まえ、入札により契約価額

が確定する競争入札より価格交渉が可能な随意契約の方が有利と判断し、

契約監視委員会の審議を経て公募を実施した。その結果、応募者がなかっ

たことから現受託者と価格交渉を行い現行契約金額（税抜きベース）から

年額約４２百万円（対前年度比１９．１％）引き下げた契約額により随意

契約を行った。

（７） 法定外福利費の支出項目は、労働安全衛生法に基づく健康診断費等であり、

レクリエーション等の経費については、管理運用法人設立時から経費を計上

していない。

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅲ－１ 財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、難易

度

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第５ 財務内容の

改善に関する事項

「第４ 業務運営

の効率化に関する

事項」で定めた事

項に配慮した中期

計画の予算を作成

し、当該予算によ

る運営を行うこ

と。

第４ 財務内容

の改善に関する

事項

「第３ 業務

運営の効率化に

関する目標を達

成するためとる

べき措置」で定め

た事項に配慮し

た中期計画の予

算を作成し、当該

予算による適正

かつ効率的な運

営を行う。

第５ 予算、収支

計画及び資金計

画

１．予算

別表１のとおり

２．収支計画

＜評価の視点＞

(1)「第３ 業務運営

の効率化に関する目

標を達成するためと

るべき措置」で定め

た事項に配慮した各

年度の予算を作成

し、当該予算による

適正かつ効率的な運

＜主要な業務実績＞

第４ 財務内容の改善に関する事項

中期目標・中期計画に定める経費節減目標を達成するため、中期目標期間の最

終年度において、平成２１年度と比較して、一般管理費については１５％、業務

経費については５％を節減した予算（退職手当、事務所移転経費、システム開発

費、管理運用委託手数料、短期借入に係る経費及び資金運用の見直しのための高

度で専門的な人材の確保その他の基本的方針に基づく施策の実施に必要な経費

を除く。）を作成した。

各年度の執行に当たっては、「業務運営の効率化に関する目標を達成するため

取るべき措置」を考慮した上で業務の効率化等による節約を可能とするため、契

約方法の見直し及び人件費の見直し等を行った。

第５ 予算、収支計画及び資金計画

（１） 予算執行については、業務の進行状況及び予算執行状況を把握し、適宜見

直しを行った。

予算、収支計画及び資金計画の実績は、決算報告書及び財務諸表のとおり

である。

（２） 支出予算において、次の費目が当初の予定より増加したことにより、予算

の増額を行った。

＜自己評価＞

評定：Ｂ

以下の評価の視点ごとの自

己評価に示すとおり、中期目

標期間においては、財務内容

の改善並びに予算、収支計画

は適切であり、第２期中期目

標における所期の目標を達成

していると考えられることか

ら、Ｂと評価する。

【評価の視点】

（１）（２） 目標に沿った予

算を作成し、適正

かつ効率的な運用

を行っており、所

期の目標を達成し

ていると考える。

評定 B

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、平成２１年

度予算額と比較して、一般管理費は１２％、業

務経費は４％の節減率を達成し、経費節減及び

事業の効率化が行われているとして、高く評価

されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

＜今後の課題＞

引き続き、適正かつ効率的な運営に取り組む

ことが望まれる。

＜その他事項＞
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別表２のとおり

３．資金計画

別表３のとおり

第６ 短期借入

金の限度額

１．短期借入金の

限度額

２０，０００億円

２．想定される理

由

予見し難い事由

による一時的な

資金不足等に対

応するため。

第７ 重要な財

産を譲渡し、又は

担保に供しよう

とするときは、そ

の計画

現在保有する

全ての宿舎（日野

宿舎（横浜市）及

び行徳宿舎（市川

市））を売却する。

第８ 剰余金の

使途

なし

用を行ったか。

(2)上記のほか、予

算、収支計画及び資

金計画について、各

費目に関して計画と

実績の差異があった

場合には、その発生

理由が明らかになっ

ており、合理的に説

明できるものである

か。

(3)当期総利益（又は

当期総損失）の発生

要因について分析を

行った上で、その要

因が法人の業務運営

に問題があることに

よるものである場

合、その改善のため

の措置を講じたか。

(4)利益剰余金につ

いて、国民生活及び

社会経済の安定等の

公共上の見地から実

施されることが必要

な業務を遂行すると

いう法人の性格に照

らし過大な利益とな

っていないか。

(5)実物資産につい

て、保有の必要性、

資産規模の適切性、

有効活用の可能性等

の観点から見直しを

行ったか。

(6)政府方針を踏ま

えて処分等すること

とされた実物資産に

ついての処分等の措

（単位：億円）

費目 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

厚生年金

勘定

｢総合勘定へ繰入｣

｢年金特別会計厚生年金

勘定納付金｣

28,774

2,503

2,936 39,816

5,949

37,111

14,629

13,194

24,157

国民年金

勘定

｢総合勘定へ繰入｣

｢年金特別会計国民年金

勘定納付金｣

｢年金特別会計国民年金

勘定寄託金償還｣

1,849 405 8,042

342

1,351

3,041

1,458

1,575

2,292

承継資金

運用勘定
｢総合勘定へ繰入｣

85

総合勘定

｢投資｣

｢厚生年金勘定へ国庫納

付金繰入｣

｢国民年金勘定へ国庫納

付金繰入｣

｢国民年金勘定へ償還金

繰入｣

｢厚生年金勘定へ分配金

繰入｣

｢国民年金勘定へ分配金

繰入｣

30,707

2,503

3,342 47,857

5,949

342

1,351

71,735

4,973

40,151

14,629

1,458

59,649

4,182

14,770

24,157

2,292

103,846

7,237

（３） 承継資金運用勘定は管理運用法人法の規定に基づき、平成２３年４月１日

に廃止し、同勘定の累積利差損益額△２兆９，９０７億円は同日に総合勘定

に帰属させ、さらに同法施行令の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところ

により、厚生年金勘定及び国民年金勘定に以下のとおり按分した。

・ 厚生年金勘定に △２兆７，９０８億円

・ 国民年金勘定に △ １，９９９億円

第６ 短期借入金の限度額

予見し難い事由による一時的な資金不足等が見込まれる場合には、短期借入

を実施し、必要な資金を確保する体制整備を行ったが、短期借入が必要となる

ような事態は生じなかった。

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

【平成２２年度】

（３）（４） 当期総利益、利

益剰余金は適切

であり、所期の目

標を達成してい

ると考える。

（５）（６）（７）

実物資産については、見

直しを行い、職員宿舎を売

却したことから、所期の目

標を達成していると考え

る。

＜課題と対応＞

特になし
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置を講じたか。

(7)宿舎の売却につ

いては、「独立行政法

人の事務・事業の見

直しの基本方針（平

成２２年１２月７日

閣議決定）」において

定められた所要の手

続きを完了するよう

努めたか。

日野宿舎（横浜市）については、平成２２年１２月に売買契約を締結し、平

成２３年１月に当該物件の引渡を行った。

売却に当たっては、ホームページ等を通じて広く業者を募集した結果、不動

産鑑定価格である最低売却価格４０，０００千円に対し、２７，１００千円増

の６７，１００千円（１６７．８％）で売却することができた。これは、平成

２０年度以降の不動産市況が低迷する中にあっても、旧年金資金運用基金から

承継した価格である６８，２００千円と比較して９８．４％に留まっている。

また、行徳宿舎（市川市）についても売却に向け検討を開始した。

【平成２３年度】

行徳宿舎（市川市）については、平成２３年９月に売買契約を締結し、平成

２３年１０月に当該物件の引渡を行った。

売却に当たっては、ホームページ等を通じて広く業者を募集した結果、不動

産鑑定価格である最低売却価格２７３，０００千円に対し、１９８，０００千

円増の４７１，０００千円（１７２．５％）で売却することができた。これは、

平成２０年度以降の不動産市況が低迷する中にあって、旧年金資金運用基金か

ら承継した価格である５７７，９３９．７千円と比較して８１．５％となって

いる。

これにより、管理運用法人が所有する宿舎は、全て売却が完了した。

なお、日野宿舎（横浜市）の売却代金（６７，１００千円）について、平成

２３年１０月に国庫納付を行った。

【平成２４年度】

法人が所有する全ての職員宿舎の売却をが完了し、平成２３年１０月に売却

した行徳宿舎（市川市）の売却代金（４７１，０００千円）について、平成２

４年１０月に国庫納付を行った。

【平成２５年度】

なし

【平成２６年度】

なし

第８ 剰余金の使途

なし

４．その他参考情報

該当なし
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅳ－１ その他の業務運営に関する重要事項

当該項目の重要度、難易

度

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

Ⅸ－１－１

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 （期間実績評価）

第６ その他業

務運営に関する

重要事項

１．主たる事務所

の移転に伴う関

係機関との連携

確保

主たる事務所

の移転により業

務の円滑かつ効

率的な実施に支

障が生じること

がないよう、関係

行政機関及び関

係金融機関等と

の緊密な連携の

確保に努めるこ

と。

２．宿舎の売却手

第９ その他業

務運営に関する

重要事項

１．主たる事務所

の移転に伴う関

係機関との連携

確保

主たる事務所

の移転に当たっ

ては、関係行政機

関及び運用受託

機関等との連携

を十分に図るた

めの体制を整備

し、業務に支障が

生じないような

措置を講じる。

２．施設及び設備

に関する計画

＜評価の視点＞

(1)主たる事務所の

移転に関し、関係行

政機関及び運用受託

機関等との連携を十

分に図るための体制

を整備し、業務に支

障が生じないように

＜主要な業務実績＞

第９ その他業務運営に関する重要事項

１．主たる事務所の移転に伴う関係機関との連携確保

【平成２２年度～平成２５年度】

平成２０年９月の政令改正により、移転時期が平成２７年３月末に延期さ

れたことから、具体的な措置は講じなかった。

【平成２６年度】

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12 月 24 日閣議

決定）等を踏まえて、運用対象の多様化やリスク管理の高度化を図るには現

在の事務所は手狭なため、法人事務所の移転を行うこととし、事務所移転の

プロジェクトを推進するために平成 26 年 8 月にコンサルタント会社（ＮＴ

Ｔファシリティーズ）と契約し事務所調達に向けて仕様及び調達方式等の検

討を行った。なお、事務所調達の仕様策定にあたっては、業務に支障が生じ

ぬよう、関係行政機関や運用受託機関等との連携に配慮した立地条件とする

とともに、ＢＣＰ及びセキュリティ対策が十分に施された物件としており、

更には、調達方式において、価格（賃料）のみならず、立地、ＢＣＰ及びセ

キュリティ面も考慮できる総合評価落札方式としたところである。

２．施設及び設備に関する計画

＜自己評価＞

評定：Ｂ

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、中期目

標期間においては、その他業

務運営に関する重要事項は適

切であり、第２期中期目標に

おける所期の目標を達成して

いると考えられることから、

Ｂと評価する。

【評価の視点】

（１） 主たる事務所の移転

に関しては、適切に取

組んでおり、所期の目

標を達成していると考

える。

評定 B

＜評定に至った理由＞

昨年の暫定評価結果においては、早期に職員

宿舎全ての売却及び国庫納付を完了したとし

て、高く評価されている。

本項目における法人の自己評価は、「独立行政

法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25

日改定、総務大臣決定）に則して記載されてお

り質が高く、評価の視点に則し業務実績を具体

的に記述する等十分な説明責任が果たされてお

り、正当であると確認できる。

＜今後の課題＞

特になし

＜その他事項＞
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続き

宿舎の売却につ

いては、所要の手

続きを完了させ

るよう努めるこ

と。

宿舎の売却につ

いては、所要の手

続きを完了する

よう努める。

３．中期目標期間

を超える債務負

担

中期目標期間

を超える債務負

担については、管

理及び運用業務

を効率的に実施

するために、当該

債務負担行為の

必要性及び適切

性を勘案し、合理

的と判断される

ものについて行

う。

４．職員の人事に

関する計画

（１）方針

①業務運営を効

率的かつ効果的

に実施するため、

組織編成及び各

部門の人員配置

を実情に即して

見直す。

②職員の努力及

びその成果を適

正に評価する人

事評価を実施す

る。

③職員の採用に

当たっては、資質

の高い人材をよ

り広く求める。

④職員の資質の

向上を図る観点

から、資産運用等

するための措置を講

じたか。

(2)国家公務員の再

就職者のポストの見

直しを図っている

か。特に、役員ポス

トの公募や、平成２

１年度末までに廃止

するよう指導されて

いる嘱託ポストの廃

止等は適切に行われ

たか。

(3)独立行政法人職

員の再就職者の非人

件費ポストの見直し

を図っているか。

第７に記載。

３．中期目標期間を超える債務負担

【平成２２年度～平成２５年度】

中期目標期間を超えると考えられる債務負担についてはなかった。

【平成２６年度】

調達する業務の特性を踏まえ、中期目標期間を超える債務負担行為を行う

ことの必要性及び適切性を勘案し、合理的と判断される調達について、契約

審査会及び契約監視委員会の審議を経て、中期目標期間を超える債務負担を

実施したところである。

４．職員の人事に関する計画

（１）方針

① 第３の１の（１）に記載のとおり

② 第３の１の（２）に記載のとおり

③ 第２の２の（１）に記載のとおり

④ 第２の２の（２）に記載のとおり

⑤ 理事長が任命する者については、国家公務員の再就職ポストはない。ま

た、監事ポストについては、厚生労働省において公募が行われ、平成２３

年７月より民間出身者の監事（非常勤）が就任した。これにより、役員に

ついては国家公務員の再就職ポストはなくなった。

⑥ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストはない。

（２）人員に係る指標

第３の２の（２）に記載のとおり

（２） 国家公務員の再就職

者のポストの見直しは

適切であり、所期の目

標に達成していると考

える。

（３） 独立行政法人職員の

再就職者の非人件費ポ

ストはないことから、

所期の目標を達成して

いると考える。

＜課題と対応＞

特になし
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の分野に係る専

門的、実務的な研

修を実施するほ

か、当該分野等の

資格取得を積極

的に支援する。

（２）人員に係る

指標

基本的方針に基

づき、平成２６年

以降の人員につ

いては、高度で専

門的な人材の確

保の観点から、弾

力化に取り組む。

４．その他参考情報

該当なし


